
千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 

入札説明書等に関する質問回答書（１回目）等 
 

 

 

○ 本質問回答書（１回目）は、平成２９年８月２２日（火）か

ら８月２３日（水）に受け付けた千葉大学（亥鼻）医学系総合

研究棟整備等事業の入札説明書等に関する質問を入札説明書等

の項目順に整理し、その回答を記載したものです。 

○ 質問の内容は、質問者の記載どおりとしています。ただし、

質問の記載位置については、本学で整理していますので注意し

てください。 

○ 回答欄に太字ゴシックで記載されている箇所は、変更・修

正・追記・留意等に該当する項目です。 

 

＜ 総 括 ＞ 

書 類 名 番 号 質問数 

① 入 札 説 明 書   1～107 １０７ 

② 様 式 集 108～154  ４７ 

③ 要 求 水 準 書 ／ 本 文 155～393 ２３９ 

④ 要求水準書／別表・資料等 394～500 １０７ 

⑤ 落 札 者 決 定 基 準 501～504   ４ 

⑥ 基 本 協 定 書 ( 案 ) 505～519  １５ 

⑦ 事 業 契 約 書 ( 案 ) 520～701 １８２ 

⑧ そ の 他 702～711  １０ 

合  計 － ７１１ 

 

 

○ なお、「本質問回答書（１回目）」の後（うしろ）に、「入札

説明書等に関する追記事項」についても掲載していますので、

あわせて確認してください。 

 

 

 

平成２９年９月２０日 

国 立 大 学 法 人 千 葉 大 学 
 



 (１) 

入札説明書等に関する質問回答書（１回目） 
 

＜ ① 入札説明書に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

1 事業期間 2 1 6 (3)     

民間付帯施設事業の期間が平

成４５年以降となった場合に

おいて、本事業の事業期間は

同期間と記載がありますが、

平成４５年に維持管理運営が

終了している本施設事業にお

ける責任分担なども継続して

残るのでしょうか。 

本事業は、本施設に係る「本

施設事業」及び民間付帯施設

（任意）に係る「民間付帯施

設（任意）事業」により構成

されます。したがって、本事

業の事業期間は、民間付帯施

設（任意）事業に係る事業契

約の終了が平成４５年３月３

１日の場合にあっては、事業

契約締結の日から平成４５年

３月３１日までとし、民間付

帯施設（任意）事業に係る事

業契約の終了が平成４５年３

月３１日を超える場合にあっ

ては、事業契約締結の日から

民間付帯施設（任意）事業に

係る事業契約の終了の日まで

となります。ただし、その

（民間付帯施設（任意）事業

に係る事業契約の終了が平成

４５年３月３１日を超える）

場合であっても、本施設事業

の事業期間は、事業契約締結

の日から平成４５年３月３１

日までとなり、本施設事業の

維持管理業務及び運営業務の

責任分担が平成４５年３月３

１日を超えて残ることはあり

ません。 

2 

『国立大学法

人千葉大学不

動 産 貸 付 要

項』の確認方

法 

3 1 6 (4) 1) ②   

『国立大学法人千葉大学不動

産貸付要項』の確認方法を改

めてご教示いただけませんで

しょうか。千葉大学規程集か

ら探すことができませんでし

た。 

「国立大学法人千葉大学不動

産貸付要項」は、平成２９年

７月２７日（木）から、大学

が請求者に貸与している「要

求水準書の別表及び資料等」

の一部（基準等）に含まれて

いますので、ご確認をお願い

します。なお、当該「要求水

準書の別表及び資料等」の貸

与をまだ受けていない場合

は、＜様式１＞の脚注の留意

事項にしたがって貸与を受け

るようにしてください。 

3 

民間付帯施設

（任意）事業

における建物

の所有につい

て 

3 1 6 (4) 1) ③   

「選定事業者は、民間付帯施

設（任意）を整備した後も当

該民間付帯施設（任意）を自

らが所有し、」とありますが、

選定事業者が大学から承認を

ご質問の③の規定は事業方式

の概要を示したものであり、

具体的には④の規定（また、

大学が土地を貸し付ける相手

方は選定事業者に限るものと



 (２) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

得たうえで土地を民間付帯施

設（任意）を運営する企業へ

転貸し、当該企業（又は当該

企業へ建物を賃貸するリース

会社）が建物を建築及び所有

することも可能であるとの理

解でよろしいでしょうか。 

するが、大学の承諾を得た上

で、選定事業者による土地の

転貸を認めるものとする。）が

適用されます。「事業契約書

（案）」別紙２０の第１１条を

参照してください。ただし、

再転貸（転々貸）を認めるも

のではありません。 

4 

事業方式（民

間 付 帯 施 設

（ 任 意 ） 事

業） 

3 1 6 (4) 1) ③   

ＢＯＯ方式、とありますが、

施設の所有者は、本事業のた

めに設立する特別目的会社で

あっても、構成員や協力企業

であってもよいと考えてよろ

しいでしょうか？ 

民間付帯施設（任意）の所有

者は、特別目的会社に限るも

のではありません。番号３の

回答を参照してください。 

5 事業概要 3 1 6 (4) 1) ③   

民間付帯施設（任意）事業の

事業終了時の当該民間付帯施

設（任意）の解体撤去、無償

譲渡は事業契約書（案）別紙

２０の第１７条３項に合わ

せ、１年前から協議していた

だけるとの理解で宜しいでし

ょうか。 

民間付帯施設（任意）を解体

撤去するか、無償譲渡するか

については、貸付期間が満了

する日の１年前までには決定

できるよう、そのための協議

は、さらに早くから開始する

ことになります。 

6 民間付帯施設 3 1 6 (4) 1) ③   

民間付帯施設において、大学

が無償譲受する判断基準はご

ざいますか（利用者数や業務

形態、売上など）。 

民間付帯施設（任意）の無償

譲渡は、事業期間の終了時点

で民間付帯施設（任意）が継

続して使用できる状態（ハー

ド面）にあり、大学が継続し

て活用（ソフト面）しようと

した場合を想定しています

が、具体的には、当該時点で

の大学の判断によるものとし

ます。 

7 事業方式 3 1 6 (4) 1) ③   

民間付帯施設（任意）事業は

ＢＯＯ方式とされています

が、ＳＰＣが資金調達を行

い、施設を建設会社に建設さ

せて、その施設をＳＰＣが所

有し、維持管理業者による維

持管理を行い、必要な税金等

を支払い、事業終了後は解体

撤去する方式との理解でよろ

しいでしょうか。 

大学の要求水準等を満たすの

であれば、ご質問の事業スキ

ーム（特別目的会社が資金調

達、建設に当たるものが建設

工事、特別目的会社が施設を

所有、維持管理に当たる者が

維持管理、民間付帯施設（任

意）事業に当たる者が運営、

事 業 の 終 了 時 に 解 体 撤 去

云々）に限るものではありま

せん。番号３の回答を参照し

てください。 

8 事業方式 3 1 6 (4) 1) ③   

民間付帯施設（任意）事業を

行うための資金調達はＳＰＣ

が行うとの理解でよろしいで

しょうか。資金調達方法とし

て、銀行からの借り入れや自

己資本（ＳＰＣ資本金の一

大学の要求水準等を満たすの

であれば、ご質問の事業スキ

ーム（特別目的会社が資金調

達、資金調達は融資機関から

の借入又は自己資本云々）に

限るものではありません。番



 (３) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

部）で調達するとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

号３の回答を参照してくださ

い。 

9 事業概要 3 1 6 (4) 1) ③   

民間付帯施設事業の事業期間

終了時に当該民間付帯施設

（任意）を解体撤去するＢＯ

Ｏ方式とする。ただし大学が

認めれば、解体撤去をするこ

となく大学に無償譲渡できる

ものとする。と記載がござい

ますが、どのような条件を満

たした場合でしょうか。 

番号６の回答を参照してくだ

さい。 

10 

事業方式（民

間 付 帯 施 設

（ 任 意 ） 事

業） 

3 1 6 (4) 1) ④   

貸付期間が供用開始以降、と

されていますが、これは、施

設整備期間は借地代が発生せ

ず、供用開始日から発生す

る、との理解でよろしいでし

ょうか？ 

ご質問箇所の「④ …なお、貸

付期間は、（施設整備の期間を

含まない）民間付帯施設（任

意）の供用開始以降とする。

…」を「④ …貸付期間は工事

着工前からとし、貸付料を徴

収するのは民間付帯施設（任

意）の供用開始日からとす

る。…」に変更します。 

11 

事業方式（民

間 付 帯 施 設

（ 任 意 ） 事

業） 

3 1 6 (4) 1) ④   

大学の承諾があれば土地の転

貸が認められるとのことです

が、提案書で転貸先をお示し

したうえで落札者に選定され

た場合は大学の承諾が得られ

たとみなしてよろしいでしょ

うか？ 

提案書で転貸先を提示したか

らといって、大学の承諾を得

たことにはなりません。改め

て、大学に申請してくださ

い 。 な お 、「 事 業 契 約 書

（案）」別紙２０の第１１条、

第１２条を参照してくださ

い。 

12 
公共施設等の

種類等 
4 1 6 (4) 2) ① ｳ  

「※「民間付帯施設（任意）」

は、これに付属する外構施設

を含む」とありますが、民間

付帯施設へのインフラ引込に

ついては【資料３】でご指示

のある民間付帯施設事業場所

の直近まで別工事にて分岐し

てくるものと考えてよろしい

でしょうか。 

民間付帯施設（任意）事業場

所までのインフラ整備は、す

べて事業者の業務範囲（独立

採算）となります。 

13 階数 4 1 6 (4) 3) ① ｱ  

階数が選定事業者の提案によ

るとなっており、「特定事業の

選定について」１頁１（１）

２）①イａ構造階数の「階数

は地上１１階建とする」と異

なりますが、階数は１１階建

てでなくても良いという認識

で宜しいでしょうか。 

「特定事業の選定について」

は、あくまでも大学が本事業

をＰＦＩ事業として実施する

ことを決定したときの諸条件

であり、本事業の事業者の選

定（一連の入札）手続におい

ては、入札説明書等の書類に

基づいてください。 

14 スケジュール 6 1 7      

スケジュールは現時点の予定

であり、事業者の責に拠らな

い事由で変動が生じた場合

は、協議の上、調整されると

いう理解でよろしいでしょう

ご質問の「７ スケジュール」

は、本事業の事業者の選定

（一連の入札）手続であり、

あくまでも予定です。大学の

事由などにより変更する場合



 (４) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

か。 もありますが、その（変更す

る）場合は、大学のホームペ

ージ等でお知らせします。な

お、「７ スケジュール＜参考

＞」は、「事業契約書」締結後

のスケジュールを、入札説明

書等に基づいて記載したもの

であり、これらの変更につい

ては、「事業契約書（案）」の

規定に基づくことになりま

す。 

15 スケジュール 7 1 7      

１１月７日（火）～１１月８

日（水）に２回目の入札参加

表明書及び競争参加資格確認

申請書の提出が予定されてお

りますが、民間付帯施設（任

意）を提案しようとした場合

に、１１月１日に採否の通知

があってからでは、仮に否決

された場合に別案を検討する

時間がないため、採否の通知

の日程を前倒ししていただく

か、２回目の入札参加表明書

及び競争参加資格確認申請書

の提出日を遅らせることは可

能でしょうか。 

第１章１２(1) 2) ②の規定

（事業者提案による運営業務

（任意）提案書・民間付帯施

設（任意）事業提案書の提出

は任意とする。ただし、事前

に大学の採否を得ようとする

場合の「事業者提案による運

営業務（任意）提案書」、「民

間付帯施設（任意）事業提案

書」の提出は必要となる。）と

ともに、当該提案書を提出す

る場合は複数案であってもよ

く、採用とされたもののう

ち、いずれを最終提案に組み

入れるかどうかは、入札参加

者の判断によるものとしてい

ることを承知（活用）してく

ださい。 

16 スケジュール 7 1 7      

１０月１０日（火）～１１日

（水）に入札説明書等に関す

る要求水準確認書（個別提

案）他の提出があり、１０月

１７日（火）～１８日（水）

に個別対話の実施が開催され

ますが、１０月２４日（火）

～１０月２５日（水）の改定

入札説明書等に関する要求水

準確認書（個別提案）他、の

提出日までには確認書、提案

書等に対する回答を頂けるも

のと認識して宜しいでしょう

か。 

一連の手続は、「①民間付帯施

設（任意）事業提案書の提

出」→「②入札説明書等に関

する個別対話の実施」→「③

改定民間付帯施設（任意）事

業提案書の提出」→「④改定

民間付帯施設（任意）事業提

案書採否の通知」となりま

す。②と③の間に採否（回

答）を通知することはありま

せん。このことは、「入札説明

書等に関する要求水準確認

（個別提案）」、「事業者提案に

よる運営業務（任意）提案」

においても同様です。入札参

加者は、②の「入札説明書等

に関する個別対話」の結果等

を踏まえて③の「改定民間付

帯施設（任意）事業提案書」

を提出してください。 

17 
競争参加資格

確認申請 
7 1 7      

スケジュール「競争参加資格

確認申請関係」に記載の、（た

「（１回目）設計に当たる者、

建設に当たる者、工事監理に



 (５) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

だし、事業者提案による運営

業務（任意）に当たる者、民

間付帯施設（任意）事業に当

たる者を除く）と（ただし、

事業者提案による運営業務

（任意）に当たる者、民間付

帯施設（任意）事業に当たる

者に限る）について、事業者

のうちどちらも該当する構成

員が存在する場合（例：入札

参加グループを構成する建設

に当たる企業が、民間付帯施

設（任意）事業にも当たる場

合）は、記載内容が同様で

も、両方の申請を期日に合せ

て別々に行うという理解で宜

しいでしょうか。 

当たる者、維持管理に当たる

者及び運営（事業者提案によ

る運営業務（任意）を除く。）

に当たる者」と「（２回目）事

業者提案による運営業務（任

意）に当たる者、民間付帯施

設（任意）事業に当たる者」

が一部で重複する（兼ねる）

場合であっても、双方（１回

目、２回目）のタイミング

（申請期日）で競争参加資格

確認申請をしてください。た

だし、その場合にあっては、

該当する企業の２回目での＜

様式９＞、＜様式１４＞は不

要とします。 

18 スケジュール 7 1 7      

「１０月２４日～１０月２５

日 改定入札説明書等に関する

要求水準書（個別提案）等に

よる提案書の提出」とありま

すが、改定入札説明書はどの

時点で示されるのでしょう

か、ご教示下さい。 

「改定入札説明書」を作成す

る予定はありません。「改定入

札説明書等に関する要求水準

確認（個別提案）」とは、「改

定」＋「入札説明書等に関す

る要求水準確認（個別提案）」

のことです。番号１６の回答

を参照してください。 

19 スケジュール 7 1 7      

提案審査の選定において必要

に応じてプレゼン・ヒアリン

グの実施とありますが、年末

年始も挟むスケジュールの

為、プレゼン等の実施の可否

はいつ頃決定し公表されるの

でしょうか。 

入札参加者から「入札書等及

び提案書」の提出を受けたの

ち、可能な限り速やかに「プ

レゼンテーション・ヒアリン

グ」に関する事項を決定し、

通知するものとします。 

20 設計期間 8 1 7      

施設整備業務における設計期

間において、大学が想定する

期間はございますか。 

施設整備業務のうち設計の期

間は、事業者の提案によるも

のとします。 

21 競争参加資格 8 1 8      

入札参加者及び協力会社の参

加要件が記載されています

が、要求水準の業務とは別の

業務（設計アドバイザー、保

険アドバイザー、フィナンシ

ャルアドバイザーや弁護士

等）は参加資格要件の対象企

業とはしなくてもよいとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご質問の業務（設計アドバイ

ザー、保険アドバイザー、フ

ィナンシャルアドバイザーや

弁護士等）であっても、当該

業務に当たる者を入札参加グ

ループの構成員や協力会社と

して申請する場合にあっては、

「1) 入札参加者の構成等」、

「2) 入札参加者及び協力会社

の参加要件（特に⑦の規定に

留意のこと。）」の適用を受け

ることになります。なお、入

札参加グループの構成員や協

力会社には、設計に当たる

者、建設に当たる者、工事監
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理に当たる者、維持管理に当

たる者及び運営に当たる者並

びに民間付帯施設（任意）事

業に当たる者が必ず含まれて

いることを要件としていま

す。 

22 
入札参加者の

構成等 
8 1 8 (1) 1) ③   

「構成員以外のもので、事業

開始後、選定事業者から直接

業務を委託し、又は請け負う

ことを予定している者（以下

「協力会社」という。）につい

ても、入札参加表明書及び競

争参加資格確認申請書の提出

時において協力会社として明

らかにすること。」とあります

が、例えば福利厚生施設や民

間付帯施設（任意）の運営業

務をＳＰＣから委託を受けて

実際に運営する企業も含まれ

るのでしょうか。 

運営に当たる者のうち福利厚

生施設を担当する者、民間付

帯施設（任意）事業に当たる

者は、当該業務を責任をもっ

て取りまとめる（束ねる）者

であってもよく、直接的に店

舗等の運営を担当する者でな

くてもよいものとします。 

23 
競争参加資格

等 
8 1 8 (1) 1) ③   

入札参加者は、入札参加企業

又は入札参加グループの構成

員以外の者で、事業開始後、

選定事業者から直接業務を受

託し、又は請け負うことを予

定している者についても行う

こと。とありますが、民間付

帯施設（任意）の運営候補者

で、資格申請時点で明確に方

針が定まっていない事業者の

場合の取り扱いについてご指

示ください。 

入札参加者及び協力会社に

は、民間付帯施設（任意）事

業に当たる者が必ず含まれて

いる必要があります。番号２

２の回答を参照してくださ

い。 

24 
入札参加者の

構成 
8 1 8 (1) 1) ④   

民間付帯施設（任意）事業に

当る者が必ず含まれている事

とありますが、あくまでも任

意であるのであれば、必ず含

まれなくても良いのではない

でしょうか？ 

ご質問の④の規定は、民間付

帯施設（任意）事業を提案す

る場合を前提としたものであ

り、当然に、民間付帯施設

（任意）事業を提案しない場

合にあってはこの限りではあ

りません。 

25 

協力会社の複

数グループへ

の参加 

10 1 8 (1) 2) ⑦   

「入札参加者及び協力会社の

いずれかが、他の入札参加者

又は協力会社となっていない

こと。また、入札参加者及び

協力会会社のいずれかと資本

関係若しくは人的関係におい

て関連がある者が他の入札参

加者及び協力会社になってい

ないこと。ただし、運営に当

たる者並びに民間付帯施設

（任意）事業に当たる者が協

「運営に当たる者並びに民間

付帯施設（任意）事業に当た

る者」については、いずれの

グループにおいても協力会社

であれば、複数のグループへ

の参加が可能です。一方、「運

営に当たる者並びに民間付帯

施設（任意）事業に当たる

者」以外については、いずれ

のグループにおいても協力会

社であったとしても、複数の
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力会社の場合にあっては、こ

の限りではない。」とあります

が、「運営に当たる者並びに民

間付帯施設（任意）事業に当

たる者」については、いずれ

のグループでも協力会社であ

れば、複数のグループへの参

加が認められている、と理解

してよろしいでしょうか？ま

た、「運営に当たる者並びに民

間付帯施設（任意）事業に当

たる者」以外については、協

力会社であっても、複数のグ

ループへの参加は認めない旨

を定めていると理解してよろ

しいでしょうか？ 

グループへの参加は不可で

す。 

26 
資 格 等 要 件

（建設） 
12 1 8 (1) 3) ② ｳ 

a 

b 

９／２６の競争参加資格確認

申請提出時には、８（１）

３）②ウのａ・ｂに示す基準

を満たす新営工事が施工中の

ため、完成・引渡しはされて

いませんが、平成３０年２月

の事業契約書の締結までには

完成・引渡しされる新営工事

を施工実績とすることは可能

でしょうか。 

「4) 競争参加資格確認基準

日」で規定しているように、

資格等要件となる実績の完成

（完了）期日は、入札参加表

明書及び競争参加資格確認申

請書の提出期限の日時となり

ます。 

27 
競争参加資格

等 
12 1 8 (1) 3) ② ｴ  

「記載を求める監理技術者又

は主任技術者は、原則として

１名であること」とあります

が、この原則１名とは、建築

一式工事でどちらかを１名、

管工事でどちらかを１名、電

気工事で１名との認識で宜し

いでしょうか。 

建設業法等、関連法令等の規

定に基づいてください。 

28 

監理技術者又

は主任技術者

の 配 置 （ 建

築）について 

12 1 8 (1) 3) ② ｴ a 

９／２６の競争参加資格確認

申請提出時には、８（１）

３）②ウのａ・ｂに示す基準

を満たす新営工事に従事して

いるものの施工中のため、完

成・引渡しはされていません

が、平成３０年２月の事業契

約書の締結までには完成・引

渡しされる新営工事の施工実

績を有する者とすることは可

能でしょうか。 

番号２６の回答を参照してく

ださい。 

29 

入札参加者の

資格要件につ

いて 

12 1 8 (1) 3) ② ｴ 
b 

c 

配置予定技術者におけるｂ電

気工事、ｃ管工事について

「国土交通大臣若しくは建設

大臣が１級電気工事施工管理

技士と同等以上の能力を有す

「１級電気工事施工管理技士

又はこれと同等以上の資格を

有する者」とは、ご質問箇所

の記載のとおり「技術士によ

る 第 二 次 試 験 の う ち 、 …
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ると認定した者」（ｃ管工事も

同様）と記載されております

が、１級建築施工管理技士を

所有している場合、同条件を

満たすとの認識でよろしいで

しょうか。 

（略）…同等以上の能力を有

すると認定した者」に限りま

す。同様に、「１級管工事施工

管理技士又はこれと同等以上

の資格を有する者」とは、ご

質問箇所の記載のとおり「技

術士による第二次試験のう

ち、…（略）…同等以上の能

力を有すると認定した者」に

限ります。 

30 
競争参加資格

等 
14 1 8 (1) 5)    

入札参加グループの構成員及

び協力会社の変更等の規定は

代表企業にも当てはまるのと

理解で宜しいでしょうか。 

ご質問の「5) 入札参加グルー

プの構成員及び協力会社の変

更等」の規定は、代表企業

（入札参加グループの構成

員）にも適用されるもであ

り、その他の入札参加グルー

プの構成員と区別するもので

はありません。 

31 

入札参加グル

ープの構成員

及び協力会社

の変更 

14 1 8 (1) 5) ①   

競争参加資格の確認後は、入

札参加グループの構成員及び

協力会社の変更は、原則とし

て認めない。ただし、やむを

得ない事情（合併、倒産等）

が生じ、・・・」とあります

が、「やむを得ない事情」に該

当するかどうかについては、

例示として「合併、倒産等」

とありますので、必ずしも合

併、倒産に限られず、大学と

の事前協議において、個別に

判断されるものと理解してよ

ろしいでしょうか？ 

「合併、倒産等」としていま

すが、必ずしも「合併、倒

産」に限らず、具体的には、

個別の事案に応じて判断する

こととなります。 

32 

入札参加グル

ープの構成員

及び協力会社

の変更等 

14 1 8 (1) 5) ①   

構成員や協力企業の変更は原

則として認めない、とありま

すが、運営業務（任意）・民間

付帯施設（任意）の提案がど

の程度認められるかによっ

て、運営業務担当企業の位置

づけが変わる可能性もあるた

め、例えば、１１／８までは

変更可能としていただけませ

んでしょうか？ 

ご質問の「事業者提案による

運営業務（任意）に当たる

者、民間付帯施設（任意）事

業に当たる者」の競争参加資

格確認申請の期限は、同様趣

旨により、１１月７日から８

日としています。 

33 
競争参加資格

の確認の特例 
15 1 8 (1) 5) ② ｴ  

「上記イ及びウの申請は、構

成員及び協力会社の一部が指

名停止を受けたこと以外の理

由により申請を行った場合に

は、これを却下する」とあり

ますが、これは、競争参加資

格確認後の欠格構成員等の変

更を「指名停止」の場合に限

①は、「やむを得ない事情（合

併、倒産等）が生じた場合の

入札参加グループの構成員及

び協力会社の変更」に関する

規定であり、②は「構成員及

び協力会社の一部が指名停止

を受けた場合の特例」に関す

る規定であり、両者は独立し
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り認めたものと思われます

が、①の定めとの関係につい

て、①の「やむを得ない事

情」が構成員及び協力会社の

一部が欠格構成員等に該当す

る場合であったときには、構

成員等の変更が認められる欠

格の理由を「指名停止」によ

る場合に限る旨を定めたもの

と理解してよろしいでしょう

か？ 

たものとして取り扱います。

つまり、いわゆる「指名停

止」は、やむを得ない事情

（合併、倒産等）の一部でに

は該当しません。 

34 
特別目的会社

の株式譲渡等 
15 1 8 (1) 6)    

本施設事業部分が終了し、民

間付帯施設（任意）事業のみ

が継続する場合は、出資者に

よる株式譲渡等について、「合

理的理由がない限り大学は柔

軟に対応する」、とあります

が、提案書で株式譲渡等につ

いてお示ししたうえで落札者

に選定された場合は大学の承

諾が得られたとみなしてよろ

しいでしょうか？ 

提案書で株式譲渡等について

提示したからといって、大学

の承諾を得たことにはなりま

せん。改めて、大学に申請し

てください。なお、「基本協定

書（案）」第４条を参照してく

ださい。 

35 
特別目的会社

の設立等 
15 1 8 (1) 6)    

「なお、入札参加企業又は入

札参加グループの構成員は、

当該会社に対して出資するも

のとする。また、その出資比

率の合計は、全体の５０％を

超えるものとする」とありま

すが、これは、５０％未満で

あれば、入札参加企業又は入

札参加グループ構成員以外で

の出資が認められると考えて

よろしいでしょうか？また、

その場合の出資者は、必ずし

も協力会社に限られないと理

解してよろしいでしょうか？ 

特別目的会社に対する出資比

率の合計の５０％未満であれ

ば、入札参加企業又は入札参

加グループの構成員以外の者

の出資を認めるものであり、

当該者が協力会社である必要

はありません。 

36 
質問回答書の

公表日 
16 1 10 (3) 1)    

本質問に関して、参加表明の

手続きに関連する回答は早期

にご回答いただけないでしょ

うか。もしくは、個別に問い

合わせを行っても宜しいでし

ょうか。 

質問回答書（１回目）の公表

日は、９月２０日（水）とし

ます。 

37 
個別対話につ

いて 
19 1 12 (2)     

「入札説明書等に関する要求

水準確認書（個別提案）～中

略～を提出しなかった入札参

加者についても、入札説明書

等に関する個別対話を実施す

る。」とありますが、予め個別

対話のテーマを提出するので

しょうか。 

入札説明書等に関する要求水

準 確 認 書 （ 個 別 提 案 ） …

（略）…を提出しなかった入

札参加者であっても「個別対

話のテーマ」を提出する必要

はありません。なお、本事業

の事業者の選定（一連の入

札）手続における「大学と入
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札参加者の意思疎通を図る場

（機会）」の公平性という観点

から、「入札説明書等に関する

要求水準確認書（個別提案）

…（略）…を提出しなかった

入札参加者についても、入札

説明書等に関する個別対話を

実施する」ものとしますが、

同様の（公平性という）観点

から、その場合の入札説明書

等に関する個別対話は、必要

最小限の範囲（大学の判断）

で実施するものとします。 

38 個別対話 20 1 12 (2) 1) ③   

提案内容が、設計・建設・維

持管理・運営・事業計画と多

岐にわたり、特に設計に関し

ては建築・構造・設備等複数

担当者で検討しているため、

対話の参加可能者を１２名程

度としていただけませんでし

ょうか？ 

ご質問箇所の「③ …とし８名

以内とする。」を「③ …とし

１２名以内とする。」に変更し

ます。 

39 個別対話 20 1 12 (2) 1) ③   

個別対話の参加者について、

運営業務（任意）・民間付帯施

設（任意）の事業者候補も参

加できるようにしていただけ

ませんでしょうか？ 

ご質問箇所の③の後（うし

ろ）に「ただし、事業者提案

による運営業務（任意）に当

たる者、民間付帯施設（任

意）事業に当たる者として予

定（検討）している者の参加

も認めるものとするが、当該

者が他の入札参加者のグルー

プの協力会社となる可能性が

ある場合には、事業者提案に

よる運営業務（任意）、民間付

帯施設（任意）事業に関する

個別対話のみの参加とする。」

を追記します。 

40 
個別対話の実

施 
20 1 12 (2) 1) ③   

個別対話の参加者として、「入

札参加者及び協力会社に所属

する者」とありますが、この

時点で民間付帯施設運営事業

者は参加表明を行っていない

ものと考えます。詳細説明を

行う為に民間付帯施設運営事

業者について参加を認めて頂

けないでしょうか。 

番号３９の回答を参照してく

ださい。 

41 

改定入札説明

書等に関する

要求水準確認

書等 

20 1 12 (3)     

「改定」の定義をお教え下さ

い。個別対話で容認、協議修

正した①個別提案、②事業者

提案による運営業務提案、③

民間付帯施設事業者提案を改

めて提出するということでし

番号１６、１８の回答を参照

してください。 
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ょうか。また、改定入札説明

書等は、いつ公表される予定

でしょうか。 

42 
否決された提

案について 
20 1 12 (4)     

改定入札説明書等に関する要

求水準確認書（個別提案）等

で不可とした確認及び不採用

とした提案については、提案

書の最終形で再度提案しては

いけないという理解でよろし

いでしょうか。他の提案との

関連で再度提案した場合、減

点されるのでしょうか。 

要求水準書の規定よらない

で、要求水準の規定と同等以

上の機能、性能、品質等を満

たすとして、要求水準書の規

定に替わる提案をしようとす

る場合の「入札説明書等に関

する要求水準確認書（個別提

案）」の提出は必須とし、大学

の回答を得ていない提案、大

学の回答と異なる提案はでき

ません。 

事業者提案による運営業務

（任意）提案書、民間付帯施

設（任意）事業提案書の提出

は任意としますが、事前に大

学の採否を得ようとする場合

の「事業者提案による運営業

務（任意）提案書」、「民間付

帯施設（任意）事業提案書」

の提出は必要となり、大学の

採否で不採用とされた提案は

できません。 

第１章１２(1) 2)の①、②の

規定を参照（熟読）してくだ

さい。 

43 

入札説明書等

に関する質問

書の提出（２

回目） 

20 1 13 (1)     

２回目の質問内容は、１回目

に質問した事項の関連や改定

入札説明書等関すること、個

別対話での議論など、１回目

の質問以降に変更等を生じた

ことに限定されず、幅広く事

業に関する質問をしてもよい

のでしょうか、ご教示下さ

い。 

「入札説明書等に関する質問

書（２回目）」の質問対象範囲

は、１回目と同じく、本事業

に関するすべての事項としま

す。 

44 

入札説明書等

に関する質問

書の提出及び

質問回答書の

公 表 （ ２ 回

目） 

20 1 13 (2) 1)    

入札には直接的には参加しな

い企業（金融機関等）につい

ても、第２回の質問書の受付

を可能としてくださいません

でしょうか？ 

ご質問箇所の「1) …（ただ

し、本事業において競争参加

資格があると認められた入札

参加者（入札参加企業若しく

は入札参加グループ）に限

る。）…」を「 1) …（ただ

し、本事業において競争参加

資格があると認められた入札

参加者（入札参加企業若しく

は入札参加グループ）に限る

ものとするが、入札参加者に

該当しない者であっても将来

にわたって本事業に関係する

可能性があると判断される者
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（例えば金融機関等）につい

ては、この限りではない。）

…」に変更します。 

45 

入札参加表明

書等（運営業

務、民間付帯

施設事業） 

21 1 14 (3)     

入札参加表明書及び競争参加

申請書の提出について、運営

業務（任意）及び民間付帯施

設（任意）を申請する企業と

は、実際に入居する具体的な

テナント企業名でなく、例え

ば事業者（ＳＰＣ）から転貸

を受ける企業（貸付料、借地

料を事業者に対して支払う企

業）という理解でよろしいで

しょうか。 

番号２２の回答を参照してく

ださい。 

46 
提案書の再提

出について 
24 1 16 (3) 3)    

「提案書の変更、差し替え又

は再提出は認めない。」とあり

ますが、落札者決定基準の４

頁５項（１）に「再入札に際

して提案内容の変更を行うこ

とは許されるものとする。」と

あります。この場合、後者を

正と考えてよろしいでしょう

か。 

ご質問の「提案書の変更、差

し替え又は再提出は認めな

い。」と「提案内容の変更を行

うことは許されるものとす

る。」について、前者は初回の

入札の執行に関する規定であ

り、後者は２回目以降の入札

の執行に関する規定であり、

どちらも正しいものです。 

47 入札保証金 24 1 17 (1)     

落札者が基本協定または事業

契約を締結しないときの違約

金が規定されておりますが、

違約金が発生するのは、落札

者に明確な帰責事由があると

きのみ、と考えてよろしいで

しょうか？ 

ご質問箇所の「ただし、落札

者として決定された者が基本

協定を締結しないとき、又

は、選定事業者が事業契約を

締結しないときは、…」を

「ただし、落札者として決定

された者が自らの帰責事由に

より基本協定を締結しないと

き、又は、選定事業者が自ら

の帰責事由により事業契約を

締結しないときは、…」に変

更 し ま す 。「 基 本 協 定 書

（案）」第８条第１項の但し書

きを参照してください。 

48 入札保証金 24 1 17 (1)     

「落札者として決定されたも

のが基本協定を締結しないと

き、又は、選定事業者が事業

契約を締結しないときは、

～」とありますが、違約金が

発生する場合は、事業者の責

めに帰すべき事由がある場合

のみとしていただけないでし

ょうか。 

番号４７の回答を参照してく

ださい。 

49 

履行保証保険

の金額につい

て 

24 1 17 (2)     

「施設整備費相当（ただし、

消費税及び地方消費税相当額

を含み、金利支払額を除く。）

の１００分の３０以上につい

ご質問箇所の「…施設整備費

相当（ただし、消費税及び地

方消費税相当額を含み、金利

支払額を除く。）の１００分の
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て、大学又は選定事業者を被

保険者とする履行保証保険契

約を締結し、」とありますが、

一般的なＰＦＩ事業の履行保

証保険に比べて、施設整備費

相当額に対する割合が高いか

と存じます。履行保証保険の

保険料低減及び事業者の参加

条件の緩和の為にも、１００

分の１０程度に下げていただ

けませんでしょうか。 

３０以上について…」を「…

施設整備費相当（ただし、消

費税及び地方消費税相当額を

含み、金利支払額を除く。）の

１００分の１０以上について

…」に変更します。なお、上

記の変更箇所以外において同

様趣旨で変更する必要がある

箇所も同様とします。 

50 契約保証金 24 1 17 (2)     

施設整備期間の履行保証保険

の対象額が施設整備費相当の

「１００分の３０以上」とさ

れておりますが、他のＰＦＩ

事例と比べて高いと考えられ

ます。これにより、保険料負

担が一般的な事例と比べて数

千万円負担が大きくなる可能

性もございますので、ＶＦＭ

の最大化のためにも「１００

分の１０以上」としていただ

けませんでしょうか？ 

番号４９の回答を参照してく

ださい。 

51 契約保証金 24 1 17 (2)     

施設整備業務の履行保証金額

として、１００分の３０以上

を設定するようにとあります

が、契約に関する内閣府のガ

イドライン５－５には、施設

完工前の違約金は１００分の

１０（場合によっては１００

分の２０）が相当する額とあ

ります。金額割合に関する条

文を修正していただけないで

しょうか。 

番号４９の回答を参照してく

ださい。 

52 
入札書の開札

方法 
25 1 18 (2) 3)    

予定価格超過により２回目以

降の入札に関して、既に提出

済みの提案書の内容の見直し

（追記、削除を含む）も合わ

せて出来るとの理解でよろし

いでしょうか。 

「落札者決定基準」の５(1)の

規定（…再入札に際して提案

内容の変更を行うことは許さ

れるものとする。）を参照して

ください。ただし、大学が提

示している入札説明書等は変

更しませんので、これを満た

している必要があります。 

53 
入札書の開札

方法 
25 1 18 (2) 3)    

入札者全員が予定価格超過の

場合、１回目の最低価格を公

表するとの理解で宜しいでし

ょうか。 

入札者全員が予定価格超過の

場合にあっては、１回目の最

低価格を公表するものとしま

す。 

54 
手続きにおけ

る交渉の有無 
27 1 21      

「交渉は無とする」とありま

すが、基本協定書や事業契約

書などの書面の文中の必要な

修正には応じていただけると

「基本協定書」、「事業契約

書」の締結にあたっては、落

札者又は事業予定者と「契約

交渉」は行いませんが「契約
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の理解でよろしいでしょう

か。 

確認協議」を行うこととし、

一連の入札手続における質問

回答や提案書の反映ととも

に、文書の錯誤や文言の統一

等の軽微な事項の修正は可能

とします。「24 事業契約書の

締結」の(1)、(3)を参照して

ください。 

55 
基本協定書の

締結 
27 1 22      

「落札者は、平成２９年１月

下旬を目途に…基本協定書を

締結しなければならない。」と

ありますが、これは平成３０

年の誤植という認識でよろし

いでしょうか。 

ご質問箇所の「…平成２９年

１月下旬を目途に…」を「…

平成３０年１月下旬を目途に

…」に変更します。 

56 支払条件 28 1 25      

「大学が選定事業者に支払う

サービス購入費は、一定の条

件に基づいて改定を行うもの

とする」とありますが、「一定

の条件」とは、別紙「入札金

額等の算出方法及びサービス

購 入 費 の 支 払 方 法 等 」 ２

（３）サービス購入費の改定

（変更）方法（４４頁）に記

載の内容のことを指し示すも

のと理解してよろしいでしょ

うか？また、その場合、該当

の記載の内容は、事業契約書

別紙１８に反映されるものと

理解してよろしいでしょう

か？ 

ご質問の前段について、当該

部分の「一定の条件」とは、

「別紙 入札金額等の算出方法

及びサービス購入費の支払方

法等」の２(3)のことです。 

ご質問の後段について、「事業

契約書（案）」の別紙１８の留

意事項（入札説明書等、要求

水準書及び応募者提案に従っ

て記載）のとおりです。 

57 支払条件等 28 1 25      

引渡しの翌日が供用開始の日

とされていますが、開業の為

の準備を行う期間はないので

しょうか。 

開業のための準備を行う期間

については、「要求水準書」の

第２章６(9) 2) ②の規定（本

事業とは別途に大学が行う引

越業務、備品等調達業務は、

原則として、本施設の完成・

引渡し日（平成３３年３月３

１日）までの平成３３年１月

中旬から３月にかけて行い、

学生及び教職員等の移転は、

原則として、本施設の完成・

引渡し日（平成３３年３月３

１日）までの平成３３年３月

に行うので、…）を参照して

ください。 

58 支払条件等 28 1 25      

福利厚生施設運営業務、事業

者提案による運営業務（任

意）、民間付帯施設（任意）に

係る部分を除いて、本施設の

光熱水費は貴学が負担される

「福利厚生施設運営業務（占

有部分の維持管理業務を含

む。）」、「事業者提案による運

営業務（任意）（占有部分の維

持管理業務を含む。）」、「民間
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という認識で宜しいでしょう

か。 

付帯施設（任意）事業」に係

る光熱水費は事業者の負担と

し、その他については大学又

は入居者の負担となります。 

59 支払条件等 28 1 25      

「また、大学が選定事業者に

支払うサービス購入費は、一

定の条件に基づいて改定を行

うものとする。」とあります

が、「一定の条件」についてご

教示ください。 

番号５６の回答を参照してく

ださい。 

60 
入札金額等の

算出方法 
29 1 26 (1) 2) ④   

建設工事保険の保険金額（補

償額）は請負代金額とご指定

されていますが、請負代金額

とは、様式３８「入札金額内

訳書（施設整備費相当のうち

建設工事費用の内訳書）」の合

計金額という理解で宜しいで

しょうか？ 

建設工事保険の保険金額（補

償額）の請負代金額は、特別

目的会社と建設に当たる者と

の請負契約における工事目的

物を対象とします。 

61 

本施設事業終

了後の地位譲

渡等について 

31 2 1 (1)     

本施設事業の終了後に民間付

帯施設（任意）事業を継続す

る場合、民間付帯施設（任

意）事業に関する業務を選定

事業者から受託している企業

に対し、選定事業者の事業契

約上の地位を譲渡し、選定事

業者を解散することをお認め

いただけないでしょうか。 

基本的には、本施設事業の終

了後の民間付帯施設（任意）

事業について、事業者の事業

契約上の地位を譲渡すること

はできません。第１章８(1) 

6)の規定（…ただし、本施設

事業に係る部分の事業契約が

終了し、民間付帯施設（任

意）事業の事業契約に係る部

分が継続する場合にあって

は、継続される事業契約につ

いて、出資者による特別目的

会社の株式の譲渡、担保権等

の設定その他の処分につい

て、合理的な理由がない限

り、大学は柔軟に対応するも

のとする。）を参照してくださ

い。ただし、民間付帯施設

（任意）事業の提案内容が、

ＰＦＩ法第７０条の規定を満

たすようであれば、当該規定

を適用することについて、事

業契約の締結確認協議の段階

で大学と事業者で協議のう

え、大学が決定することがで

きるものとします。 

62 

選定事業者の

事業契約上の

地位の譲渡等 

31 2 1 (1)     

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、事業者は事

業契約上の地位及び権利義務

を担保提供することが可能と

理解していますが、ＳＰＣに

融資を行うこととなる金融機

大学は、金融機関等との「直

接協定書」に基づくものと

し、合理的な理由なしに、事

業者の事業契約上の地位及び

権利義務の譲渡、担保提供の

承諾を拒否することはありま
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関より承諾依頼が寄せられた

場合、合理的な理由なしに当

該承諾を拒否しないと考えて

よろしいでしょうか？ 

せん。 

63 

特別目的会社

の 株 式 の 譲

渡・担保提供

等 

31 2 1 (2)     

ＳＰＣの株式の譲渡若しくは

担保権の設定に関し、ＳＰＣ

に融資を行うこととなる金融

機関より承諾依頼が寄せられ

た場合、貴学は合理的な理由

なしに当該承諾を拒否しない

と考えてよろしいでしょう

か？ 

大学は、金融機関等との「直

接協定書」に基づくものと

し、合理的な理由なしに、事

業者の株式の譲渡、担保権等

の設定の承諾を拒否すること

はありません。 

64 債権の譲渡 31 2 1 (3)     

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、事業者はプ

ロジェクト関連契約上の債権

を譲渡することが可能と理解

していますが、ＳＰＣに融資

を行うこととなる金融機関よ

り承諾依頼が寄せられた場

合、合理的な理由なしに当該

承諾を拒否しないと考えてよ

ろしいでしょうか？ 

大学は、金融機関等との「直

接協定書」に基づくものと

し、合理的な理由なしに、事

業者が大学に対して有する本

施設の施設整備業務、維持管

理業務及び運営業務並びに民

間付帯施設（任意）事業の提

供に係る債権の譲渡の承諾を

拒否することはありません。 

65 

債権への質権

設定及び債権

の担保提供 

31 2 1 (4)     

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、事業者はプ

ロジェクト関連契約上の債権

への質権の設定及びこれの担

保提供をすることが可能と理

解していますが、ＳＰＣに融

資を行うこととなる金融機関

より承諾依頼が寄せられた場

合、合理的な理由なしに当該

承諾を拒否しないと考えてよ

ろしいでしょうか？ 

大学は、金融機関等との「直

接協定書」に基づくものと

し、合理的な理由なしに、事

業者が大学に対して有する本

施設の施設整備業務、維持管

理業務及び運営業務並びに民

間付帯施設（任意）事業の提

供に係る債権に対する質権の

設定及びこれの担保提供の承

諾を拒否することはありませ

ん。 

66 

財政上及び金

融上の措置に

関する事項 

32 2 3 (2)     

本事業に関する財政上及び金

融上の措置は想定していない

とのことですが、国からの交

付金などを原資として、貴学

から施設整備費の一部一括支

払いが行われる可能性はない

との理解でよろしいでしょう

か？ 

施設費相当の一部を一括して

支払うことはありません。 

67 

融資期間（融

資団）と大学

の協議 

32 2 3 (3)     

直接協定に関し、当該融資期

間と締結予定とございます

が、貴学は合理的な理由なし

に、締結を拒絶することはな

いと考えてよろしいでしょう

か？ 

大学は、金融機関等との「直

接協定書」の締結を、合理的

な理由なしに拒否することは

ありません。 

68 

財務の状況に

関するモニタ

リングについ

33 2 4 (4) 2) ⑥   

『選定事業者の財務状況の堅

実性を確認する。』と記載され

ていますが、堅実性の有無を

主として、公認会計士による

監査報告等を参考とします

が、これに限るものではあり
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て 判断する基準がありましたら

お示し下さい。 

ません。 

69 

モニタリング

の費用につい

て 

34 2 4 (4) 3)    

「大学が行うモニタリングに

係る費用は、大学の負担とす

る。」とありますが、例えば、

貴学から選定事業者に資料作

成を依頼された場合、資料作

成に掛かった人件費や事務費

は大学側に請求できると考え

てよろしいでしょうか。 

ご質問の「大学が行うモニタ

リングに係る費用」とは、モ

ニタリングに当たる大学職員

の人件費、交通費、諸経費や

会場費（大学施設内で開催す

る場合）等のことであり、モ

ニタリングを受けるために必

要となる資料の作成等につい

ては業者の負担となります。 

70 

初年度の財務

書類の提出に

ついて 

34 2 4 (4) 5)    

初年度（選定事業者を設立す

る平成３０年２月頃から平成

３０年３月末までの期間）の

財務書類については公認会計

士による監査は不要と考えて

よろしいでしょうか？ 

事業初年度（事業者を設立す

る平成３０年２月頃から平成

３０年３月末までの期間）の

財務書類については、大学と

しては、公認会計士による監

査は不要とします。 

71 
財務書類の公

開について 
34 2 4 (4) 5)    

監査報告書には構成企業宛て

の支払金額等、民間のノウハ

ウに係る情報が含まれている

ことがありますので、当該財

務書類の公開前に選定事業者

による確認をさせていただ

き、範囲を限定して公開する

こととしていただけませんで

しょうか。 

番号６７８の回答を参照して

ください。 

72 
本事業の水光

熱費 
34 2 4 (5) 1)    

実施方針に関する質問回答Ｎ

Ｏ.７９に記載のとおり本事業

に係る水光熱費は下記３点を

除いて大学の直接負担でよろ

しいでしょうか。 

①「福利厚生施設運営業務」

で使用する部分のうち選定

事業者が占有する部分 

②「その他事業者提案による

運営業務」で使用する部分

のうち選定事業者が占有す

る部分 

③「民間付帯施設事業」に係

る部分 

第１章の「２５ 支払条件等」

の規定を参照してください。

あわせて、番号５８の回答を

参照してください。 

73 土地の使用等 34 2 4 (5) 1)    

民間付帯施設を建設する際に

工事用の出入り口及び通路に

関して使用禁止門、使用禁止

時間等の制約がありましたら

ご指示ください。 

使用禁止門はありません。使

用禁止時間等の制約は、隣接

地が看護師専用駐車場である

ため、時間帯に限らず出入場

の確保が最低条件となりま

す。詳細については、大学と

協議のうえ定めるものとしま

す。 

74 土地の使用等 34 2 4 (5) 1)    
別途工事の基盤整備車路の使

用は本事業の施設整備期間に

基盤整備車路（別途整備）

は、平成３１・３２年度の整



 (１８) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

は可能との理解で宜しいでし

ょうか。使用可能に制限があ

る場合は、制限される時期、

時間についてお示しくださ

い。 

備を予定しており、本事業で

使用することはできません。 

75 土地の使用等 34 2 4 (5) 1)    

本施設計画（外観デザイン。

施工計画等）の際に関連する

別途工事の中央診療棟及びリ

ニアック棟の工事内容及び工

事期間・仮設計画（搬入路、

工事範囲等）等が不明の為、

お示しください。 

中央診療棟関係に関する【参

考資料 中央診療棟関係資料】

（追加資料）について、平成

２９年９月２１日（木）より

貸与します。「本質問回答書

（１回目）」の後（うしろ）に

掲載している「入札説明書等

に関する追記事項」を参照し

てください。 

76 土地の使用等 34 2 4 (5) 2)    

「国立大学法人千葉大学不動

産貸付要項」については事業

者に対し、いつ頃に公開され

ますでしょうか？ 

番号２の回答を参照してくだ

さい。 

77 事業の終了 34 2 5 (1) 1)    

災害等により使用が困難と判

断した場合、本施設及び民間

付帯施設を維持・継続できな

いと判断した場合は、本施設

及び民間付帯施設の維持管理

業務及び運営業務の提供を終

了させることができる。と記

載がございますが、業務費は

どのように清算されますでし

ょうか。 

ご質問のような事態には、「事

業契約書（案）」の第７６条又

は第８５条を適用することに

なると考えられますが、具体

的には、個別の事案に応じて

判断することとなります。 

78 

維持管理に当

たる者の資格

要件に関する

書類 

36        

維持管理業務実績を証する書

類（契約書及び仕様書又は図

面）を提出するにあたり、金

額など守秘義務にかかる箇所

を黒塗りし提出してもよろし

いでしょうか。 

各業務の実績を証する書類は、

「入札参加者及び協力会社の

資格等要件」のうち必要とな

る実績を証明するための項目

（※）を削除（黒塗りに）す

ることはできません。なお、

第１章１１(5) 1)の規定（大

学は、提出された競争参加資

格確認申請書を競争参加資格

確認審査以外に入札参加者に

無断で使用しない。）を参照し

てください。 

※ 例えば、維持管理業務につ

いては、「業務の完了年度」、

「建物規模(延べ面積)」、「出

資比率が２０％以上」がこれ

に該当しますが、当該書類の

確実性を担保するために、原

則として「業務の名称」、「業

務の発注者」も必要となりま

す。 

79 入札金額等の 39 別 1      入札金額の算定にあたりまし ご質問の前段について、入札
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

算出方法 て、提案金額とは税込の事業

費総額（入札説明書Ｐ４０２

（１）１）基本的な考え方の

＜サービス購入費の構成＞の

入札金額）を示していると理

解しておりますが、この場合

の消費税の取り扱いについて

ご教示ください。 

消費税の計算は、例えば維持

管理費相当分は、①各支払ご

とのサービス購入費に消費税

率８％を乗じて計算し、その

消費税総額を契約金額した場

合と、②維持管理費相当分の

事業期間合計額に消費税率

８％を乗じて計算した結果と

では誤差が生じます。本件入

札におきましては、税込総額

を８％で除して計算する算式

となっているため、②の後者

に近いと思料致します。よっ

て以下の考え方で宜しいか、

もしくは別の考え方であるか

につきご教示頂きたくお願い

します。 

・必ず入札説明書Ｐ３９の計

算式に則ること。各年度のサ

ービス購入費の総額は当該金

額と合致するよう整合をとる

こと。また、各年度のサービ

ス購入費の端数調整について

は事業者の提案に委ねるこ

と。 

金額（＝提案金額）には、消

費税及び地方消費税（以下

「消費税等」という。）は含ま

れていません。 

ご質問の後段について、原則

として、「消費税等」の取扱い

は、以下のように行うものと

します。 

①入札金額（＝提案金額）に

は、消費税等を入れない。

＜各業務の費用を算定する

段階で、各業務に消費税等

を入れない。＞ 

②落札金額（＝契約金額）

は、入札金額（＝提案金

額）から金利支払額を控除

した金額の１００分の８に

相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）と

する。＜まず、落札金額

（＝契約金額）を確定（固

定）する。＞ 

③次に、上記②の消費税等

（総額）を、各業務に割り

振る。＜このとき、必要と

なる端数調整(その1)を行

う。＞ 

④次に、上記③の消費税等

（各業務分）を、各業務の

各回の支払では１円未満の

端数金額を切り捨てて、最

終回の支払で端数調整(その

２)を行う。＜各回の支払で

切り捨てた金額を最終回の

支払に入れる。＞ 

⑤なお、金利支払額は、各回

の支払において１円未満の

端数金額を切り捨てる。 

80 
サービス購入

費の支払方法 
40 別 2 (1) 1)    

施設整備期間中の保険料、Ｓ

ＰＣ設立費、印紙代、税理

士、会計士、ＳＰＣ管理業務

等の費用は対象期間に係る相

当額につきましては、「コ そ

の他費用」として計上すると

の理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおり、「コ その他

の費用」には、アからケにか

かる費用の他に、事業者が

「事業契約書（案）」に基づき

施設整備業務を遂行するうえ

で必要となる費用を計上して

ください。 

81 
施設整備費相

当 
41 別 2 (1) 2)    

基準金利は本施設引渡し日の

２営業日前に決定するとあり

ますが、本施設の引渡し日が

ここでの「本施設引渡し日

（平成３３年３月３１日）の

２営業日前」とは、銀行営業
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

仮に平成３３年３月３１日と

した場合、基準金利決定日は

同年３月２９日と考えてよろ

しいでしょうか？ 

日に変更がない限り、平成３

３年３月２９日となります。 

82 基準金利 41 別 2 (1) 2)    

入札書等及び提案書の提出時

に使用する基準金利が平成２

９年１１月１日（水）のスワ

ップレート、とのことです

が、この基準金利を公表して

頂けませんでしょうか？ 

平成２９年１１月１日（水）

のスワップレートを公表する

予定はありません。 

83 
サービス購入

費の構成等 
41 別 2 (1) 3)    

維持管理費相当は、維持管理

費業務に要する一切の費用

（その他の費用含む）とのこ

とですが、その他の費用には

ＳＰＣの経費や利益税金を含

めてもいいとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおり、「オ その他

の費用」には、アからエにか

かる費用の他に、事業者が

「事業契約書（案）」に基づき

維持管理業務を遂行するうえ

で必要となる費用を計上して

ください。 

84 
サービス購入

費の構成等 
41 別 2 (1) 4)    

運営費相当は、運営業務に係

る一切の費用（その他の費用

含む）とのことですが、その

他の費用にはＳＰＣの経費や

利益税金を含めてもいいとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、「ウ その他

の費用」には、アからイにか

かる費用の他に、事業者が

「事業契約書（案）」に基づき

運営業務を遂行するうえで必

要となる費用を計上してくだ

さい。ただし、「福利厚生施設

運営業務」、「事業者提案によ

る運営業務（任意）」（どちら

も独立採算）を含めないこと

に留意してください。 

85 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ①   

各回の支払額について１円未

満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるという

認識でよろしいでしょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

86 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ①   

元利均等計算した各回の支払

額の合算額が、施設整備費相

当額の総額と一致しない場合

は、最終回にて調整するとい

う理解でよろしいでしょう

か。 

本事業における金利支払額

は、元金均等としています。

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

87 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ②   

消費税及び地方消費税相当額

に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨て

るという認識でよろしいでし

ょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

88 

施設整備費相

当に係る消費

税の支払い方

法 

42 別 2 (2) 1) ②   

消費税及び地方消費税率の改

正があっても変更しないもの

とするとありますが、工事区

分表別表７の※２の追加工事

扱いにて本工事とする場合等

大学の要望により内容を変更

ご質問の箇所は、「原則規定」

であり、消費税及び地方消費

税率の改正があった場合で

も、税率引上げ時における経

過措置の適用が受けられるこ

とを前提としたものです。ご



 (２１) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

する場合は時期により税率は

変更されるとの理解でよろし

いでしょうか。 

質問のような追加工事等に対

する経過措置の取扱いについ

ては、当該経過措置の規定及

び税務当局の判断によるもの

となります。 

89 

消費税及び地

方消費税の改

定について 

42 別 2 (2) 1) ②   

『原則として、消費税及び地

方消費税率の改正があっても

変更しないものとする。』と記

載されていますが、施設整備

費相当額に適用される消費税

及び地方消費税の税率は税法

や税務当局の判断に従って経

過措置等の判断がなされると

の理解でよろしいでしょう

か。 

番号８８の回答を参照してく

ださい。 

90 
消費税及び地

方消費税 
42 別 2 (2) 1) ②   

施設整備費の消費税及び地方

消費税について、法令等に従

ってご負担いただけると考え

てよろしいでしょうか？ 

番号８８の回答を参照してく

ださい。 

91 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ③   

全４８回に分けて平準化する

ことにより、各回の支払額に

１円未満の端数が生じるとき

は、その端数金額を切り捨て

るという認識でよろしいでし

ょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

92 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ③   

全４８回に分けて平準化した

各回の支払額の合算額が、維

持管理費相当額の総額と一致

しない場合は、最終回にて調

整するという理解でよろしい

でしょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

93 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ④   

消費税及び地方消費税相当額

に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨て

るという認識でよろしいでし

ょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

94 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ⑤   

全４８回に分けて平準化する

ことにより、各回の支払額に

１円未満の端数が生じるとき

は、その端数金額を切り捨て

るという認識でよろしいでし

ょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

95 
サービス購入

費の支払方法 
42 別 2 (2) 1) ⑤   

全４８回に分けて平準化した

各回の支払額の合算額が、運

営費相当額の総額と一致しな

い場合は、最終回にて調整す

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

番号７９の回答を参照してく

ださい。 

96 サービス購入 42 別 2 (2) 1) ⑥   消費税及び地方消費税相当額 番号７９の回答を参照してく
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費の支払方法 に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨て

るという認識でよろしいでし

ょうか。 

ださい。 

97 
施設整備費相

当の支払手続 
43 別 2 (2) 2) ①   

各年度の９月分を９月３０日

の翌日から、もしくは３月分

を３月３１日の翌日から速や

かに請求した場合、請求を受

けた翌月の末日までに貴学は

お支払されるとありますが、

この場合はぞれぞれ１１月３

０日、５月３１日までにお支

払されるとの理解でよろしい

でしょうか？ 

９月分を９月３０日の翌日か

ら、３月分を３月３１日の翌

日から、それぞれ速やかに請

求書を送付すれば、９月分を

１１月３０日までに、３月分

を５月３１日までに支払うこ

ととなります。 

98 

維持管理費に

係る請求書送

付の時期につ

いて 

43 別 2 (2) 2) ③   

『選定事業者は、支払額の通

知を受領後速やかに大学に対

して請求書を送付し、』と記載

されていますが、支払額の通

知はいつになりますでしょう

か？ 

原則として、業務報告書の受

領後１０日以内を目安としま

すが、事業者に是正勧告を行

った場合には、この限りでは

ありません。いずれにして

も、事業者への支払が大幅に

遅れることがなよう、大学と

事業者で十分調整するものと

します。 

99 

運営費に係る

請求書送付の

時期について 

44 別 2 (2) 2) ⑤   

『選定事業者は、支払額の通

知を受領後速やかに大学に対

して請求書を送付し、』と記載

されていますが、支払額の通

知はいつになりますでしょう

か？ 

番号９８の回答を参照してく

ださい。 

100 
賃金又は物価

変動について 
44 別 2 (3) 1)    

「大学又は選定事業者は、日

本国内における賃金水準又は

物価水準の変動により施設費

相当が不適当となったと認め

た時は、変更を請求すること

ができ、１０００分の１５を

超える額につき施設費相当の

変更に応じなければならな

い」とありますが、変更請求

する場合の算定根拠の指標が

見受けられませんのでご指示

願います。たとえば「建設物

価」（財団法人建設物価調査会

発行）の建設費指数における

「学校ｃｏｌｌｅｇｅ」の工

事原価などの理解でよろしい

でしょうか。 

物価指数等は、国又は国に準

ずる機関が作成して定期的に

公表する資料などから、大学

と事業者で協議して定めるも

のとします。 

101 
サービス購入

費の改定 
44 別 2 (3) 1) ②   

賃金及び物価変動に基づく施

設費変更において、１０００

分の１５は事業者負担とあり

ますが、同規定は削除いただ

ご質問箇所は、原案のとおり

「１０００分の１５」としま

す。 



 (２３) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

けないでしょうか。 

102 

賃金又は物価

の変動に基づ

く施設費相当

の変更に関す

る物価指数等 

44 別 2 (3) 1) ③   

「物価指数等に基づき大学と

選定事業者が協議して決め

る」とございますが、物価指

数等は具体的に何の指数を適

用予定でしょうか？入札価格

を決める際に物価変動に対す

るリスク対応分のコストを検

討する上で非常に重要となる

為、事前にご提示頂きたくお

願いいたします。 

番号１００の回答を参照して

ください。 

103 

賃金又は物価

の変動に基づ

く施設費相当

の変更に関す

る物価指数等 

44 別 2 (3) 1) ③   

物価指標については「東京・

経研標準建築費指数」を採用

して頂くことは可能ですか。 

番号１００の回答を参照して

ください。 

104 

サービス購入

費の改定（変

更）方法 

44 別 2 (3) 1) ⑥   

「予期することのできない特

別な事情により、本施設の完

成・引渡しの日までに日本国

内において急激なインフレー

ション又はデフレーションを

生じ」との表現があります

が、具体的な指標、指数につ

いては何を根拠とすれば宜し

いでしょうか。 

個別の事案に応じて、大学と

事業者で協議して定めるもの

とします。 

105 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

45 別 2 (3) 3)    

物価変動に伴う維持管理費の

改定比較月に関して、平成２

９年１２月と事業年度（平成

ｎ年度とした場合）平成ｎ年

の１月の指数を比較する記載

がありますが、比較月をそれ

ぞれ１２月または１月に揃え

ていない意図をご教示くださ

い。 

ご質問の「平成２９年１２

月」は、初回の改定において

のみ使用するものであり、入

札書等及び提案書の提出期限

日の属する月としているもの

です。 

106 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

45 別 2 (3) 3) ①   

「企業向けサービス価格指

数・建物サービス（確報）」と

されておりますが、実勢価格

との乖離が発生することもあ

りますので、乖離しているこ

とが合理的に説明できる場合

は協議により変更可能と考え

てよろしいでしょうか？ 

ご質問箇所は、原案のとおり

「企業向けサービス価格指

数・建物サービス（確報）」に

よるものとします。 

107 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

46 別 2 (3) 4) ①   

「企業向けサービス価格指

数・労働者派遣サービス（確

報）」とされておりますが、実

勢価格との乖離が発生するこ

ともありますので、乖離して

いることが合理的に説明でき

る場合は協議により変更可能

と考えてよろしいでしょう

ご質問箇所は、原案のとおり

「企業向けサービス価格指

数・労働者派遣サービス（確

報）」によるものとします。 



 (２４) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

か？ 

 

 

＜ ② 様式集に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

108 全般         

様式２６～７７には、根拠資

料等の添付は可能でしょう

か？ 

「様式集」で規定（指定）さ

れている以外の資料を提出す

ることは不可とします。 

109 企業名の表記 1 2  3     

入札参加者等を特定できる記

載は禁止されておりますが、

それ以外の企業名（金融機

関・関心表明書取得企業等）

は記載可能でしょうか？ 

＜様式２６＞から＜様式７７

＞には、入札参加企業又は入

札参加グループの構成員並び

に協力会社の企業名等が特定

できないのであれば、金融機

関等の企業名等の記載は可能

とします。 

110 

特定できる記

載の禁止につ

いて 

1 2  3     

正本についても企業名を特定

できる表示はせずに「呼称」

を使用するという理解でよろ

しいでしょうか。 

「正本」においても呼称を使

用してください。（正本も副本

も、内容は同じとなります。） 

111 

入札参加者を

特定できる記

載の禁止 

1 2  3     

業務実績の建物名称、発注者

の名称や、写真などを使用す

ることは可能でしょうか。 

直接的に、入札参加企業又は

入札参加グループの構成員並

びに協力会社の企業名等が特

定できないのであれば、業務

実績の建物名称、発注者の名

称、写真などを使用すること

は可能とします。 

112 
提出書類の体

裁 
2 2  5 (4) 1) ①  

「＜様式４＞から＜様式１４

＞に必要事項を記載のうえ、」

とありますが、正確には＜様

式６＞は不要という理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご質問箇所の「＜様式４＞か

ら＜様式１４＞」を「＜様式

４＞、＜様式５＞、＜様式７

＞から＜様式１４＞」に修正

します。 

113 
提出書類の体

裁 
2 2  5 (4) 2) ①  

「＜様式７＞、＜様式８＞、

＜様式９＞、＜様式１４＞に

必要事項を記載のうえ、」とあ

りますが、＜様式６＞も必要

ではないでしょうか。 

ご質問箇所の「＜様式７＞、

＜様式８＞、＜様式９＞、＜

様式１４＞」を「＜様式６＞

から＜様式９＞、＜様式１４

＞」に修正します。 

114 
提案書の提出

書類 
3 2  5 (8) 1)   

正本（製本１部）、副本（バイ

ンダー綴じ２０部）について

ですが、正本の製本と２穴の

バインダーではなく、のりづ

け袋とじ製本とするのことで

しょうか。 

正本は、容易に差し替えがで

きない体裁（一括ステープラ

ー綴じ等）であればよいもの

とします。 

115 
提案書の提出

書類 
3 2  5 (8) 1)   

正本（製本１部）、副本（バイ

ンダー綴じ２０部）について

ですが、副本については、表

紙、背表紙に副本の遠し番号

（１／２０～２０／２０）の

副本の表紙には、副本の遠し

番号（１／２０～２０／２

０）を記載してください。 



 (２５) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

記載を行うとの理解でよろし

いでしょうか。 

116 
提案書の提出

書類 
3 2  5 

(8) 

(9) 

1) 

1) 
  

提案書の提出書類（説明書）・

（図面等）はそれぞれバイン

ダー綴じとありますが、説明

書と図面等はバインダーを分

け、説明書はＡ４版、図面な

どはＡ３版のバインダー綴じ

とすると考えて宜しいでしょ

うか。 

「説明書」はＡ４版、「図面

等」はＡ３版とし、それぞれ

別冊としてください。 

117 

会社一覧表の

商 号 又 は 名

称、所在地 

26 2 8      

実際に業務を行う支店などの

商号又は名称、住所を記載す

ればよろしいでしょうか、そ

の場合、代表取締役からの委

任状は必要でしょうか。それ

とも本社の商号又は名称、住

所を記載する必要があるでし

ょうか。 

ご質問箇所に記載する「商号

又は名称」、「所在地」は、＜

様式９＞に記載する内容と同

一としてください。具体的に

は、番号１１８の回答を参照

してください。 

118 

委任状の商号

又は名称、所

在地、代表者

名、印 

28 2 9      

代表取締役からの委任状を提

出することで、実際に業務を

行う支店などの商号又は名

称、住所、代表者名、印を使

用することは可能でしょう

か。それとも本社の商号又は

名称、住所、代表取締役名、

印を使用する必要があるでし

ょうか。 

①ご質問箇所に記載する「商

号又は名称」、「所在地」、

「代表者名」、「印（実印）」

は、本事業における「入札

参加グループの構成員又は

協力会社」の責任者として

ください。「入札参加グルー

プの構成員」においては、

大学と締結する「基本協定

書」の契約当事者となりま

す。 

②上記①の責任者が、当該企

業の代表者の場合は問題あ

りませんが、代表者以外

（支店長等）の場合は、当

該企業の代表者から責任者

に対して本事業に関する＜

委任状（任意様式）＞を提

出してくださ。なお、この

委任状は、＜様式９＞、＜

様式２２＞、＜様式２３＞

とは別のものです。 

119 
委任事項につ

いて 
28 2 9      

委任事項に『６下記事業に関

する基本協定書及び事業契約

書の締結について』とありま

すが、基本協定書の締結は構

成員により行われるものであ

り、また、事業契約書の締結

は設立された選定事業者によ

り行われるものであることか

ら、委任事項に含まれない内

容かと存じますが、どのよう

ご質問箇所の「委任事項」

は、入札参加企業、入札参加

グループの実情に合わせて修

正してください。なお、その

場合であっても、大学との協

議等がスムーズに進捗するよ

う留意してください。＜様式

２２＞、＜様式２３＞も同様

とします。 



 (２６) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

な委任事項を想定されていま

すでしょうか？ 

120 
業務の従事証

明書 

30 

33 

35 

2 

2 

2 

10 

11 

12 

     

業務の従事証明書を所属企業

の代表が証する書類を提出す

る場合、証明書の商号又は名

称、所在地、代表者名、印

は、代表取締役からの委任状

を提出することで、実際に業

務を行う支店などの商号又は

名称、住所、代表者名、印を

使用することは可能でしょう

か。それとも本社の商号又は

名称、住所、代表取締役名、

印を使用する必要があるでし

ょうか。 

番号１１８の回答における

「責任者が代表者以外（支店

長等）」の場合は、当該責任者

が業務の従事を証明できる立

場にあるとともに、＜委任状

（任意様式）＞の「委任事

項」に含まれていれば問題あ

りません。 

121 

設計に当たる

者の資格要件

に関する書類

の記載方法 

30 2 10      

「◆１設計業務を複数の者

（複数の設計に当たる者）で

実施する場合は、企業ごとに

作成してください」との注釈

がございますが、管理技術

者、主任技術者等を出す企業

のみが、担当する技術者の部

分だけを記載して提出するれ

ば宜しいでしょうか。また、

設計業務を複数社で実施する

場合は、各企業の担当者名簿

を合算することで、本件で求

められている管理技術者等の

全ての資格要件を満たすこと

ができると解釈しますが、宜

しいでしょうか、ご教示下さ

い。 

例 

企業Ａ管理技術者、建築主任 

企業Ｂ構造主任、電気主任、

機械主任（Ａ＋Ｂで本件技術

者要件を満たす） 

「◆１ 設計業務を複数の者

（複数の設計に当たる者）で

実施する場合は、企業ごとに

作成してください。この場

合、配置する者の要件は、当

該複数の者（複数の設計に当

たる者）によって満たされれ

ばよい…。」としているとお

り、ご質問の前段について、

各企業は自らが配置する者に

ついてのみ記載すればよく、

ご質問の後段について、複数

の企業の全体で配置する者の

すべての要件を満たせばよい

ものとします。 

122 納税証明書 37 2 14      

納税証明書は原本を提出する

必要がありますか。写しでも

宜しいですか。 

写しで問題ありません。 

123 

入札説明書等

に関する要求

水準確認書 

40 2 16      

必要に応じて、文書表現を補

うため、図表やイラスト等を

採用しても宜しいでしょう

か。 

図表やイラスト等を採用して

も問題ありませんが、「確認内

容欄」に納めるとともに、必

要となる範囲での簡潔なもの

としてください。 

124 
入札金額の内

訳計算書 
63 2 24      

下部注書きに「算出根拠とな

る計算書」を提出、とされて

おりますが、計算書とは様式

３７～４０のことでしょう

か？そうでない場合は計算書

ご質問箇所の「２ 本様式とは

別（Ａ４版任意形式）に、「施

設整備費相当のうち施設費相

当」、「施設整備費相当のうち

金利支払額」、「維持管理費相



 (２７) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

の様式をご教示ください。 当」、「運営費相当」の算出根

拠となる計算書を提出してく

ださい。」を削除します。 

125 

本事業の実施

体 制 （ 担 当

者） 

72 2 31      

ｂ－②本事業の実施体制（担

当者） 

総括責任者、各業務責任者等

については、氏名を明らかに

して記載してください。とご

ざいますが、人事異動等やむ

を得ない場合には、提案書に

記載した要員の変更は認めら

れるとの認識でよろしいでし

ょうか。提案段階で想定した

要員が、業務開始時には人事

異動により配置できない可能

性がございます。 

本人の死亡、傷病又は退職

等、真にやむを得ないと大学

が認める場合は、変更できる

ものとしますが、その場合で

あっても、資格要件を満たす

ことはもとより、提案書に記

載した者と同等の人材である

必要があります。 

126 様式３１ 72 2 31      

ｂ②本事業の実施体制（担当

者）の氏名を記載するとのこ

とですが、会社内の人事制度

による配属変更、転勤あるい

は事故等による死亡、傷病に

よる休業等、その時点で責任

者の変更を余儀なくされる場

合も想定されるため、提案書

提出時点での候補者との理解

でよろしいでしょうか。 

番号１２５の回答を参照して

ください。 

127 様式３２ 73 2 32      

資金調達、収支計画の様式に

おいて、金融機関等の関心表

明書等の資料の添付が記載さ

れていますが、リスク分担や

協定書等の事業の健全性を証

明する最小限の資料の添付も

よいとの理解でよろしいでし

ょうか。 

番号１０８の回答を参照して

ください。 

128 
資金調達計画

等 
75 2 34      

金利の記載単位及び端数の取

り扱いは、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

金利（スプレッド）の記載単

位は、％表示で小数点以下３

位を想定していますが、具体

的には、事業者の判断による

ものとします。ただし、常識

的な範囲としてください。 

端数処理については、番号７

９の回答を参照してくださ

い。 

129 外部借入等 75 2 34      

ｂ外部借入等において、劣後

借入がある場合には金利や返

済方法とは別に「劣後条件を

明確に記載してください」と

ご指示があります。これは、

ＳＰＣのキャッシュフローの

充当順位や劣後借入の返済停

「劣後借入による場合も、借

入条件、劣後件を明確に記載

…」とは、ご質問にあるよう

に、充当順位や返済停止条件

など（これに限るものではな

い。）、入札参加者の判断によ

り簡潔に記載してください。 



 (２８) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

止条件などを簡潔に記載する

ということでしょうか。ご教

示をお願いします。 

130 様式３４ 75 2 34      

資金調達の計画等の様式にお

いて、民間付帯事業（任意）

に係る資金調達分も含めて記

載するとの理解でよろしいで

しょうか。 

＜様式２４＞、＜様式３４＞

から＜様式４０＞には、福利

厚生施設運営業務、事業者提

案による運営業務（任意）、民

間付帯施設（任意）事業（い

ずれも独立採算部分）に関す

る費用等は計上しないでくだ

さい。 

131 様式３４ 75 2 34      

ｃ大学が割賦で支払うのに必

要な金利支払額の利率の標記

は小数点以下３位までの記載

でよろしいでしょうか。 

番号１２８の回答を参照して

ください。 

132 

長期事業収支

計画表（損益

計算書） 

76 2 35      

千円未満の端数の取り扱いに

ついては、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

＜様式３５＞、＜様式３６＞

はシミュレーションですの

で、千円未満を四捨五入や切

捨て、切上げ処理をすること

なく、ＥＸＣＥＬベースでの

成行でよいものと考えていま

すが、具体的には、入札参加

者の判断によるものとしま

す。なお、縦・横計算が完全

に合致しなくてもよいものと

します。 

ただし、＜様式３７＞から＜

様式４０＞については、入札

金額と円単位まで合致する必

要があります。 

133 

長期事業収支

計画表（損益

計算書） 

76 2 35      

本様式の横使い又は縦使いに

ついては、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

＜様式３５＞、＜様式３６＞

は、Ａ３版横使いとしてくだ

さい。 

134 様式３５ 76 2 35      

長期事業収支計画書（損益計

算書）において、Ｈ４６年度

の欄がありますが、事業はＨ

４５年度末で終了し、また、

損益計算書は発生ベースでの

記載となりますので、Ｈ４６

年度の欄は「０」で記入する

ことでよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりですが、＜様

式３５＞での「Ｈ４６年度

欄」の取扱いは、事業者の判

断によるものとします。 

135 

長期事業収支

計画表（資金

収 支 計 算 書

等） 

77 2 36      

千円未満の端数の取り扱いに

ついては、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

番号１３２の回答を参照して

ください。 

136 

長期事業収支

計画表（資金

収 支 計 算 書

77 2 36      

指標の記載単位及び端数の取

り扱いは、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

番号１３２の回答を参照して

ください。 



 (２９) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

等） か。 

137 

長期事業収支

計画表（資金

収 支 計 算 書

等） 

77 2 36      

本様式の横使い又は縦使いに

ついては、事業者の任意とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

番号１３３の回答を参照して

ください。 

138 ＬＬＣＲ 77 2 36      

ＬＬＣが各年度に数値が入る

ような様式になっていると思

われますが、ＬＬＣＲは事業

期間全体で一つの値になると

思われますので、合計の列に

記載すればよろしいでしょう

か？ 

「ＬＬＣＲ」は、「合計欄」に

記載してください。 

139 様式３６ 77 2 36      

長期事業収支計算書（資金調

達計算書）において、Ｈ４６

年度の欄がありますが、原形

ベースで記載することによ

り、半期の期ずれを考慮し半

期分の金額を記載するとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりですが、＜様

式３６＞での「Ｈ４６年度

欄」の取扱いは、事業者の判

断によるものとします。 

140 

事業計画に関

する提案書の

作成にあたっ

ての注意事項 

82 2       

様式３５及び様式３６につい

てはＥｘｃｅｌにて作成する

とのことですが、お金に関す

る様式３４、様式３７～様式

４０についてもＷｏｒｄの様

式の体裁にあわせてＥｘｃｅ

ｌで作成し、それぞれ計算式

のリンクを張った形でもよろ

しいでしょうか。 

提案書のうち、＜様式３５

＞、＜様式３６＞について

は、ＥＸＣＥＬデータとＰＤ

Ｆデータの提出を求めていま

すが、他の書式については、

ＰＤＦデータの提出を求めて

おり、ＷＯＲＤ・ＥＸＣＥＬ

等の作成ソフトが問いませ

ん。なお、ＰＤＦデータは、

テキストのコピー・アンド・

ペーストが可能なモードと

し、ＥＸＣＥＬデータは、計

算式（金利計算等）を含むも

のとしてください。 

141 

事業計画に関

する提案書の

作成にあたっ

ての注意事項 

82 2       

様式３５及び様式３６には独

立採算の対象の費用は含めな

いとのことですが、この独立

採算とは、要求水準書６７頁

の６事業者提案による運営業

務（任意）及び事業契約書２

２頁の（独立採算業務）（１）

福利厚生施設運営業務、（２）

事業者提案による運営事業の

こととの理解でよろしいでし

ょうか。 

番号１３０の回答を参照して

ください。 

142 

事業計画に関

する提案書の

作成にあたっ

ての注意事項 

82 2       

様式３５及び様式３６には独

立採算の対象の費用は含めな

いとのことですが、要求水準

書６８頁の民間付帯施設（任

意）事業については含めて記

載するとの理解でよろしいで

番号１３０の回答を参照して

ください。 



 (３０) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

しょうか。 

143 外部借入等 82 2       

Ｐ.８２の注意事項に、「備考

欄には、担保設定に関する条

件や調達した資金の使途など

を記載」するとご指示があり

ます。提案書のページ数の制

約がありますので「契約の地

位譲渡予約権、株式・預金口

座・保険金請求権に対する根

質権」などと簡潔に記載する

ことでよろしいでしょうか。 

「備考欄には、担保設定に関

する条件や調達した資金の使

途などを記載…」とは、ご質

問にあるように、地位譲渡予

約権、各種債権に対する根質

権など（これに限るものでは

ない。）、入札参加者の判断に

より簡潔に記載してくださ

い。 

144 
施設計画の概

要等 
86 2 42      

外構等の概要の欄は、どの様

な内容を記載すれば宜しいで

しょうか。（例、車寄せ：表面

仕上げ、面積。連絡通路：屋

根の構造や仕上げ。舗装、緑

地、植栽：舗装種別ごとの面

積、緑地面積と主要な植栽種

別） 

詳細な仕上げについては、＜

様式７１＞に記載するものと

し、＜様式４２＞には、それ

ぞれの基本的な項目（例え

ば、主たる仕上げ、面積、長

さ、幅、高さ、台数、構造、

工法、特徴など（これに限る

ものではない。）、入札参加者

の判断により簡潔に記載して

ください。 

145 個別提案 87 2 43      

Ａ４版１枚に記載とあります

が、個別提案を複数採用され

た場合も、Ａ４版１枚に記載

する必要がありますか。 

＜様式４３＞はＡ４版１枚と

します。＜様式４３＞には、

「個別提案」の個々の詳細を

記載するのではなく、例え

ば、実際に採用した「個別提

案」の一覧、全体を通しての

特徴、重点項目など（これに

限るものではない。）を記載し

てください。当該記載に基づ

き、優れた個別提案を行った

ことのみを評価します。「落札

者決定基準」の「加点項目」、

「審査基準」の該当個所を参

照してください。 

146 
様式５１につ

いて 
95 2 51      

落札者決定基準の１２頁、５

（３）２）②ウ「施工計画に

おける周辺環境、環境負荷へ

の配慮」について様式５１に

記載するようございますが、

様式５１において記載となっ

ておりません。様式集と落札

者決定基準に不整合があるよ

うに思われ、対応についてご

指示ください。 

＜様式５１の２＞を追加しま

す。なお、上記の変更箇所以

外において同様趣旨で変更す

る必要がある箇所も同様とし

ます。＜様式５１の２＞（追

加資料）について、平成２９

年９月２１日（木）より貸与

します。「本質問回答書（１回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

147 
様式５１につ

いて 
95 2 51      

ｂ関連（隣接）工事等との工

程管理等に関する提案を行い

にあたり、前提条件として別

番号７５の回答を参照してく

ださい。 



 (３１) 

番号 質問項目 頁 章 様式 1 (1) 1) ① ｱ 質問 回答 

途発注の中央診療棟、リニア

ック棟、基盤整備等（車路）

の工期、仮設計画をご提示願

います。 

148 

関連（隣接）

工事等との工

程管理 

95 2 51      

大学が別途発注する工事等と

の調整が求められております

が、どのような工事等がある

のか、その工程がどのような

ものであるのか、について今

後公表されると考えてよろし

いでしょうか？ 

番号５７、７５の回答を参照

してください。 

149 透視図 110 2 65      

透視図はＡ３版（横使い）６

枚とあり、低層内観Ａ３版２

枚、基準階内観Ａ３版２枚と

指定され、外観２枚内観４枚

と受け取れます。一方で、様

式６５－１鳥瞰、様式６５－

２、様式６５－３それぞれ外

観アイレベル、様式６５－

４、５低層階内観、様式６５

－６基準階内観と指定され、

外観３枚、内観３枚とも受け

取れます。どちらを正と考え

れば宜しいでしょうか。 

「＜様式６５-６＞ …Ａ３版

２枚に適宜…」を「＜様式６

５-６＞ …Ａ３版１枚に適宜

…」に修正します。 

150 全体配置図 111 2 66      

図面の表現方法について、モ

ノクロｏｒカラーの指定をお

願いします。 

入札参加者の判断によるもの

つぃます。 

151 配置図 112 2 67      

図面の表現方法について、モ

ノクロｏｒカラーの指定をお

願いします。 

入札参加者の判断によるもの

つぃます。 

152 平面図 113 2 68      

図面の表現方法について、モ

ノクロｏｒカラーの指定をお

願いします。 

入札参加者の判断によるもの

つぃます。 

153 立面図 114 2 69      

図面の表現方法について、モ

ノクロｏｒカラーの指定をお

願いします。 

入札参加者の判断によるもの

つぃます。 

154 断面図 115 2 70      

図面の表現方法について、モ

ノクロｏｒカラーの指定をお

願いします。 

入札参加者の判断によるもの

つぃます。 

 

 

＜③要求水準書／本文に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

155 
電波障害対策

業務について 
2 1 2 (1) 6)    

「電波障害調査・対策業務及

びこれらを実施する上で必要

となる関連業務」とあります

が、電波障害対策は事業終了

「電波障害調査・対策業務及

びこれらを実施する上で必要

となる関連業」は、事業者の

業務範囲となります。なお、



 (３２) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

後も継続して実施する必要が

あります。つきましては、事

業者の業務範囲は電波障害調

査までに修正いただけないで

しょうか。 

本施設事業の事業期間を超え

て、本施設事業の維持管理業

務が継続することはありませ

ん。 

156 

遵守する法令

等及び適用す

る基準等 

4 1 3 (2) 1) ③   

想定する積載荷重について

は、建築構造設計指針（文科

省大臣官房文教施設企画部平

成２１年版）の表４.２の積載

荷重表によることで宜しいで

しょうか。今回の室の呼び名

で該当するものがない場合は

類似の呼び名（例実習室の場

合は演習室と考える）の積載

荷重を採用するということで

宜しいでしょうか。 

ご質問の前段について、積載

荷重（床荷重）は、「建築構造

設計指針」（文科省大臣官房文

教施設企画部平成２１年版）

の表４.２によるものとしま

す。【別表１ 各室（エリア）

の要求水準 凡例】の(a)６を

参照してください。 

ご質問の後段について、原則

として、室名の呼び名で該当

するものがない場合は類似の

呼び名の積載荷重（床荷重）

を採用することでよいものと

しますが、判断が難しい場合

にあっては、大学と協議のう

え決定するものとします。 

157 
参考図を提示

する趣旨 
6 1 4      

参考図は貴大学により「検討

を重ねた上で作成されたも

の」と記載がございますが、

事業者提案においては、特に

５階から１１階の諸室配置な

どのゾーニングエリアの考え

方を理解した上で、参考図を

ベースにしながら、独自提案

も盛り込んだ設計プランは提

案可能という理解でよろしい

でしょうか。 

第１章４に記載（…なお、当

然のことながら、【参考図】以

外の可能性を排除するもので

はない。特に、共用部分の平

面計画について、入札参加者

の提案を期待している。…）

のとおりです。 

158 
事業場所（敷

地）条件 
7 2 2 (1) 1) ②   

民間付帯施設に係る土地は、

大学が事業者に有償で貸し付

けることとなり、一般的に

は、建築基準法上は別敷地と

なり、この敷地単独で法を満

たすこと（例えば接道義務な

ど）が必要になると考えられ

ますが、対応方針をご教示下

さい。 

「民間付帯施設（任意）」は、

大学の基盤施設のひとつ（福

利厚生施設）であり、千葉大

学（亥鼻キャンパス）一団地

（建築基準法第８６条）を構

成する施設として位置付ける

ことになります。 

159 

メカニカルシ

ャフトなどの

面 積 増 に よ

る、容積率に

ついて 

7 2 2 (1) 2)    

参考図の吹抜に設けている設

備点検歩廊、メカニカルシャ

フトにつきまして、参考面積

には算入されていないように

見受けられます。本施設開始

後の行政協議にて、該当部分

が床面積に算入される事とな

り、本施設の延べ面積が要求

水準書に提示されている以上

ご質問のとおり「参考図」に

おいては、「設備点検歩廊」が

延べ面積に算入されないこと

として作成（検討）していま

す。したがって、入札参加者

の提案に当たっても、延べ面

積に算入されないように作成

（検討）してください。な

お、実施設計段階での特定行



 (３３) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

の面積となった場合でも、亥

鼻キャンパス全体での容積率

を超えてしまうことは無いと

考えてよろしいでしょうか。 

政庁との協議等で延べ面積に

算入されることがあったとし

ても、千葉大学（亥鼻キャン

パス）一団地として容積率が

超えてしまうことはありませ

ん。 

160 
事業場所（敷

地）条件 
7 2 2 (1) 2)    

本施設の事業場所面積は資料

２に記載の範囲の境界内面積

と考えてよろしいでしょう

か。 

ご質問の「本施設の事業場所

面積」は、【資料２ 事業場所

位置図（本施設）】における赤

線（ハッチ）部分の概数で

す。 

161 最大使用電力 8 2 2 (3) 2)    

「本施設の最大使用電力は年

間を通じて２,０００ｋＶＡ以

内として計画すること」とあ

りますが、今後の検証により

必要に応じて２,０００ｋＶＡ

を超過することは可能でしょ

うか。 

本施設の最大使用電力は年間

を通じて２,０００ｋＶＡ以内

で計画してください。 

162 最大使用電力 8 2 2 (3) 2)    

「本施設の最大使用電力は年

間を通じて２,０００ｋＶＡ以

内として計画すること」とあ

りますが、２,０００ｋＶＡを

超えた際にデマンド制御を行

うことと考えてよろしいです

か。 

「デマンド制御については、

亥鼻キャンパス全体の電力使

用量が契約電力を超過するお

それがある場合に亥鼻キャン

パス全体に使用電力の抑制を

依頼するという形式で実施し

ます。本施設単独でのデマン

ド制御は想定していません。 

163 
最大使用電力

抑制制御 
8 2 2 (3) 2)    

「最大使用電力を年間通じて

２,０００ｋＶＡ以内として計

画すること」とありますが、

デマンド制御のような手法を

用いて計画してよろしいでし

ょうか。 

番号１６２の回答を参照して

ください。 

164 
既設中央監視

設備 
8 2 2 (3) 2)    

既設中央監視設備の表示名称

変更は本工事でしょうか、別

途工事でしょうか。 

既設中央監視設備の表示名称

の変更は、事業者の業務範囲

です。 

165 給水（井水） 8 2 2 (3) 4) ②   

本施設に引き込まれる井水は

滅菌消毒した状況で供給し、

本施設側での滅菌消毒は不要

と考えてよろしいでしょうか 

井水は滅菌消毒された状態

（井水受水槽ポンプ室での遊

離残留塩素濃度０.５ppm）で

本施設に引き込まれます。「要

求水準書」第２章４(5) 4)⑦

のイの規定のとおり実験用水

としての要求を満たすものと

してください。 

166 

周辺のインフ

ラ整備状況給

水 

8 2 2 (3) 4) ②   

井水利用について飲料水とし

て使用せず、実験・研究用に

使用すると考えていいです

か。 

原則として、井水は実験・研

究用等として使用するものと

し、県水（飲料水）は飲料用

等として使用するものとしま

す。【別表１ 各室（エリア）

の要求水準】の「給水欄」を
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

参照してください。 

167 モニター業務 8 2 2 (3) 5)    

実験排水処理におけるモニタ

ー・確認処理作業等は事業者

業務でしょうか。 

通常時は、実験排水を常時流

下させており、事業者の業務

範囲としてｐＨ異常値の検知

（機器の設置を含む。）ととも

に、ｐＨ異常値が検知された

場合の緊急遮断（機器の設置

を含む。）、事前に定める連絡

先への連絡（機器の設置を含

む。）を行うものとします。な

お、機器の校正及び部品交換

は事業者の業務範囲外とし、

消耗品(標準液、電極）は、大

学より支給するものとしま

す。 

168 

周辺のインフ

ラ整備状況排

水 

8 2 2 (3) 5) ②   

実験排水はｐＨモニター管理

と記載されていますが、ＲＩ

系排水、感染系排水（Ｂ１Ｒ

Ｉ・解剖室用排水処理室）に

ついては、どの様な処理、測

定管理を行う必要があるので

しょうか 

ＲＩ系排水は、事業者の業務

範囲として減衰法と希釈法を

併用することにより、法律で

定める濃度限界以下にして放

流するものとします。 

感染系排水は、事業者の業務

範囲として【別表６ 低層階特

殊諸室の留意事項等】②イの

「ｎ 排水滅菌装置系統｝によ

り、安全を確認して放流する

ものとします。 

169 

周辺のインフ

ラ整備状況雨

水排水 

9 2 2 (3) 5) ③   

排水のうち雨水排水について

建物内に再利用を行いとある

が、雑用水としてトイレや潅

水で使用すると考えてよろし

いでしょうか。 

ご質問箇所の「排水のうち雨

水排水については、建物内に

て再利用を行い…」を「雨水

については、「雨水の利用の推

進に関する法律」（平成２６年

法律第１７号）を遵守し、「雨

水利用・排水再利用設備計画

基準（国土交通省大臣官房官

庁営繕部設備・環境課）平成

２８年版」に基づき、雨水利

用設備を設置すること。な

お、雨水利用水は本施設内に

て利用することとし、…」に

変更します。なお、大学とし

ては、「植栽散水等」を想定し

ていますが、具体的には、入

札参加者の提案によるものと

します。第２章４(5) 4) ⑧、

⑬を参照してください。 

170 
雨水排水の再

利用 
9 2 2 (3) 5) ③   

「排水のうち雨水排水につい

ては、建物内にて再利用を行

い」とありますが、具体的に

どのようなことを考えている

のでしょうか、ご教示下さ

番号１６９の回答を参照して

ください。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

い。 

171 情報通信回線 9 2 2 (3) 6)    

既設設備の切替えは停止を伴

うものが想定されますが、停

電可能なタイミング（長期連

休等）があれば教えてくださ

い。 

情報通信回線の切り回し、切

替えなどに伴う使用停止につ

いては、原則として、大学の

休日としてください。なお、

連続しての使用停止について

も、大学の休日（カレンダー

どおり）としてください。た

だし、使用停止をする場合

は、事前に大学と協議をする

とともに、遅くとも使用停止

の１か月前までに、大学（学

内）へ通知してください。 

172 
既存電話交換

棟ＭＤＦ盤 
9 2 2 (3) 6) ①   

「既存電話交換棟ＭＤＦ盤に

追加端子６００回線を追加」

とありますが、既存ＭＤＦ盤

に６００回線が納まることと

考えてよろしいでしょうか。 

既設電話交換棟ＭＤＦ盤の増

設は大学で行うものとし、事

業者の業務範囲として追加端

子６００回線の追加以降を実

施するものとします。 

173 
サーバー用ラ

ック 
9 2 2 (3) 6) ③   

「既存医学部本館４階基幹ス

イッチ移設のためのサーバー

用ラック」の仕様について、

ご指示ください。 

既存医学部本館４階基幹スイ

ッチ移設のためのサーバー用

ラック（電源共）の仕様は、

Ｗ７００×Ｄ８００×Ｈ２０

００程度とし、正面の扉はパ

ンチングメタル等の通風が確

保できるものとしてくださ

い。 

174 情報通信回線 9 2 2 (3) 6) 
④

⑤ 
  

防災回線、監視回線について

本施設から既設の門衛所に警

報盤を取付け、接続するとあ

りますが、「既設の門衛所」と

はキャンパス全体配置図に示

されている「表門門衛所」を

指すのでしょうか。 

ご質問の「既設の門衛所」と

「表門門衛所」は、同一のも

のです。 

175 情報通信回線 9 2 2 (3) 6) 
④

⑤ 
  

防災回線、監視回線について

本施設から既設の門衛所に警

報盤を取付け、接続するとあ

りますが、既設門衛所への警

報盤の取付及び当該警報盤の

維持管理も本事業の範囲内で

しょうか。 

ご質問の「防災回線」、「監視

回線」は、本施設から既設の

門衛所までの配管・配線、警

報盤の設置及び配管・配線の

維持管理業務は、事業者の業

務範囲です。なお、警報盤の

維持管理業務は大学が行うも

のとします。 

ちなみに、第２章４(5) 3) ⑮ 

ウの「医学部本館守衛室にあ

る火災報知設備等の監視機能

を門衛所へ移設…」は、各施

設から既設の門衛所までの配

管・配線及び警報盤の設置

は、事業者の業務範囲です。

なお、配管・配線及び警報盤

の維持管理業務は大学が行う
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

ものとします。 

176 
本施設の概要

における階数 
10 2 3 (1) 2)    

階数が入札参加者の提案によ

るとなっており、「特定事業の

選定について」１頁１（１）

２）①イａ構造階数の「階数

は地上１１階建とする」と異

なりますが、階数は１１階建

てでなくても良いという認識

で宜しいでしょうか。 

番号１３の回答を参照してく

ださい。 

177 
延べ面積につ

いて 
10 2 3 (1) 3)    

本施設の延べ面積の範囲に

は、渡り廊下も含まれるので

しょうか。また、参考図の場

合の医学系総合研究棟・中央

診療棟との渡り廊下の長さを

ご教示いただけますでしょう

か。 

ご質問の前段について、「渡り

廊下」のすべての部分を延べ

面積に算入するものとしま

す。 

ご質問の後段について、番号

７５の回答を参照してくださ

い。 

178 

メカニカルシ

ャフトなどの

面積について 

10 2 3 (2) 1)    

参考図の吹抜に設けている設

備点検歩廊、メカニカルシャ

フトにつきまして、参考面積

には算入されていないように

見受けられます。 

本施設開始後の行政協議に

て、該当部分が床面積に算入

される事となった場合の延べ

面積は、要求水準書に提示さ

れている延べ面積とは分けて

考えてよろしいでしょうか。 

番号１５９の回答を参照して

ください。なお、実施設計段

階での特定行政庁との協議等

で延べ面積に算入されること

があったとしても、当該部分

の面積は、「要求水準書」に提

示されている延べ面積（４０,

１３０㎡に対して４０,１３０

㎡以上からプラス２％以下ま

での範囲内）とは区別して考

えるものとします。 

179 
参考面積につ

いて 
11 2 3 (2) 1)    

本施設の主要な機能及び構成

等に記載の各階参考面積につ

いて、５階の面積が他の基準

階の面積より大きく、渡り廊

下の面積分と考えられます

が、参考図中、どの範囲で算

定した面積でしょうか。 

番号１７７の回答を参照して

ください。 

180 
参考面積につ

いて 
12 2 3 (2) 1)    

本施設の主要な機能及び構成

等に記載の各階参考面積につ

いて、主要諸室面積、共用部

分面積の各階を合計しても記

載の合計面積となりません。

主要諸室面積の合計は２９５

８４㎡、共用部分の面積の合

計は１１１１６㎡とみなして

よろしいでしょうか。 

【参考図】での「主要諸室面

積（参考面積）」の合計は２

９,５８４㎡に、「共用部分面

積（参考面積）」の合計は１

１,１１６㎡に、「各階面積

（参考面積）」の合計は４０,

７００㎡に、それぞれ修正し

ます。 

181 外観デザイン 13 2 4 (1) 3) ①   

外観デザインの検討にあた

り、中央診療棟と調和を取る

必要があると考えます。つき

ましては、中央診療棟の外観

パース及び図面を開示いただ

けませんでしょうか？ 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

182 

諸施設との景

観形成や周辺

環境との調和 

13 2 4 (1) 3) ①   

医学部付属病院との景観形

成、環境調和を検討するため

に、医学部付属病院の平面

図、立面図、断面図をご提示

ください。（特に今後工事が予

定されている中央診療棟、リ

ニアック棟） 

既設の医学部附属病院につい

ては、現地で確認してくださ

い。中央診療棟、リニアック

棟については、番号７５の回

答を参照してください。 

183 設計要求水準 14 2 4 (1) 3) ④   

図面記載のあるメカニカルシ

ャフトから研究室等への音の

問題について、貴学として規

定等があればご提示願えませ

んでしょうか。 

通常の（一般的な）研究室、

実験室等として特段問題がな

い遮音性が確保されていれば

よいものとし、具体的には、

入札参加者の提案によるもの

とします。 

184 

インフォーマ

ルな集いや談

話ができる場

について 

14 2 4 (1) 5) ① ｱ  

記載のインフォーマルな集い

や談話ができる場とは、別表

１などで記載されている必要

諸室の内、ラウンジやセミナ

ー室が該当すると考えてよろ

しいでしょうか。 

ここでの「インフォーマルな

集いや談話ができる場」と

は、コーナー、アルコーブ等

のことです。なお、ラウンジ

やセミナー室については、第

２章４(3) 3)＜基準階諸室等

＞③、④を参照してくださ

い。 

185 

インフォーマ

ルな集いや談

話ができる場 

14 2 4 (1) 5) ① ｱ  

「インフォーマルな集いや談

話ができる場」という中に、

各階の「ラウンジ」は含まれ

ているのでしょうか、ご教示

下さい。 

番号１８４の回答を参照して

ください。 

186 設計要求水準 14 2 4 (1) 5) ②   

居室部分における廊下や隣室

からの防音性（遮音性）に関

しては、特殊な要求性能は無

く通常の教室や研究室のそれ

に見合った性能で良いとの解

釈で宜しいでしょうか。遮音

性能等について最低限の数値

目標があるようであれば御教

授願います。 

通常の（一般的な）研究室、

実験室等として特段問題がな

い遮音性が確保されていれば

よいものとし、具体的には、

入札参加者の提案によるもの

とします。ただし、「７階２認

知行動生理学」のＸ１-２，Ｙ

２-４間の各諸室、「５階４精

神医学」のＸ１-４，Ｙ５-７

間の各諸室、「５階５９社会精

神保健教育研究センター」の

Ｘ１-２，Ｙ２-４間の各諸室

については、遮音性（Ｄ４５

程度）を確保してください。 

187 
医学部付属病

院との行き来 
14 2 4 (1) 5) ② ｱ  

渡り廊下、屋根付き連絡通路

の接続先の様子が分かる、平

面図、配置図をご提示くださ

い。 

渡り廊下については、番号７

５の回答を参照してくださ

い。 

連絡通路については、接続先

となる基盤整備車路（別途整

備）の詳細が未定のため、【参

考図】、【資料４ 事業場所周辺

現況測量図（平面、高低、工

作物）】等により判断してくだ

さい。双方の調整（すり合わ
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

せ）は、基盤整備車路（別途

整備）の設計と並行して行う

ものとします。 

188 

安全・安心で

快適な施設計

画 

15 2 4 (1) 7) ①   

施設の２４時間稼働及び不特

定の利用者に配慮し、安心・

安全で快適な施設となる防災

計画、防犯計画、セキュリテ

ィー計画とすることとある

が、２４時間常時監視できる

システムならびに機械警備シ

ステムを設置し管理運営して

いくと考えてよろしいでしょ

うか。 

大学としては、「安全・安心で

快適な施設となる防災計画、

防犯計画、セキュリティ計

画」として、業務従事者によ

るめくばり、監視カメラシス

テム、ＩＣカード錠システ

ム、機械警備システム（ＩＣ

カード錠システムも仕様によ

っては機械警備の一部とみな

す。以下同様）、各種警報・通

報・呼出システム等を想定し

ていますが、具体的には、入

札参加者の提案によるものと

します。なお、本事業におけ

る機械警備とは、必ずしも警

備会社の管理センター等に通

報することなく、本施設の防

災センター（中央監視室）に

通報を集中させることでもよ

いものとし、具体的には、入

札参加者の提案によるものと

します。 

なお、第３章６(3)の「6) 以

下の業務について、防災セン

ターの管理要員等で対応する

こと。」を「6) 以下の業務等

について、防災センターの管

理要員等（配置する従事者を

管理要員、監視要員、警備要

員のいずれにするかは事業者

の提案による。）で平日の昼間

はもとより、休日・夜間（２

４時間・３６５日）も対応す

ること。」に変更します。 

189 
危険物につい

て 
15 2 4 (1) 7) ②   

危険物については、法的規制

のかからない範囲での分散配

置をするとありますが、【参考

図】はこの要件が満たされて

いるものと考えてよろしいで

しょうか。 

【参考図】は、原則として、

少量危険物の取扱い・貯蔵に

関する法的規制の適用を受け

ないもの（分散配置）として

います。 

190 
危険物の取扱

い・貯蔵 
15 2 4 (1) 7) ②   

危険物については分散配置す

ることで、「少量危険物の取扱

い・貯蔵」にも該当しないと

の理解で宜しいでしょうか。 

番号１８９の回答を参照して

ください。 

191 
危険物（高圧

ガス） 
15 2 4 (1) 7) ②   

危険物（高圧ガス含む）につ

いては、原則として、集中貯

蔵は行わないで、法的規制の

番号１８９の回答を参照して

ください。 
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かからない範囲での分散配置

とする。とありますが、各実

験室における消防法危険物の

貯蔵又は取り扱いにおいて、

品目の総数量において少量危

険物の指定数量１／５未満の

貯蔵又は取り扱いの解釈でよ

ろしいでしょうか。 

192 建物基本計画 15 2 4 (3) 1) ①   

低層階（１階から４階）の管

理諸室については、低層階に

おいて入替等を行う提案も可

能とするとありますが、具体

的な部屋名をご教示くださ

い。 

ご質問の規定は、研究室・実

験室等が主体の基準階とは異

なり、低層階には多くの管理

諸室が配置されていることか

ら、各階に配置する室の入れ

替え等も十分に可能だとの判

断からであり、具体的には、

入札参加者の提案によるもの

とします。 

193 
本施設の基本

プランの要件 
15 2 4 (3) 1) ①   

各階に配置する室は、原則と

して【別表１】【参考図】と同

じとすることとありますが、

コンセプトの実現を重視し、

【参考図】の平面プランの骨

格（インナーシャフト型等）

を変更することは可能です

か。 

番号１５７の回答を参照して

ください。 

194 
本施設の基本

プランの要件 
15 2 4 (3) 1) ①   

各階に配置する室は、原則と

して【別表１】【参考図】と同

じとすることとありますが、

面積増減のルールを順守して

いれば、諸室配置の変更提案

は可能ですか。 

番号１５７、１９２、１９３

の質問と回答を参照してくだ

さい。 

195 建物基本計画 16 2 4 (3) 1) ⑬   

本施設と中央診療棟を渡り廊

下で接続することになってお

りますが、施工計画を検討す

るため、中央診療棟の接続部

分の図面を開示いただけませ

んでしょうか？ 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

196 設計要求水準 16 2 4 (3) 1) ⑬   

免震エキスパンションの検討

の為、接続する中央診療棟５

階部分の変形量があればご提

示ください。また、接続部分

の図面等（接続位置、構造形

式等）の提示をお願いいたし

ます。尚、その場合中央診療

棟に荷重を負担させることは

可能か御教授願います。 

ご質問の前段について、「中央

診療棟」と「にし棟」との間

に同様の渡り廊下の計画があ

りますので、当該部分の資料

を参考にしてください。当該

部分の資料は、番号７５の回

答を参照してください。 

ご質問の中段について、番号

７５の回答を参照してくださ

い。 

ご質問の後段について、中央

診療棟に渡り廊下の加重を負

担させることはできません。 



 (４０) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

197 建物基本計画 16 2 4 (3) 1) ⑬   

基準階５階で中央診療棟２階

と接続できる渡り廊下に設置

する常時閉鎖式防火扉は常時

開放式防火扉と考えてよろし

いでしょうか。 

ご質問箇所の記載は、「随時閉

鎖式防火扉」であり、「常時開

放式防火扉」と同義です。 

198 
５階渡り廊下

ＥＸＰ.Ｊ取合 
16 2 4 (3) 1) ⑬   

基準階５階で中央診療棟２階

と接続できる渡り廊下及びエ

キスパンション工事も本事業

に含むとありますが、エキス

パンションに伴う中央診療棟

側の構造補強は中央診療棟側

の工事区分で宜しいでしょう

か。 

中央診療棟に渡り廊下の加重

を負担させることはできない

ものとし、したがって、中央

診療棟の構造補強の予定はあ

りません。なお、事業者の業

務範囲である免震エキスパン

ション工事には、免震エキス

パンションを中央診療棟に取

り付けるためのアンカー金物

等も含まれます。 

199 

中央診療棟２

階との渡り廊

下（５階） 

16 2 4 (3) 1) ⑬   

渡り廊下の長さはどの程度で

しょうか。また、この渡り廊

下の下にある「基盤整備車路

下部構内道路」との平面的、

立体的な関係がわかる資料を

ご提示下さい。 

ご質問の前段について、番号

７５の回答を参照してくださ

い。 

ご質問の後段について、基盤

整備車路（別途整備）の詳細

が未定のため、【参考図】、【資

料４ 事業場所周辺現況測量図

（平面、高低、工作物）】等に

より判断してください。双方

（渡り廊下と基盤整備車路下

部構内道路）の調整（すり合

わせ）は、基盤整備車路（別

途整備）の設計と並行して行

うものとします。 

200 
免震エキスパ

ンション 
16 2 4 (3) 1) ⑬   

免震エキスパンションの検討

を行うために必要な資料をご

提示ください。 

番号１９６、１９７、１９８

の回答を参照してください。 

201 
建築基準法上

の増築 
16 2 4 (3) 1) ⑬   

実施方針に関する質問回答書

で、『本施設は、（中略）「増

築」の扱いとなることから、

（中略）「計画通知」となるも

のと理解しています』とあり

ましたが、これは千葉市等と

協議し結論が出ている決定事

項でしょうか。提案に当たり

事業者が千葉市等と協議する

ことは可能ですか。 

本施設は、千葉大学医学部附

属病院の建築基準法上のいわ

ゆる「増築」の扱いとなるこ

とから、建築基準法第１８条

の適用を受けるいわゆる「計

画通知」となります。（特定行

政庁との協議結果） 

なお、その場合であっても、

本施設に関する「計画通知」

のすべての手続等（「計画通

知」のために必要となる関連

手続（※）を含む。）は、当該

手続のために必要となる申請

費用等も含めて、事業者の業

務範囲となります。 

※ 都市計画法施行規則第６０

条、建築基準法第８６条に関

する手続を含むが、これに限



 (４１) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

るものではありません。 

202 

中央診療棟と

は別棟になる

避難経路 

16 2 4 (3) 1) ⑬   

『なお、中央診療棟とは別棟

になるように避難経路を計画

すること』とありますが、【参

考図】の避難経路はこの条件

を満たしていると考えますが

宜しいでしょうか。他に何ら

かの配慮が必要でしょうか。 

【参考図】は、原則として、

中央診療棟とは別棟となる避

難経路の計画となっているも

のと考えていますが、具体的

には、入札参加者の提案によ

るものとします。 

203 
屋根付き連絡

通路の接続先 
16 2 4 (3) 1) ⑭   

屋根付き連絡通路の接続先と

なる、基盤整備車路の資料を

ご提示ください。 

番号１８７の回答を参照して

ください。 

204 

基盤整備車路

への渡り廊下

（４階） 

16 2 4 (3) 1) ⑭   

渡り廊下の長さはどの程度で

しょうか。また、接続する基

盤整備車路との接続関係がわ

かる資料をご提示下さい。 

ご質問の前段について、番号

７５の回答を参照してくださ

い。 

ご質問の後段について、基盤

整備車路（別途整備）の詳細

が未定のため、【参考図】、【資

料４ 事業場所周辺現況測量図

（平面、高低、工作物）】等に

より判断してください。双方

（連絡通路と基盤整備車路）

の調整（すり合わせ）は、基

盤整備車路（別途整備）の設

計と並行して行うものとしま

す。 

205 サイン対応 17 2 4 (3) 2) ②   

サイン工事は何カ国対応が必

要となりますでしょうか。 

２か国語（日本語、英語）を

必須としますが、これを超え

る仕様については、入札参加

者の提案によるものとしま

す。 

206 床 17 2 4 (3) 2) ③ ｲ  

「床置きする各種設備機器

は、床面から突出させないと

こと」とありますが、各種設

備機器は床置きしないか、あ

るいは、２重床として床下収

納するなど、実質的に床置き

はできないということでしょ

うか、ご教示下さい。 

ここでの「床置き（床に設

置）する各種設備機器」と

は、例えば、床設置吹き出し

口、床設置吸い込み口、床設

置誘導灯、床設置コンセント

等のことであり、バリアフリ

ー対策を想定した記載です。

したがって、これら以外の一

般的な各種設備機器は、原則

として、直接床設置とはせず

に、床上に適切な基礎・架台

を設けて設置するものとしま

す。 

207 壁 18 2 4 (3) 2) ④ ｶ  

「ガラスを採用する部分に

は、・・・、強化ガラス、網入

りガラス、合わせガラス等の

採用、飛散防止フィルム貼り

等、衝突時の安全性の確保や

飛 散 防 止 の 処 置 を 行

い、・・・」とありますが、一

ここでの対象は、建物の出入

口等で人体衝突がおこりやす

い部位とし、出入口のドア及

びその隣接部で短辺が４５ｃ

ｍ以上、かつ、床面から６０

ｃｍ未満の高さに下辺がある

ガラスとしますが、更なる安
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般的な窓にも「飛散防止処理

を行わないガラス」は使用で

きないということでしょう

か、ご教示下さい。 

全確保や飛散防止処置の提案

を除外するものではありませ

ん。 

208 天井 18 2 4 (3) 2) ⑤ ｵ  

「特定天井に該当しない部分

であっても、落下等の危険が

生じるおそれのある部分」と

は、具体的にどのような部分

をいうのでしょうか、参考図

を基にご教示下さい。 

ここでの「特定天井に該当し

ない部分であっても、落下等

の危険が生じるおそれのある

部分」とは、高さが６ｍを超

える天井、又は、水平投影面

積が２００㎡を超える天井

（の双方のこと）とします。

「学校施設における天井等落

下防止対策の一層の推進につ

いて（通知）」（２５文科施第

２０１号）を参照してくださ

い。 

209 設計要求水準 19 2 4 (3) 2) ⑦ ｵ  

外部からの遮音性能等につい

ては特殊な要件は無く、通常

の教室や研究室の程度であれ

ば問題ないとの解釈で宜しい

でしょうか。もし、最低限の

数値目標等があればご指示く

ださい。 

番号１８３、１８６の回答を

参照してください。 

210 建具関係 19 2 4 (3) 2) ⑦ ｵ  

「外部に面する建具は、耐風

圧性、・・・を有し、結露防止

に配慮した構造とすること」

となっていますが、公共建築

工事標準仕様書では、建具の

性能について、Ａ，Ｂ，Ｃ種

を特記することとなっており

ます。こういったものは、事

業者と大学側の考え方が相違

したときに問題となりやすい

ので、標準仕様書で特記する

というものは、特記して頂け

ないでしょうか、考え方をご

教示下さい。 

外部に面するアルミ製建具の

性能等級の種別は、平成２８

年版の公共建築工事標準仕様

書（建築工事編）１６章建具

工事のＢ種以上、表面処理

（外部）は、海岸線から直線

距離で２ｋｍ以内のためＡ－

２とし、詳細については、入

札参加者の提案によるものと

します。 

211 その他 20 2 4 (3) 2) ⑩ ｵ  

「建具と内部仕上げの取合い

は 、 変 位 等 に よ る 破 損

や・・・・がないものとす

る」とあります。大地震によ

る変位も考えられますが、そ

の際でも「変位等による破

損」は発生しない程度のもの

が求められているのでしょう

か、ご教示下さい。 

非構造部材の耐震安全性Ｂ種

を目標とし、大地震動により

建築非構造部材の損傷、移動

等が発生する場合でも、人命

の安全確保と二次災害の防止

が図られていることを目標と

します。 

212 主要廊下 20 2 4 (3) 3) ①   

「主要廊下の有効幅は２.０ｍ

以上」とございますが別表２

では東西方向の廊下（Ｙ７通

り）については１,８５０ｍｍ

ご質問箇所の「主要廊下の有

効幅は２.０ｍ以上とし、特に

通行量が多い南北方向の廊下

については、可能な限り有効
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にて計画されていると思われ

ます。（例：別表２の１頁等）

東西方向の廊下は有効幅２.０

ｍ以上の主要廊下でないとい

う認識で宜しいでしょうか。 

幅を大きくすること。」を「主

要廊下の有効幅、特に通行量

が多い南北方向の廊下につい

ては、可能な限り有効幅を大

きくすること。」に変更しま

す。 

213 
廊下幅の確保

について 
20 2 4 (3) 3) ① ｱ  

記載中、有効幅を２.０ｍ以上

とするとありますが、参考

図、別表２に記載の平面図の

廊下幅は２.０ｍ以上の有効幅

を確保できていないと見うけ

られます。 

また、参考図を元に廊下幅を

２.０ｍ以上確保しようとする

と要求水準書記載の延床面積

の上限を超えてしまうと思わ

れます。 

有効幅の記載は努力値とし、

法的な廊下幅以上を確保する

と読み替えてよろしいでしょ

うか。 

番号２１２の回答を参照して

ください。 

214 廊下等 20 2 4 (3) 3) ① ｱ  

「廊下と居室との間の扉を防

火戸としないように防火区画

を計画」とありますが、参考

図のような１１階建ての場

合、１１階については法令

上、高層区画となり廊下と居

室との間の扉を防火戸とする

計画も多いと思われますが、

１１階以上の計画でも廊下と

居室との間の扉を防火戸とし

ない計画が求められるのでし

ょうか、ご教示下さい。 

１１階以上においても、関連

法令等（緩和規定等を含む。）

を遵守し、「廊下と居室との間

の扉を防火戸としないように

防火区画を計画」してくださ

い。 

215 設計要求水準 20 2 4 (3) 3) ① ｳ  

共通諸室等について、上記に

同様で遮音等についての数値

目標等があれば御教授下さ

い。 

共通諸室として特段問題がな

い遮音性が確保されていれば

よいものとし、具体的には、

入札参加者の提案によるもの

とします。 

216 

＜共通＞ 

トイレについ

て 

21 2 4 (3) 3) ③ ｴ  

トイレ・手洗器設置個数算定

のための各階の想定利用人数

をご教示いただけますでしょ

うか。 

また、参考図作成時点の便

器・手洗器の個数をご教示い

ただけますでしょうか。 

各階の想定利用人数について

は、【別表１ 各室（エリア）

の要求水準】の「利用人員

欄」、【別表２ 各室（エリア）

の特殊条件等】のレイアウト

を参照するものとし、具体的

には、入札参加者の提案によ

るものとします。なお、講義

室、実習室、セミナー室等が

設置される低層階について

は、トイレの集中利用に留意

してください。 
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217 
＜共通＞ 

設計要求水準 
21 2 4 (3) 3) ④   

ゴミ集積所のスペースとして

どの程度の面積を想定されて

いるのでしょうか。 

大学としては、各階ゴミ置場

３～４㎡程度／箇所を想定し

ています。また、ゴミ集積所

（１階北側屋外）は、事業者

の業務範囲として整備する

「廃棄物置場等」に、大学が

設置するものであり、事業者

による設計と並行して検討す

るものとします。 

なお、第３章５(8)の「一般廃

棄物とプラスチック、ビン、

カン、資源物」を「一般廃棄

物（可燃ゴミ、資源ゴミ（ビ

ン・カン・ＰＥＴボトル・古

紙類））」に、「各階ゴミ集積ス

ペース」を「各階ゴミ置場」

に、「１階屋外ゴミ集積場」を

「ゴミ集積所（１階北側屋

外）」に、それぞれ修正するも

のとします。また、上記の修

正箇所以外において同様趣旨

で修正する必要がある箇所に

ついても同様とします。 

なお、各階ゴミ置場における

分別保管方法に関する【参考

資料 資源とごみの分け方・出

し方】（追加資料）について、

平成２９年９月２１日（木）

より貸与します。「本質問回答

書（１回目）」の後（うしろ）

に掲載している「入札説明書

等に関する追記事項」を参照

してください。 

218 
＜共通＞ 

ゴミ置場 
21 2 4 (3) 3) ④   

清掃業務においては廃薬品・

実験廃棄物・感染性廃棄物等

の取扱いはなく、大学側でこ

れらの廃棄物を分別し１階の

集積場に運搬し処理して頂け

ると考えてよろしいでしょう

か。 

感染性廃棄物（廃薬品・実験

廃棄物を含む。）と粗大ゴミ

は、発生元からの回収、ゴミ

集積所（１階北側屋外）への

運搬、集積は、大学が行うも

のとします。 

219 

＜基準階＞ 

研究室／実験

室 

21 2 4 (3) 3) 
① 

② 

ｱ 

ｳ 
 

「将来的な間仕切変更のため

の１スパン１個のスイッチ

類・防災系統の措置」の対象

は、各室の要求水準（【別表

１】）の室名において、「研究

室／実験室」が含まれる部屋

と理解して宜しいでしょう

か。 

ご質問の「将来的な間仕切り

の変更後においても、必要な

箇所に容易に供給できるよう

に１スパン毎に１個のスイッ

チ類・防災系統にするなどの

措置」は、各研究領域の研究

室ゾーン及び実験室ゾーンと

ともに、共通機器室、プロジ

ェクト研究スペースを対象と

します。 
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220 
＜基準階＞ 

居室面積 
21 2 4 (3) 3) ②   

実験室に確保するＰＳ等は居

室面積から除外されるとの理

解で宜しいでしょうか。 

実験室に隣接して確保するＥ

ＰＳ・ＰＳは、居室（研究

室、実験室等）の面積に含ま

ないものとします。 

221 

＜基準階＞ 

実験室の出入

り口 

21 2 4 (3) 3) ② ｱ  

実験室の出入り口に関する規

定は、実験室と同じエリアに

ある、機器室、保管室、暗

室、洗浄室、書庫・倉庫など

の実験室以外の室名の部屋に

も適用されますか。 

実験室の出入口に関する規定

は、原則として、実験室と同

じエリアにある実験室と同等

用途の部屋にも適用されるも

のとします。なお、室名等か

ら同等用途の部屋かどうかが

不明な場合は、【別表２ 各室

（エリア）の特殊条件等】の

レイアウト（出入口の配置を

含む。）を参照してください。 

222 

＜基準階＞ 

実験室の出入

り口 

21 2 4 (3) 3) ② ｱ  

実験室の出入り口に関する規

定について、設備点検歩廊側

に出入り口を設けることは可

能でしょうか。 

設備点検歩廊側に設けた出入

口は、設備点検歩廊が避難経

路として有効でないことか

ら、実験室の出入口に関する

規定の対象とはなりません。 

223 

＜基準階＞ 

排気装置の制

御方法 

21 2 4 (3) 3) ② ｵ  

「排気装置の制御」は、機器

ごとの変風量制御までは行わ

ず機器の発停に連動したＯＮ

／ＯＦＦ制御と理解して宜し

いでしょうか。 

実験室の排気装置の制御方法

は、排気量と同じ量の外気を

自動的に給気するシステムに

より各室内の静圧を常に一定

に保つことができることと

し、具体的には、入札参加者

の提案によるものとします。 

224 

＜基準階＞ 

諸室別設備の

要件 

21 

40 

2 

2 

4 

4 

(3) 

(5) 

3) 

4) 

② 

② 

ｵ 

ｶ 
 

２１頁２章４（３）３）②オ

「実験用排気装置の排気相当

分の外気導入については、指

定がある部屋は温湿度及び陰

陽圧の調整を行うこと」とあ

り ま す が 、 ４ ０ 頁 ２ 章 ４

（５）４）②カおよび【別表

１】（ｆ）４では「実験室につ

いてはドラフトチャンバー運

転時には条件を満たせなくて

も良いものとする。ただし、

外調機の設置要望があった場

合に対応出来るよう、スペー

ス等の確保をしておくこと。」

との記載があります。 

４０頁２章４（５）４）②カ

および【別表１】（ｆ）４を正

とし、ドラフトチャンバー運

転時の温湿度条件は成行きと

し、外調機のスペースのみ確

保するものと考えてよろしい

でしょうか。 

実験用排気装置の排気相当分

の外気導入については、指定

がある部屋は温湿度及び陰陽

圧の調整を行うこととする。

指定のない部屋は、ドラフト

チャンバー使用時の外気負荷

は見込まなくてもよいものと

し、外調機の設置要望があっ

た場合に対応できるよう、ス

ペースやスリーブ等の確保を

行うこととします。 

※指定がある部屋：【別表１ 

各室（エリア）の要求水

準】の「空調欄」で［温湿

度］を規定している部屋を

いう。 

※指定がない部屋：【別表１ 

各室（エリア）の要求水

準】の「空調欄」が［一

般］となっている部屋をい

う。 

225 
＜基準階＞ 

実 験 室 の 排

21 

22 
2 4 (3) 3) ② 

ｵ 

ｶ 
 

実験室の実験用排気装置、実

験装置は、維持管理業務の範

事業者の業務範囲として整備

した「設備機器等」の維持管



 (４６) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

気、実験装置 囲外と考えてよろしでしょう

か。 

理業務は、事業者の業務範囲

とします。事業者の業務範囲

である引越業務、備品等調達

業務による「什器備品等」、大

学が本工事とは別途に整備又

は調達を行う「設備機器等」、

「実験機器等」、「什器備品

等」の維持管理業務は、事業

者の業務範囲外とします。 

226 

＜基準階＞ 

実験室の外気

導入 

21 2 4 (3) 3) ② ｵ  

「実験用排気装置の排気相当

分の外気導入については、指

定がある部屋は温湿度及び陰

陽圧の調整を行うこと」とあ

りますが、「指定がある部屋」

があれば該当室及び指定条件

をご教示願います。 

番号２２４の回答を参照して

ください。 

227 
＜基準階＞ 

設計要求水準 
22 2 4 (3) 3) ② ｶ  

「他の実験装置や空調機等の

振動に影響されない程度の床

の性能を保つこと」との記載

がありますが、振動に対する

規制等がある器具や実験室に

ついて御教授ください。ま

た、どの程度の振動までが許

容されるかをご教示いただ

く、もしくは具体的な性能値

として建築学会居住性能評価

指針の〇〇程度の性能が必要

と提示いただくことは可能で

しょうか。 

通常の（一般的な）研究室、

実験室等として特段問題がな

い床の性能が確保されていれ

ばよいものとし、具体的に

は、入札参加者の提案による

ものとします。 

228 

＜低層４階＞ 

ＡＶ収容ラッ

ク 

23 2 4 (3) 3) 

④ 

⑤ 

他 

ｲ 

ｱ 

 

 

〈低層階諸室等４階〉④イ、

⑤アなど、各所のＡＶ収容ラ

ックに必要な入力についてご

指示ください。 

ＡＶ収容ラックは、当該室に

設置する映像音響機器（シス

テム）等に対応するものと

し、具体的には、入札参加者

の提案によるものとします。

なお、上記以外のＡＶ収容ラ

ックにおいても同様としま

す。 

229 

＜低層４階＞ 

会議システム

連携 

23 2 4 (3) 3) ④ ｲ  

〈低層階諸室等４階〉④イに

「会議システムと連携」とあ

りますが、事業者対応範囲と

しては信号出しが可能である

こととし、会議システム自体

は範囲外と考えてよろしいで

しょうか。 

会議システムの整備は、大学

が行うものとし、当該システ

ムと当該室に設置する映像音

響機器（システム）等との連

携については、事業者の業務

範囲とします。 

230 
＜低層４階＞ 

設計要求水準 
23 2 4 (3) 3) ④ ｲ  

想定されるもしくは導入を予

定している会議システムにつ

いてメーカー等を御教授くだ

さい。 

大学が想定している会議シス

テムは、アンペール製ＡＤＳ

８００、あるいは同等品とな

ります。 

231 
＜低層４階＞ 

大会議室 
23 2 4 (3) 3) ④ ｲ  

「会議システムと連携できる

機能」とありますが、会議シ

ご質問の前段については、番

号２３０の回答を参照してく



 (４７) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

ステムとはどのようなものな

のでしょうか。また、今回の

整備に含まれるものなのでし

ょうか、ご教示下さい。 

ださい。 

ご質問の後段については、番

号２２９の回答を参照してく

ださい。 

232 

＜低層３階＞ 

アクティブラ

ーニングスペ

ース 

23 2 4 (3) 3) ① ｳ  

アクティブラーニングスペー

スは８０人以上に対応できる

什器類を設置することとあり

ますが、大人数に対応した具

体的な活動イメージがあれば

教えてください。 

アクティブラーニングスペー

スは、学生が、さまざまな資

料、コンテンツ、情報通信技

術、あるいは学習を支援する

人々（教員、学生等）を最大

限活用しながら、グループや

個人で学習を行うのにふさわ

しい場、自らの学習の成果を

公表する場などを想定してい

ます。なお、【別表２ 各室

（エリア）の特殊条件等】の

レイアウトを参照してくださ

い。 

233 

＜低層３階＞ 

メディア管制

室 

24 2 4 (3) 3) ⑥   

メディア管制室とは、参考図

の３階でいえばどの部屋のこ

とでしょうか。「制御室」のこ

とでしょうか、ご教示下さ

い。 

「メディア管制室」とは、「サ

ーバー室」、「授業収録スタジ

オ」、「制御室」の３部屋のこ

とです。 

234 

＜低層３階＞ 

メディア管制

室データ保存 

24 2 4 (3) 3) ⑥ ｷ  

〈低層階諸室等３階〉⑥キの

「録音・録画データを１０年

間保存」に対し、レコーダ容

量が必要な場合の容量をご指

示ください。 

ご質問箇所の⑥に記載されて

いるア～ケの各種機器等は、

事業者の業務範囲外（変更）

とし、将来において当該各種

機器等が設置できるようにス

リーブ、ラック、下地補強等

を行うこととし、こうした工

事は、事業者の業務範囲とし

ます。 

235 
＜低層２階＞ 

設計要求水準 
24 2 4 (3) 3) ③   

多目的ＩＴ室の利用内容等を

ご教示ください。 

パソコンを利用した学習のた

め、各机に共通サーバー室と

通信可能な端末を設置すると

ともに、プロジェクター等に

より試験を行う室です。【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件

等】のレイアウトを参照して

ください。 

236 
＜低層２階＞ 

設計要求水準 
25 2 4 (3) 3) ⑤   

各諸室にて電気室の上部にあ

たる部屋以外で漏水等に特別

に配慮（床防水等）する部屋

があるようでしたらご提示く

ださい。 

電気室等（発電機室を含む。）

とともに、「ＣＴ室」、「ＣＴ操

作室」、「将来ＭＲＩ室」等が

想定されますが、具体的に

は、入札参加者の判断による

ものとします。 

237 

＜低層１階＞ 

液化窒素タン

ク 

25 2 4 (3) 3) ④ ｱ  

「屋外に液化窒素タンク（２,

９００Ｌ）を設置すること。」

とありますが、月当たりの想

定使用量についてご教示くだ

さい。 

液化窒素の月当たりの使用量

は、現状において、平均６,５

００Ｌ程度になります。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

238 

＜低層１階＞ 

液化窒素タン

ク 

25 2 4 (3) 3) ④ ｱ  

「屋外に液化窒素タンク（２,

９００Ｌ）を設置すること。」

とありますが、ＬＧＣボンベ

（液体窒素ボンベ）での対応

としてもよろしいでしょう

か。 

液化窒素のＬＧＣボンベ（液

体窒素ボンベ）による対応は

不可とします。 

239 

＜低層１階＞ 

液化窒素タン

ク 

25 2 4 (3) 3) ④ ｱ  

「屋外に液化窒素タンク（２,

９００Ｌ）を設置すること。」

とありますが、液化窒素タン

クの周囲は高圧ガス取扱法に

より、離隔が必要となること

が想定されますが、必要とな

る場合の空地距離をご指示く

ださい。 

関連法令等の規定に基づくも

のとします。 

240 

＜低層１階＞ 

液化窒素充填

スペース 

25 2 4 (3) 3) ④ ｲ  

液化窒素自動充填システムに

ついては、防災センターでの

異常監視業務と考えてよろし

でしょうか。 

液化窒素関連設備は、当該設

備の維持管理業務とともに、

監視装置等による監視業務

（維持管理業務の一部）が、

事業者の業務範囲となりま

す。なお、液化窒素の補填や

運用管理等については、大学

が行うものとします。 

241 

＜その他＞ 

諸室別建築・

設備の要件 

26 2 4 (3) 3) 
② 

⑤ 
  

Ｐ２６＜その他補足事項＞の

項番②メカニカルシャフトと

項番⑤その他の間の項番が抜

けています。項番⑤は項番③

の間違いでしょうか。 

ご質問箇所の「⑤」を「③」

に修正します。 

242 
＜その他＞ 

ＩＣカード錠 
26 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ  

〈その他補足事項〉⑤アａの

「大学側が指定するシステ

ム」の内容として「マイフェ

アタイプＡ」以外の内容があ

る場合は、ご指示ください。 

医学部附属病院で使用してい

るのと同様の大学側が指定す

るシステム（マイフェアタイ

プＡ）を採用し、所定の登録

手続を行うことにより、本事

業で使用するＩＣカード錠が

医学部附属病院でも使用でき

るとともに、医学部附属病院

で使用するＩＣカード錠が本

事業でも使用できるようにと

いう趣旨です。 

243 

＜その他＞ 

出入管理シス

テムについて 

26 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ a 

外部からの出入口及び各諸室

の出入口等の施錠については

ＩＣカード錠（医学部付属病

院で使用しているのと同様の

大学側が指定するシステム

（マイフェアタイプＡ）と

し、管理用にシリンダー錠も

併設）設置する事とあるが、

現在医学部付属病院では出入

管理システム（マイフェアタ

イプＡ）の保守管理はどのよ

うに実施しているのでしょう

現在、医学部附属病院では、

ＩＣカード錠の保守管理等を

大学職員で実施しており、専

門技術者による保守管理等が

必要となったときは、スポッ

トで依頼しています。 
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か。 

244 

＜その他＞ 

ＩＣカードに

ついて 

26 2 4 (3) 3) ⑤ ｱ a 

ＩＣカード錠システムのＩＣ

カード１,５００枚は事業者側

で用意し大学にお渡しすると

の事でしょうか。１,５００枚

以上必要となった場合は大学

側での負担と考えてよろしい

でしょうか。 

ＩＣカード１５００枚の調達

は、事業者の業務範囲とし、

１５００枚を超えて必要とな

ったときは、大学が負担（調

達）するものとします。 

245 外壁デザイン 28 2 4 (3) 4) ③   

「周囲の既存建物や計画建物

との調和」とございますが、

計画建物（新中央診療棟）の

外壁デザインを提示頂けます

か。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

246 
サインシステ

ムについて 
28 2 4 (3) 7)    

「施設全体として、サインシ

ステムや色彩計画、内装のし

つらえ、アート及び家具等を

活用し、～中略～」とありま

すが、各キャンパス共通のサ

インデザインについては、西

千葉キャンパスサイン計画案

に倣い、亥鼻キャンパス独自

のサインは提案によると考え

てよろしいでしょうか。 

各キャンパス共通のサインデ

ザインについては、「西千葉キ

ャンパスサイン計画案につい

て」にならい、亥鼻キャンパ

ス独自のサインデザインは、

入札参加者の提案によるもの

とします。 

247 
車寄せ積載荷

重 
29 2 4 (3) 8) ③   

車寄せのある連絡橋は消防車

等の寄付きはなく、普通乗用

車程度を想定することで、よ

ろしいでしょうか。 

「建築基準法施行令」の第８

５条に示す自動車車庫及び自

動車通路の値によるものとし

ます。 

248 

連絡橋（車寄

せを含む。）、

連絡通路等 

29 2 4 (3) 8) ③ ｱ  

連絡橋などの車路の積載荷重

は、建築基準法施行令第８５

条に示す自動車車庫及び自動

車通路の値を用いて計画して

よろしいでしょうか。 

番号２４７の回答を参照して

ください。 

249 
構内道路、ア

クセス道路等 
29 2 4 (3) 8) ④ ｲ  

本施設北側の市道よりアクセ

ス道路を整備することとあり

ますが、【資料１】亥鼻キャン

パス全体配置図及び【資料

２】事業場所位置図（本施

設）では、市道より構内道路

を約２０ｍ入った構内道路の

分岐部分からの事業範囲とな

っています。分岐部分からの

整備と考えて宜しいでしょう

か。 

本施設北側の市道（本町２２

号線）より本施設の構内道路

までを接続するアクセス道路

の整備は、市道より構内道路

を約２０ｍ入った構内道路の

分岐部分からを事業者の業務

範囲とします。 

250 
廃棄物置場に

ついて 
30 2 4 (3) 8) ⑥ ｲ  

本施設の１階屋外北側に、廃

棄物置場等を設置するスペー

スは一般廃棄物用のみの設置

と想定してよろしいでしょう

か。 

事業者の業務範囲として整備

する「廃棄物置場等を設置す

るスペース」には、大学が、

「ボンベ庫」、「危険物保管

庫」、「産業廃棄物（感染性廃

棄物）保管庫」、「産業廃棄物



 (５０) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

（廃プラスチック類）保管

庫」、「一般廃棄物保管庫」、

「古紙類保管庫」、「資源物保

管庫」を整備する予定です。 

251 設計要求水準 31 2 4 (3) 8) ⑫   

多目的グラウンドとテニスコ

ートの表面仕上げについては

貴学としてご指定はないとの

理解でよろしいでしょうか。 

多目的グラウンドとテニスコ

ートの表面仕上げは、現状

（多目的グラウンド：整地の

うえ種子吹き付け、テニスコ

ート：テニスコート用砂入り

人工芝）と同様とします。 

252 
多目的グラン

ド 
31 2 4 (3) 8) ⑫   

多目的の定義に「野球」とあ

りますが、資料２「事業場所

位置図（本施設）」記載の「野

球場」の広さを確保するとい

う認識でよろしいでしょう

か。また、工事期間中はサッ

カーコートとテニスコートは

全面使用しないという認識で

よろしいでしょうか。 

ご質問の前段について、多目

的（野球・サッカー・ラグビ

ー）グラウンドにおける野球

用の広さは、現状の野球場の

広さを確保する必要はなく、

既存のサッカー・ラグビーコ

ートの範囲内（アクセス道路

による欠損部分を除く。）で確

保できる広さとします。 

ご質問の後段について、事業

者の提案によっては、工事期

間中はサッカー・ラグビーコ

ートとテニスコートを全面的

に使用しないことも可能で

す。 

253 

多目的グラウ

ンドとテニス

コート 

31 2 4 (3) 8) ⑫   

工事用地としてサッカー・ラ

グビーコートを使用できると

ありますが、本事業のみの工

事用地として使用できると考

えて宜しいでしょうか。 

既存のサッカー・ラグビーコ

ートとテニスコートを工事用

地として使用するのは、本事

業とは別途に大学が発注する

医学部附属病院の中央診療

棟・リニアック棟の工事と本

施設の工事の双方となりま

す。番号７５の回答を参照し

てください。 

254 

多目的グラウ

ンドとテニス

コート 

31 2 4 (3) 8) ⑫   

工事用地としてサッカー・ラ

グビーコートを使用できると

ありますが、他事業との共同

使用の場合は、使用目的・使

用範囲・使用期間をご教示く

ださい。 

番号２５３の回答を参照して

ください。なお、当該双方の

工事間の調整（使用目的、使

用範囲、使用期間等）は、工

事を施工する当事者間の協議

とともに大学の調整によるも

のとします。 

255 

多目的グラウ

ンドとテニス

コート 

31 2 4 (3) 8) ⑫   

工事用地としてサッカー・ラ

グビーコートを使用できると

ありますが、他事業との共同

使用の場合は、復旧費用は使

用面積按分と考えて宜しいで

しょうか。 

番号２５４の回答を参照して

ください。 

256 

多目的グラウ

ンドとテニス

コート 

31 2 4 (3) 8) ⑫   

工事用地として使用したサッ

カー・ラグビーコートは、工

事後に多目的（野球・サッカ

多目的（野球・サッカー・ラ

グビー）グラウンドととして

の復旧には、野球用のマウン
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ー・ラグビー）グラウンドと

して使用できるように復旧す

ることとありますが、野球用

として、マウンド・バックネ

ット・ベンチの設置は不要と

考えて宜しいでしょうか。 

ド、バックネット、ベンチの

設置は不要とします。番号２

５２の回答を参照してくださ

い。 

257 

多目的グラウ

ンドとテニス

コート 

31 2 4 (3) 8) ⑫   

多目的グラウンド及びテニス

コート並びに防球ネットは維

持管理業務の範囲外でよろし

いでしょうか。 

復旧した多目的（野球・サッ

カー・ラグビー）グラウンド

とテニスコート（テニスコー

ト用砂入り人工芝５面以上）

の維持管理業務は、事業者の

業務範囲外とします。 

258 
既存建物・工

作物等 
31 2 4 (3) 9)    

既存工作物等の撤去等におい

て、資料５のほか現地調査か

らは想定できない費用が生じ

た場合は、別途精算いただけ

ますでしょうか。 

「事業契約書（案）」の第１３

条第７項、第８項、第２１条

第２項、第５項のいずれかを

適用するものとします。 

259 構造計画 31 2 4 (4) 2)    

耐震安全性の分類は、構造体

Ⅱ類（官庁施設の総合耐震・

対津波計画基準（統一基準）

とありますが、鉄筋コンクリ

ート造と鉄骨構造の併用構造

の場合について、保有耐力算

定時の変形制限値はその破壊

性状を勘案して決定して宜し

いでしょうか。 

ご質問の事項（鉄筋コンクリ

ート造と鉄骨構造の併用構造

の場合について、保有耐力算

定時の変形制限値はその破壊

性状を勘案して決定する。）

は、入札参加者の提案による

ものとします。 

260 構造計画 31 2 4 (4) 4)    

液状化対策についての指定は

特段無いものとして考えて宜

しいでしょうか。 

大学が貸与している【資料】

から判断してください。 

261 建築設備計画 31 2 4 (5) 1) ②   

「原則として、機器は屋内設

置」ありますが、空調用室外

機、クーリングタワーなどの

扱いについて、ご教示下さ

い。 

ご質問の空調用室外機やクー

リングタワーなど、外気との

熱交換が必要な機器について

は屋外設置とします。 

262 災害対策 31 2 4 (5) 1) ③   

「風水害・落雷・停電・大火

等の災害を考慮して計画する

こと」とありますが、対象と

するエリア・機器や保護のレ

ベル等、想定がありましたら

ご教示いただけますでしょう

か。 

建築設備計画に当たって考慮

する風水害・落雷・停電・大

火等の災害の対象エリア、保

護レベル等については、遵守

すべき関連法令等、適用する

基準等及び参考資料によるほ

かは、入札参加者の提案によ

るものとします。 

263 
電気室、発電

機室の位置 
31 2 4 (5) 1) ⑤   

「電気室、発電機室、…の直

上階にトイレ等の水回りスペ

ースが来ることがないよう」

にとありますが、最上階に電

気室等を設ける場合はこの項

目に該当しますでしょうか。

また該当した場合は防水措置

高い防水性が確保できるとと

もに、電気室等（発電機室を

含む。）の内部に給排水管等を

敷設しないことを条件とし

て、最上階に電気室等を設け

ることは問題ないものとしま

す。 
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などを施すことで設置してよ

ろしいでしょうか。 

264 設備管理等 32 2 4 (5) 2) ① ｲ  

計量データを可視化し、運用

改善に資するエネルギー管理

を行うとありますが、維持管

理においてＢＥＭＳ等エネル

ギー管理システム活用による

管理、エネルギー消費量の実

態把握を行うと考えてよろし

でしょうか。 

「計量データを可視化し、運

用改善に資するエネルギー管

理を行えるような計画…」で

あれば、具体的には、入札参

加者の提案によるものとしま

す。 

265 
警報設備につ

いて 
32 2 4 (5) 2) ① ｳ  

各種警報を既設門衛所に各種

警報盤を新設し移報する設備

とすることとあるが、門衛所

に詰める警備員は本件事業と

は別と考えてよろしいでしょ

うか。又、門衛所にて警報が

発報した場合、門衛所の警備

員も現地に出向き点検確認す

るという事でしょうか。 

ご質問の前段について、既設

の門衛所への管理要員の配置

は、事業者の業務範囲外で

す。 

ご質問の後段について、第一

義的には本事業の事業者が対

応するものとし、既設の門衛

所にて警報が発報（移報）し

た場合は、必要に応じて、既

設の門衛所の管理要員が確認

の連絡、あるいは、現地に出

向いての確認等に当たる予定

です。番号１８８の回答を参

照してください。 

266 外灯器具 33 2 4 (5) 3) ② ｼ  

外灯の器具は大学の指定する

ものを採用することとありま

すが、仕様等を公表していた

だけないでしょうか。 

外灯器具に関する大学の指定

は、【資料９ 事業場所周辺電

気設備インフラ整備状況（外

灯姿図）】を参照してくださ

い。 

267 受変電設備 34 2 4 (5) 3) ⑤   

受変電設備は屋外キュービク

ル型を採用し、屋外設置する

ことはできますでしょうか。 

受変電設備の屋外設置は不可

とします。 

268 
電力監視シス

テム 
35 2 4 (5) 3) ⑤ ｶ  

電力監視システムについては

中央監視設備によるものと考

えてよろしいでしょうか。 

ご質問箇所の「カ 制御監視：

電力監視システムには以下の

内容の制御表示を行うこと。」

を「カ 電力制御システムは以

下のとおりとする。」に修正し

ます。なお、電力制御システ

ムは、本事業で整備する防災

センター（中央監視室）中央

監視設備によるものとしま

す。 

269 自家発電設備 35 2 4 (5) 3) ⑦   

自家発電設備は屋外キュービ

クル型を採用し、屋外設置す

ることはできますでしょう

か。 

自家発電設備の屋外設置は不

可とします。 

270 電気の計量 37 2 4 (5) 3) ⑭ ｲ  

プロジェクト競争スペース、

福利厚生施設部分以外につい

ては、計量法に基づく検定済

ご質問箇所の「イ プロジェク

ト競争スペース、…」を「イ 

プロジェクト研究スペース、
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のものではなくてよく、更新

頻度も事業者の提案によるも

のと理解してよろしいでしょ

うか。 

…」に修正します。なお、プ

ロジェクト研究スペース、福

利厚生施設の部分に設置する

電力量計以外は、計量法に基

づく検定済のものでなくてよ

く、更新頻度も事業者の提案

によるものとします。 

271 
エレベータに

ついて 
38 2 4 (5) 3) ⑳ ｱ  

記載中、乗用エレベータの積

載量「１,１５０ｋｇ（１５

人）」とあるが、メーカーの仕

様では「１,０００ｋｇ（１５

人）」か「１,１５０ｋｇ（１

７人）」が一般的と思われま

す。どちらの仕様を満たせば

よろしいでしょうか。 

乗用エレベーターの積載量

は、１,１５０ｋｇ（１７人）

に修正します。【参考図】も同

様とします。 

272 
エレベータに

ついて 
39 2 4 (5) 3) ⑳ ｲ e 

記載中、人荷用エレベータの

積載量「１,６００ｋｇ（２４

人）」とあるが、記載のかご内

寸法を満たすメーカーの仕様

は「１ ,７５０ｋｇ（２６

人）」が一般的と思われます。

どちらの仕様を満たせばよろ

しいでしょうか。 

人荷用エレベーターの積載量

は、１,７５０ｋｇ（２６人）

に修正します。【参考図】も同

様とします。 

また、出入口寸法間口１,２０

０ｍｍ～１,５００ｍｍ×高さ

２,３００ｍｍ～２,５００ｍ

ｍとします。 

273 官庁協議 39 2 4 (5) 4) ② ｲ  

要求水準書ｐ.３９に記載され

る「ビル管法の対象範囲につ

いては千葉市と協議により決

定すること」とありますが、

建築、消防、省エネルギー法

等の関連法令にかかわる所轄

官庁との協議を行ってよろし

いでしょうか。 

本事業の提案に当たって、所

轄官庁等へ照会及び協議に行

くことは問題ありませんが、

当該所轄官庁等の業務に支障

が生じないよう配慮してくだ

さい。 

274 
実験室の外気

導入 
40 2 4 (5) 4) ③ ｲ b 

「研究室や各居室について

は、全熱交換器付換気設備

（普通換気付）を標準とす

る」とありますが、実験室の

換気方式について記載はあり

ません。実験室については給

気ファンによる生外気取入れ

とし、外気負荷は室内のエア

コンにて処理することとして

よろしいでしょうか。 

実験室においても、通常時に

おいては、全熱交換器付換気

設備（普通換気付）の使用を

標準とします。なお、ドラフ

トチャンバーやガス使用の一

時的増加などに対処するた

め、給気用ダクトによる外気

供給を行うものとし、当該給

気用ダクトについては、ドラ

フトチャンバー直近の天井面

に設置するなど、換気効率を

考慮するものとします。 

275 排煙設備 40 2 4 (5) 4) ④   

建築基準法による、出来る限

り自然排煙とすることとあり

ますが、用途は「学校」なの

で基準法上排煙は必要ないと

考えますが、そのような理解

でよろしいでしょうか。 

用途は「学校」となります

が、非常用エレベーター付室

の排煙について対応してくだ

さい。 

276 計量 40 2 4 (5) 4) ⑤ ｲ  給湯設備については計量を行 給湯設備の計量は、局所給湯
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わないものと考えてよろしい

でしょうか。 

の場合は不要としますが、中

央給湯の場合は必要となりま

す。 

277 計量 
40 

42 

2 

2 

4 

4 

(5) 

(5) 

4) 

4) 

⑤ 

⑭ 

ｳ 

 
 

各室空調機の計量について、

４０頁２章４（５）４）⑤ウ

には「電力・ガス消費量」、４

２頁２章４（５）４）⑭には

「累積運転時間の把握」とあ

りますが、いずれを正とすれ

ばよろしいでしょうか。 

各室空調機の計量について

は、第２章４(5) 3) ⑭のア、

イに示す計量区分によるもの

とする。なお、第２章４(5) 

4)の「⑤ ウ」及び「⑭ その

他」の規定は削除します。 

278 
給水系統（井

水） 
41 2 4 (5) 4) ⑦ ｲ b 

井水の用途は原則として実験

用水とありますが、飲料水と

しての用途ではなく専用水道

としての管理は想定されてい

ないと考えてよろしいでしょ

うか。 

番号１６５、１６６の回答を

参照してください。 

279 特殊ガス設備 42 2 4 (5) 4) ⑫ ｱ  

「実験用ガスの供給は、ボン

ベ対応とし、搬入口・設置場

所を検討すること」とありま

すが、設置スペースのみ確保

し、ボンベ、配管及びアウト

レットは別途工事と考えてよ

ろしいでしょうか。 

実験用ガスは、搬入口・設置

場所を確保するものとし、ボ

ンベ、配管及びアウトレット

は、事業者の業務範囲外とし

ます。 

280 特殊ガス設備 42 2 4 (5) 4) ⑫ ｲ  

「緊急排気等の安全対策を講

じること」とありますが、使

用するガスが酸素あるいは二

酸化炭素の場合、緊急排気は

不要としてよろしいでしょう

か。 

「高圧ガス保安法」及びその

他関連法令等に基づくものと

し、必要箇所に設備を設置す

るものとします。 

281 事前調査業務 43 2 6 (2)     

本件土地及び民間付帯施設用

地は資料３０によると埋蔵文

化財包蔵地となっています

が、埋蔵文化財の調査は事業

者の業務範囲外という理解で

宜しいでしょうか。 

本施設事業場所は、慎重工事

（千葉市教育委員会教育長よ

り通知があります。）について

は、事業者の業務範囲とし、

発掘調査については、大学の

負担によるものとします。 

民間付帯施設（任意）事業場

所は、届出、慎重工事、工事

立合については、事業者の業

務範囲（独立採算）とし、発

掘調査については、大学の負

担によるものとします。 

282 土壌汚染調査 43 2 6 (2) 2) ②   

資料３２によれば、資料３３

の調査が必要となると思われ

ます。「実施方針に関する質問

回答書及び意見書」の回答６

によれば、「土壌汚染対策に要

する追加費用は大学の負担と

する」とありますが、土壌汚

染調査に要する費用について

は、今回の事業内容に含まれ

ご質問の前段について、第２

章６ (2) 2) ①（調査）、②

（調査）は、事業者の業務範

囲となります。同③（対策）

は、大学の負担によるものと

します。 

ご質問の後段について、同③

（対策）の事態が発生したと

きに十分対応できるよう、同
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るということでしょうか。ま

た、土壌汚染対策が必要とな

った場合、その内容によって

は、工事着手に影響を与える

ことも考えられますが、その

際のスケジュールの考え方に

ついて、ご教示下さい。 

①（調査）、②（調査）を早期

に実施し、同③（対策）を本

施設の設計期間中に実施でき

るようにしてください。 

283 土壌汚染調査 43 2 6 (2) 2) ③   

「概況調査の結果、土壌の汚

染があり、または汚染のおそ

れがあると認められた場合

は、大学担当者と協議するこ

と。」とありますが、土壌汚染

対策工事が必要となった場合

は、本事業範囲外との理解で

よろしいでしょうか。 

番号２８２の回答を参照して

ください。 

284 設計業務 43 2 6 (3) 2) ①   

設計を行うに当たり、前向き

な協議を行うことは当然です

が、供用開始までのスケジュ

ールやコストが厳しいこと、

非常に練られた要求水準とな

っていることから大学側でも

提案したスケジュールに則っ

て迅速に意思決定して頂ける

と考えてよろしいでしょう

か？ 

ご質問の協議に当たって、大

学は、迅速な意思決定に努め

るものとします。 

285 提出物 44 2 6 (3) 3) ② ｽ  

「ス完成予想透視図」以外の

設計成果物に関して，紙面サ

イズやデータ形式等記載がご

ざいませんが，こちらについ

ても①へ記載のとおり，貴学

ご担当者様と協議のうえ決定

させていただくという認識で

よろしいでしょうか。 

事業者が提出する設計図書の

紙面サイズやデータ形式等に

ついて、他所に特段の規定が

ないときは、大学と協議のう

え定めるものとします。 

286 

先行撤去した

テニスコート

等の復旧につ

いて 

45 2 6 (4) 1) ① ｱ c 

「先行して一部撤去等する～

部活動で使用可能な状態まで

の復旧工事」とありますが、

想定する撤去範囲をご教示く

ださい。もしくは、仮に復旧

範囲を見積もり、その金額の

範囲（入札金額）での復旧と

考えて宜しいでしょうか。 

撤去するのが別途工事である

ため正確な見積もりが困難で

す。できれば先行にて撤去す

る別途工事の範囲としていた

だけないでしょうか。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

287 
北側アクセス

道路の整備 
45 2 6 (4) 1) ① ｱ c 

別途工事（予定）にて仮設道

路等の整備のため、先行して

一部撤去等するゴールポス

ト・防球ネット・フェンス・

番号７５の回答を参照してく

ださい。 
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排水溝等について、具体的な

範囲をご教示ください。 

288 
北側アクセス

道路の整備 
45 2 6 (4) 1) ① ｱ c 

工事期間中、テニスコートは

使用しないと考えて宜しいで

しょうか。 

番号２５２の回答を参照して

ください。 

289 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｲ  

騒音・振動において、現時点

で規制等の制約条件がござい

ましたら、ご教示願います。 

関連法令等の規定に基づくも

のとします。 

290 

大学入試セン

ター試験等の

日程 

45 2 6 (4) 1) ① ｳ  

大学入試センター試験及び個

別学力試験等の実施想定期間

等をご教示ください。 

【大学入試センター試験】 

平成３０年度試験 

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ３ 日

（土）、１４日（日） 

平成３１年度試験 

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ９ 日

（土）、２０日（日） 

※それ以降の日程は独立行政

法人大学入試センターから

は公表されていません。 

【個別学力試験】 

前期日程： 

２月２５日、２月２６日 

後期日程： 

３月１２日、３月１３日 

※毎年曜日は変わっても日程

は変わりません。 

291 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｳ  

作業上やむをえない事情等に

より、既定日以外において直

前に作業が必要となることも

想定されますので、その際

は、貴学への事前の報告につ

いては、弾力的運用をお願い

いたします。 

作業上やむをえない事情等に

より、既定日以外において直

前に作業が必要となる場合

は、大学の業務に支障がない

ことを条件とし、可能な限り

弾力的に対応するものとしま

す。 

292 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｴ  

資料３０，３１によれば、周

知の埋蔵文化財包蔵地に建物

敷地の一部が掛かっています

が、埋蔵文化財の事前調査は

不要であり、「万が一出土した

場合」の対応でよいというこ

とでしょうか。また、「万が一

出土した場合」に、その内容

によっては、工事スケジュー

ル等に影響を与えることも考

えられますが、その際は「リ

スク分担表」により、大学側

の負担と考えてよいのでしょ

うか、ご教示下さい。 

ご質問の前段について、番号

２８１の回答を参照してくだ

さい。 

ご質問の後段について、発掘

調査は、大学の負担によるも

のとし、「事業契約書（案）」

の第１３条第７項、第８項、

第９項を適用するものとしま

す。 

293 
埋蔵文化財調

査 
45 2 6 (4) 1) ① ｴ  

過去の工事において、埋蔵文

化財の発生状況についてご教

示ください。（発生状況、調査

期間、調査費用） 

平成２２・２３年に整備した

本施設事業場所の西側に建つ

医薬系総合研究棟Ⅱでは、発

掘調査は追加調査も含めて調
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査面積（平場部分のみ調査）

が２,８８０㎡、調査期間が約

５.５か月、土器類、石製品、

炭化材の埋蔵物が出土してい

ます。なお、本事業（医学系

総合研究棟等）における発掘

調査にかかる費用は、大学の

負担によるものとします。 

294 
工事用車両の

搬入経路 
45 2 6 (4) 1) ① ｸ  

仮設道路の使用に関して、別

途工事の事業者とのかかる費

用等について協議することと

ありますが、施工計画提案の

立案や入札金額の算定が不確

実になります。何らかの一定

条件をご提示いただけないで

しょうか。特に別途工事を入

札、受注する企業が本事業に

入札する場合に入札提案条件

に公平性がなくなる可能性も

考えられます。特に別途工事

（中央診療棟・リニアック

棟）と本工事との境界の仮囲

い費用、市道２２号線からの

共同搬入口での交通誘導員費

用、その部分の養生復旧費用

等についてどちらの費用負担

となるかご指示ください。 

番号７５、２５１から２５

４、２５６の回答を参照して

ください。 

295 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｸ  

仮設道路の使用費用を見積も

るため、目安となる使用料等

をご教示願います。なお、こ

の使用料等が変更となる場合

は、サービス購入費の変更を

ご協議願います。目安となる

使用料等がご提示いただけな

い場合は、見積対象外とさせ

て頂きます。 

原案のとおりとします。な

お、番号７５、２５１から２

５４、２５６の回答を参照し

てください。 

別途工事で先行して、使用に

伴う既存工作物等の撤去や仮

設道路の設置、安全措置（こ

れらの内容は番号７５による

関係資料を参照）を行うこと

となっており、当該費用は別

途工事の負担となります。し

たがって、仮設道路の使用に

ついては、別途工事（予定）

の事業者とかかる費用等につ

いて協議することとしていま

すが、当該仮設道路の補修費

及び運用費が主なものとなっ

てきます。なお、当該かかる

費用等については、工事を施

工する当事者間の協議ととも

に大学の調整によるものとし

ます。 

296 
工事用車両の

搬入経路 
45 2 6 (4) 1) ① ｸ  

工事用車両の搬入経路は、北

側の市道からとし、事業場所

番号７５の回答を参照してく

ださい。 
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までの経路は別途工事で先行

して整備とありますが、仮設

道路の範囲・幅・仕様をご教

示ください。アクセス道路整

備の際に撤去費用算出に必要

となります。 

297 
工事用車両の

搬入経路 
45 2 6 (4) 1) ① ｸ  

工事用車両の搬入経路は、北

側の市道からとし、事業場所

までの経路は別途工事で先行

して整備とありますが、別途

工事での使用期間もご教示く

ださい。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

298 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｸ  

「仮設道路の使用については

別途工事（予定）の事業者と

かかる費用について協議する

こと」とありますが、別途工

事の工期は、どのように考え

られているのでしょうか、ご

教示下さい。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

299 
施工計画の条

件 
45 2 6 (4) 1) ① ｺ  

別途工事との協議調整の結

果、本事業の事業期間や事業

費に影響が生じる場合は、ご

協議いただけますでしょう

か。また、別途工事施工者が

事業者の調整に従わない場合

は、貴学にて調整し処理・解

決いただけますでしょうか。 

ご質問の前段については、「事

業契約書（案）」の該当条項の

規定に基づくことになりま

す。 

ご質問の後段について、番号

２９５の回答を参照してくだ

さい。 

300 
埋戻し土につ

いて 
45 2 6 (4) 1) ① ｽ  

「建設発生土は、構外に搬出

し関係法令等に従い適切に処

理すること。」とありますが、

本事業や他現場での建設発生

土の一部を埋戻し土に利用す

ることは可能と考えてよろし

いでしょうか。 

関連法令等の規定に基づくと

ともに、埋め戻し土としての

品質が確保されるのであれ

ば、入札参加者の提案による

ものとします。 

301 
既存環境の保

護 
46 2 6 (4) 1) ⑤ ｱ  

汚損、破損の要因が、事業者

の責に拠らない事由によるも

のであった場合は、免責され

るものとしていただけますで

しょうか。 

隣接する物件や、道路、公共

施設等を汚損、破損した場合

の補修及び補償は、事業者の

負担において行うこととしま

すが、当然に、事業者に帰責

事由がない場合にあってはこ

の限りではありません。 

302 施工管理 46 2 6 (4) 1) ⑥ ｵ  

大学が別途発注する工事等に

ついて、現段階の想定（工事

概要、スケジュール等）をご

教示ください。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

303 
化学物質の濃

度測定 
46 2 6 (4) 1) ⑧ ｱ  

「学校環境衛生の基準」は、

文部科学省「学校環境衛生基

準」のことでしょうか。「学校

環境衛生」で入っている「パ

まず、建築基準法（施行令、

告示等を含む。）の「居室内に

おける化学物質の発散に対す

る衛生上の措置」に関連する
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ラジクロロベンゼン」は測定

対象ではないのでしょうか。

また、検査対象室（範囲）や

検査時期等が不明です、ご教

示ください。 

規定を遵守するものとしま

す。ご質問箇所の「…揮発性

有機化合物の室内濃度を「学

校環境衛生の基準」値以下で

ある…」を「…揮発性有機化

合物の室内濃度を「学校環境

衛生基準」値以下である…」

に変更します。なお、ご質問

の「パラジクロロベンゼン」

は対象外とし、その他の事項

については、「「学校環境衛生

の基準」の留意事項につい

て」に基づき、大学が決定す

るものとします。 

304 工事監理業務 47 2 6 (5)     

工事監理者は、常駐監理の必

要性はないものとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

常駐監理は必須ではありませ

んが、要求水準で「「国土交通

省告示第１５号（平成２１年

１月７日）別添一の２の一及

び別添一の２の二」に準拠し

て行うものとする。」と規定し

ていることに留意してくださ

い。 

305 
各業務の要求

事項 
48 2 6 (6) 3) ②   

文中に「大学が主催する説明

会等を場合・・・・」とあり

ますが、貴学が既に建設され

た外来棟、もしくは現在施工

されている中央診療棟解体工

事時の近隣説明等の開催実績

が御座いましたら情報開示い

ただけませんでしょうか。 

大学が主催する説明会等にあ

っては、関連法令等の規定に

基づいて実施しています。な

お、いわゆる「工事説明会」

は、原則として、事業者が主

催するものであることに留意

してください。 

306 各種申請業務 48 2 6 (8) 1)    

新中央診療棟の建築確認申請

とは別に建築確認申請を提出

するとの考え方でよろしいで

しょうか。その場合の行政上

の手続きは今回建築確認申請

に先立って一団地申請を提出

するとの手続きと考えてよろ

しいですか。 

番号２０１の回答を参照して

ください。 

307 各種申請業務 48 2 6 (8) 1)    

今回は計画通知または建築確

認申請のどちらと考えればよ

ろしいでしょうか。 

番号２０１の回答を参照して

ください。 

308 各種申請業務 48 2 6 (8) 1)    
建築確認申請上の建物用途を

ご教示ください。 

建築確認申請上の建物用途は

「大学」です。 

309 
引越に関する

事項 
48 2 6 (9)     

貴学側が行う什器備品等の引

越業務で輸送・据付後に電

気・水道・ガス管等との接続

が必要な什器備品等について

の接続は大学側が行うとの理

解で宜しいでしょうか。 

本事業とは別途に大学が行う

引越業務、備品等調達業務に

伴う電気、水道、ガス管等と

の接続は、事業者の業務範囲

外とします。 
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310 
引越に関する

事項 
48 2 6 (9)     

事業者が行う引越業務にて、

什器備品内に入っている物は

ない状態（空っぽの状態）で

引越するとの理解で宜しいで

しょうか。 

事業者が行う引越業務の対象

となる什器備品等は、内部に

物が入っていない状態（空っ

ぽの状態）とします。 

311 
引越に関する

事項 
48 2 6 (9)     

事業者が行う引越業務にて、

常温以外の温度管理が必要な

ものはないとの理解で宜しい

でしょうか。（実験・研究用の

試料等含む） 

事業者が行う引越業務の対象

となる什器備品等は、常温以

外の温度管理が必要なもの

（実験・研究用の試料等を含

む。）はないものとします。 

312 
引越に関する

事項 
48 2 6 (9) 1) ①   

「電気、水道、ガス管等との

接続が必要な備品等について

は接続を行い」とあります

が、接続を行う備品等につい

ては、ＰＣ等の容易に動かせ

るものを除いた、設置後に動

かせないもの、動かさないも

のを対象と考えて宜しいでし

ょうか。 

「電気、水道、ガス管等との

接続が必要な備品等について

は接続を行い、動作に差異の

ないことを確認すること。」の

対象となる什器備品等は、パ

ソコン等の容易に動かせるも

のを除いた、設置後に動かせ

ないもの、動かさないものと

します。 

313 
各業務の要求

事項 
48 2 6 (9) 1) ①   

文面内に「電気、水道、ガス

管等との接続が必要な備品等

については接続を行い、動作

に差異がないことを確認す

る」とありますが、【別表４】

にはパソコン等の機器が含ま

れますが、この場合の「動作

に差異」とはパソコン機器に

関しても考えられてますでし

ょうか 

番号３１２の回答を参照して

ください。 

314 
引越に関する

事項 
49 2 6 (9) 1) ①   

書籍等に関しても引越の対象

となるのでしょうか。対象と

なる場合には書籍数（段ボー

ル換算）をお示しください。

また、書籍等の段ボールへの

梱包は業務範囲外との理解で

宜しいでしょうか。 

書籍等に関するボリューム

は、段ボール箱換算３万箱と

なります。また、段ボール箱

への詰め込み、段ボール箱か

らの取り出しは、事業者の業

務範囲外とします。 

315 
各業務の要求

事項 
49 2 6 (9) 1) ②   

貴学が行う引越し業務におけ

る想定リスト等を開示するこ

とは出来ますでしょうか。ま

た、本業務において各室責任

者等との個別のスケジュール

打ち合わせ等の業務ではな

く、貴学責任者との引越し調

整が行われると考えても宜し

いですか。 

ご質問の前段について、本事

業とは別途に大学が行う引越

業務の対象となる什器備品等

の提示は予定していません

が、主な什器備品等について

は、【別表２ 各室（エリア）

の特殊条件等】、【別表３ 各室

（エリア）に設置する機器・

備品等】に含まれています。 

ご質問の後段について、本事

業とは別途に大学が行う引越

業務に関する事業者との打合

せ等については、ご質問にあ

るように大学の責任者が行う
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ようにします。 

316 
引越に関する

事項 
49 2 6 (9) 2) ②   

貴学側で行う引越業務の際に

建物や設備等への破損等が発

生した場合は、大学側の費用

負担で修繕するとの理解で宜

しいでしょうか。また、修繕

の時期は施設の引渡し済みで

あることを前提として平成３

３年４月１日以降を含めて事

業者と協議決定するものとの

理解で宜しいでしょうか。 

ご質問の前段について、本事

業とは別途に大学が行う引越

業務において、建物や設備等

への破損等が生じた場合の修

繕等については、大学の負担

とします。 

ご質問の後段について、前段

の修繕等の時期は、やむを得

ない部分について本施設の引

渡し後である場合も含めて、

大学と事業者と協議のうえ、

決定するものとします。番号

５７の回答を参照してくださ

い。 

317 留意事項 49 2 6 (9) 2) ②   

引越業務、備品等調達業務の

円滑な実施に協力いたします

が、事業者に責が無く、備品

搬入業者等に起因して引渡し

日に支障が出る場合は、責任

負担を除外させていただきま

すようお願いいたします。 

本事業とは別途に大学が行う

引越業務、備品等調達業務つ

いて、事業者は当該業務の円

滑な実施に協力（スケジュー

ル調整を含む。）するものとし

ていますが、事業者に帰責事

由のないスケジュールの遅れ

などは、大学の負担としま

す。 

318 
備品等調達に

関する事項 
49 2 6 (10)     

備品調達業務の業務内容にお

いて、什器備品の調達をリー

ス品とする事は可能でしょう

か。その場合、備品調達業務

として事業者がリース会社と

リース契約を締結し、所有権

移転時には大学へのリース契

約を承継すると考えてよいで

しょうか。 

本事業の備品等調達業務にお

ける什器備品等は、本施設の

引渡しと同時に大学に引き渡

すものであり、リース品とす

ることはできません。 

319 維持管理業務 50 3 2 (1)     

備品等に関する維持管理・修

繕・更新業務は含まれないと

考えてよろしいでしょうか？ 

本事業の備品等調達業務にお

ける「什器備品等」は、設置

に伴う不備及び初期対応等を

除いて、維持管理業務の対象

となりません。 

320 法令等の遵守 50 3 2 
(3) 

(4) 
    

維持管理業務計画書の作成と

ありますが、維持管理業務開

始予定日前に提出する維持管

理業務仕様書の中で、法令・

技術基準を満足する計画的内

容が記載してあれば、重複し

ますので維持管理業務計画書

の作成は不要と考えてよろし

いでしょうか 

「維持管理業務仕様書」は、

「要求水準書」及び維持管理

業務に関する事業者の提案書

に基づいて仕様をまとめたも

のであり、「年間維持管理業務

計画書」は、仕様以外に、実

施工程、実施体制、分担、資

格、連絡体制等をまとめたも

のです。したがって、「年間維

持管理業務計画書」において、

「維持管理業務仕様書」を転

用又は引用することは可能と
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しますが、双方とも作成する

ものとします。 

321 

千 葉 大 学 環

境・エネルギ

ーマネージメ

ンマニュアル

について 

50 3 2 (4) 5)    

エネルギーマネジメントマニ

ュアルに基づき環境保全活動

を推進とあり、要求水準（第

１章総則、３遵守すべき法令

等 及 び 適 用 す る 基 準 等 、

（２）、８））では、エネルギ

ーマネジメントマニュアルは

事業者が構内に事業所を置き

福利厚生施設の運営業務を実

施する場合に適用とありま

す。維持管理の業務範囲にお

いては環境・エネルギーマネ

ジメントへの協力と考えてよ

ろしいでしょうか。 

「千葉大学環境・エネルギー

マネジメントマニュアル」

は、事業者が構内に事業所を

置き福利厚生施設の運営業務

を実施する場合には適用する

ものとし、その他の維持管理

業務及び運営業務において

は、大学が実施する環境保全

活動の推進について、事業者

も積極的に協力（参加）する

ものとします。 

322 費用の負担 51 3 2 (9) 1)    

「、、、ただし、管球並びに衛

生消耗品、、、は、大学より支

給する」との記載があります

が、上記の管球にはＬＥＤの

管球も含まれるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

大学より支給する管球には、

ＬＥＤ管球も含まれるものと

します。 

323 費用の負担 51 3 2 (9) 1)    

「、、、ただし、管球並びに衛

生消耗品、、、及び発電施設の

燃料は、大学より支給する」

との記載がありますが、発電

施設の燃料は定期点検時に使

用した分の燃料も大学より支

給していただけるとの理解で

よろしいでしょうか。 

大学より支給する発電設備の

燃料には、定期点検時に使用

した燃料も含まれるものとし

ます。 

324 
更新等の業務

範囲 
52 3 2 (10) 2)    

念のため確認させて頂きます

が、大学の事情による内装変

更工事等を行った部分に関し

て経年劣化に伴う更新等は含

まれないとの理解で宜しいで

しょうか。含まれる場合には

当初の仕様等と異なるものに

関しては都度業務費用の見直

しが行われるとの理解で宜し

いでしょうか。 

大学の事由により内装変更等

を行った部分の経年劣化に伴

う更新等は、原則として、事

業者の業務範囲外とします。

ただし、当該部分の維持管理

業務については、合理的な範

囲内（例えば、事業者の業務

量・業務費の増減を伴わない

場合）であれば、大学と事業

者で協議のうえ、事業者の業

務範囲とすることができるも

のとします。 

325 
年度計画書の

作成・提出 
52 3 2 (10) 6)    

年間業務計画書の作成は、業

務範囲である建物・建築設備

保守、外構施設保守、清掃衛

生、警備の各業務を、業務毎

ではなく全業務の計画書とし

て、年度開始前に御提出する

と考えてよろしいでしょう

か。 

「業務仕様書」、「年間業務計

画書」、「業務報告書」は業務

ごとに作成するものとします

が、それらを一括して（まと

めて）提出することは、問題

ありません。なお、「業務仕様

書」、「年間業務計画書」は、

業務開始予定日の３０日前ま
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でに提出する必要がありま

す。 

326 
業務報告書の

作成・提出 
52 3 2 (10) 7)    

業務報告書類は大学のネット

環境を使用して、大学の管理

担当者に報告・提出すること

は可能でしょうか。 

事業者は、本事業において、

大学のネット環境を使用する

ことはできません。 

327 業務実施体制 52 3 2 (10) 8)    

業務実施体制の「総括責任者」

「業務責任者」「業務担当者」

はそれぞれ兼務した配置は事

業者の提案によって実施可と

いう理解で宜しいでしょう

か。 

「総括責任者」、「業務責任

者」、「業務担当者」の兼務

は、事業者の提案によるもの

とします。 

328 業務実施体制 
52 

62 

3 

4 

2 

2 

(10) 

(7) 

8) 

6) 

① 

① 
  

維持管理業務と運営業務それ

ぞれに総括責任者を選任する

ということでよろしいでしょ

うか。 

「維持管理業務」と「運営業

務」のそれぞれに「総括責任

者」を選任してください。た

だし、双方の「総括責任者」

の兼務を認めるものとしま

す。番号３２７の回答を参照

してください。 

329 業務実施体制 52 3 2 (10) 8) ①   

総括責任者及び業務責任者は

兼任する事は可能でしょう

か。 

番号３２７の回答を参照して

ください。 

330 

建物・建築設

備保守管理業

務 

54 3 3 (1)     

実施方針に関する質疑回答で

は什器備品は維持管理業務の

対象としないとありますが、

本要求水準においても同じと

考えてよろしいでしょうか。 

番号３１９の回答を参照して

ください。 

331 

建物・建築設

備保守管理業

務 

54 3 3 (1)     

本要求水準書の「別表３」「別

表４「別表５」に記載の物品

は維持管理業務の対象外でよ

ろしいでしょうか。 

番号２２５、３１９の回答を

参照してください。 

332 

建物・建築設

備保守管理業

務 

54 3 3 (2) 4)    

本施設の停電時に停電から３

０分以内に、何らかの原因で

仮設電源対応機器に供給でな

かった場合、維持管理業務に

対するペナルティは発生する

のでしょうか 

ご質問ような事態のペナルテ

ィ(減額ポイント)は、「事業契

約書（案）」の別紙１０の規定

に基づくものとなります。 

333 有資格者業務 54 3 3 (2) 5)    

電気主任技術者の公的選任は

大学が指定する資格者にて選

任するため本事業に含まれな

いということでよろしいでし

ょうか。 

電気主任技術者の公的選任

は、大学が行うものとし、事

業者の業務範囲外です。 

334 有資格者業務 54 3 3 (2) 5)    

防火管理者は大学側で選任さ

れますが、防火管理者の責務

としての消防計画や防災計

画、防災訓練等は、事業者の

業務範囲外として考えてよろ

しいでしょうか。 

防火管理者の責務について

は、大学が負担するものとし

ます。ただし、事業者は、防

火管理者が行う消防計画、防

災計画、防災訓練等に対し

て、積極的に協力かつ参加す

るものとします。 
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335 有資格者業務 54 3 3 (2) 5)    

有資格者業務について、電気

主任技術者は「大学が指定す

る資格者の指示・監督のもと

業務を実施する」とあります

が、大学側が選任するという

理解で宜しいでしょうか。 

番号３３３の回答を参照して

ください。 

336 
外構保守管理

業務 
56 3 4      

突発的な災害等で倒木や外構

部の破損等が発生した場合の

修繕等は、大学にてご対応頂

けると考えてよろしいでしょ

うか。 

当該突発的な災害等での倒木

や外構部の破損等の発生に伴

う対応業務が、事業者の維持

管理業務の範囲外である場合

は、大学の負担とします。事

業者の維持管理業務の範囲で

ある場合は、不可抗力による

も の と し 、「 事 業 契 約 書

（案）」別紙８の２が適用され

ることになります。 

337 
清掃衛生管理

業務 
57 3 5      

清掃従事者の控室ならびに清

掃時に使用する水光熱費は、

無償で貸与頂けると考えてよ

ろしいでしょうか。 

清掃従事者の控室ならびに清

掃時に使用する光熱水費（た

だし、通信費は除く。）は、無

償（大学の負担）とします。

第２章４(5) 1) ④、「入札説

明書」の第１章２５を参照し

てください。 

338 
清掃衛生管理

業務 
57 3 5 (1) 1)    

清掃衛生管理業務、（１）業務

の対象範囲に「医学系総合研

究棟の建物内及び共用部分

（職員駐車場を含む。）」との

記載がありますが、要求水準

別表１各室（エリア）の要求

水準の諸室表において共用部

分はどこに該当するのかご教

示ください。 

医学系総合研究棟の建物内に

おける清掃衛生管理業務の対

象範囲は、【別表１ 各室（エ

リア）の要求水準】の「清掃

の有無欄」を参照してくださ

い。なお、[◎] は、日常清

掃、定期清掃の箇所であり、

かつ、当該部屋に設置したゴ

ミ箱内のゴミを各階ゴミ置場

へ回収、集積する箇所です。

[○] は、定期清掃の箇所であ

り、ゴミを回収、集積する必

要はありません。なお、建物

外部のガラス面は、「清掃の有

無」にかかわらずすべてが事

業者の業務範囲となります。 

339 
清掃衛生管理

業務 
57 3 5 (1) 3)    

本要求水準書の「別表１」に

記載している清掃対象以外の

部屋については、使用者によ

る自主管理とし、本事業の範

囲外でよろしいでしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「清掃の有無欄」

に[◎]、[○] がない箇所の清

掃は、事業者の業務範囲外で

す。 

340 
清掃衛生管理

業務 
57 3 5 (1) 3)    

清掃対象以外の部屋について

も建物・建築設保守管理（床

の貼替、一般空調機器の点検

整備等）は維持管理業務内で

しょうか。 

「清掃衛生管理業務」以外の

維持管理業務については、本

施設のすべてが対象となりま

す。 

341 清掃衛生管理 57 3 5 (1) 3)    清掃作業は大学の業務に支障 具体的には決まっていません
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業務 のない時間帯にとあるが、具

体的に何時から何時までと考

えればよろしいでしょうか。 

が、日常清掃、比較的軽易な

定期清掃については、休日・

早朝・夜間等ではなく、例え

ば、８時３０分から１７時１

５分の間に行えるよう、大学

は柔軟に対応するものとしま

す。具体的には、大学と事業

者で協議のうえ決定するもの

とします。 

342 
清掃衛生管理

業務 
57 3 5 (3) 3)    

廃薬品、実験廃棄物等は大学

職員ならびに学生により適切

な分別を行い各フロアのゴミ

集積スペースではなく建物全

体を集約する１階屋外ゴミ庫

集積場の所定区画に運んで頂

けると考えてよろしいでしょ

うか。 

番号２１８の回答を参照して

ください。 

343 
清掃衛生管理

業務 
59 3 5 (6)     

管球、トイレットペーパー及

び水石鹸などの消耗品は大学

より支給とありますが、ごみ

箱用のごみ袋や雨天時の傘袋

も大学から支給と考えてよろ

しいしょうか。又、その他支

給頂ける消耗品があればご教

示願います。 

大学が必要と認めれば、ごみ

箱用のごみ袋、雨天時の傘袋

についても、大学より支給す

るものとします。 

344 
廃 棄 物 の 収

集・集積 
59 3 5 (8)     

廃棄物のうち実験排水の回収

された廃水や排水処理槽の引

抜汚泥は大学側の負担か事業

者側の負担かご教示くださ

い。 

実験排水の回収された排水、

廃水処理槽の引抜汚泥の処理

は、大学の負担とします。番

号２１８の回答を参照してく

ださい。 

345 
清掃衛生管理

業務 
59 3 5 (8) 1)    

業務の対象から、感染性廃棄

物と粗大ゴミが除外されてお

りますが、左記廃棄物は、不

特定の者が入れ替わり使用す

る部分（各階ゴミ置場のゴミ

を含む）から、１階のゴミ置

場まで運搬・集積する廃棄物

も含まれる（業務対象外）と

いう理解でよろしいでしょう

か。 

番号２１８の回答を参照して

ください。なお、一般廃棄物

（可燃ゴミ、資源ゴミ（ビ

ン・カン・ＰＥＴボトル・古

紙類））は、感染性廃棄物や粗

大ゴミには該当しないものと

し、その（一般廃棄物）分

別、保管、収集、運搬等は、

事業者の業務範囲となりま

す。 

346 
清掃衛生管理

業務 
59 3 5 (8) 1)    

清掃対象箇所について、時間

帯によって入室制限がある諸

室がございましたらその場所

と、入室可能時間帯をご教示

ください。また清掃対象範囲

外箇所がございましたらご教

示ください。 

ご質問の前段について、番号

３４１を参照してください。 

ご質問の後段について、番号

の３３８の回答を参照してく

ださい。 

347 
廃 棄 物 の 収

集・集積 
59 3 5 (8) 2) ②   

清掃対象の部屋とは「別表

１」に記載している日常清掃

の対象となる部屋（◎印）を

番号の３３８の回答を参照し

てください。なお、[◎] の部

屋へのゴミ箱は、一般居室で
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指すのでしょうか。 ある講義室、セミナー室、会

議室等には設置しないで、シ

ャワー室、トイレ、湯沸室等

には設置するなど、必要最小

限とする予定です。 

348 
廃 棄 物 の 収

集・集積 
59 3 5 (8) 2) ②   

各部屋に設置するゴミ箱の調

達は本事業の範囲外ですが、

各部屋に分別用ゴミ箱を設置

していただけるのでしょう

か。 

各部屋に設置するゴミ箱の調

達は大学の負担とし、各階ゴ

ミ置場に設置するゴミ箱の調

達は、事業者の業務範囲とし

ます。 

349 
廃 棄 物 の 収

集・集積 
59 3 5 (8) 2) ②   

清掃対象の部屋にあるゴミ箱

内のゴミの回収とは部屋毎に

設置された集積用ゴミ箱（原

則１ヶ所）からのゴミ回収で

よろしいでしょうか。 

番号３３８、３４７の回答を

参照してください。 

350 警備業務 60 3 6 (3)     

「警備業務」と記載されてい

ることから警備業法上の警備

員の配置が必要と思われます

が、本施設では警備員の配置

は不要であり、機械警備及び

防災センターの管理要員にて

対応するとお考えなのでしょ

うか。 

大学としては、警備業法上の

警備員を配置することなく、

防災センターの管理要員、監

視要員により、ご質問箇所の

「(3) 要求水準」を満たせる

ものと理解していますが、具

体的には、入札参加者の提案

によるものとします。番号１

８８の回答を参照してくださ

い。 

351 警備業務 60 3 6 (3) 1)    

異常信号を受信した場合、既

設の門衛所への通報を行うと

ありますが、非常の際には既

設の門衛所の警備員が本施設

へ出動し協力対応を行うとい

うことでしょうか。 

番号２６５の回答を参照して

ください。 

352 警備業務 60 3 6 (3) 1)    

異常信号を受信した場合、既

設の門衛所への通報を行うと

ありますが、非常の際には既

設の門衛所の警備員が本施設

へ出動し協力対応を行うこと

が想定されます。その場合の

既設門衛所の警備員の対応費

用は本事業の範囲外と考えて

よろしいでしょうか。 

番号２６５の回答を参照して

ください。なお、既設の門衛

所の要員にかかる経費等は、

すべて大学の負担とします。 

353 
警備業務要求

水準 
60 3 6 (3) 1)    

既設の門衛所への通報を行う

と記載ありますが、既設の門

衛所の警備員の配置時間・人

数をご開示いただけますでし

ょうか。また、本事業施設も

構内巡回の対象となるのでし

ょうか。何か連携が必要な事

項はございますでしょうか。 

ご質問の前段について、現段

階での、既設の門衛所の要員

の配置時間は１７時１５分か

ら８時３０分で、配置人数は

２人（夜間の仮眠を認める勤

務体制）です。 

ご質問の中段について、亥鼻

キャンパス全体の構内巡回は

実施していますが、例えば、

医学系総合研究棟など、個々
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の施設を対象とした巡回では

ありません。 

ご質問の後段について、大学

の提示する要求水準を満たす

ことでよいものとし、これを

超える内容については、入札

参加者の提案によるものとし

ます。 

354 警備業務 60 3 6 (3) 4)    

警備業務は２４時間３６５日

機械警備とありますが、本施

設内の防災センターには昼は

設備運転員を事業者側で配置

しますが、夜間の異常信号

は、事業者側の施設維持管理

会社あるいは警備会社へ異常

信号を飛ばすシステムでよろ

しいでしょうか。例えばキャ

ンパス内の総合管理事務所等

へ異常信号を飛ばす必要はな

いものとの理解でよろしいで

しょうか。 

ご質問の前段（防災センター

の体制）について、番号１８

８の回答を参照してくださ

い。なお、番号１８８の回答

で「平日の昼間はもとより、

休日・夜間（２４時間・３６

５日）も対応すること。」と規

定していますが、このことは

中央監視室の「監視要員」を

２４時間・３６５日配置する

ということでなく、夜間は

「管理要員」あるいは「警備

要員」を配置することでもよ

いものとします。 

355 警備業務 60 3 6 (3) 4)    

２４時間３６５日機械警備と

ありますが、本要求水準書Ｐ

２６～Ｐ２７に記載のＩＣカ

ード錠システムの設置及び運

用のことを指すと考えてよろ

しいでしょうか。 

番号１８８の回答を参照して

ください。 

356 警備業務 60 3 6 (3) 4)    

２４時間３６５日機械警備と

ありますが、本要求水準書Ｐ

２６～Ｐ２７に記載のＩＣカ

ード錠システムだけでなく窓

枠センサーや空間センサー等

の設置が必要でしょうか。 

番号１８８の回答を参照して

ください。なお、医学系総合

研究棟は、基本的には、２４

時間において無人となる時間

帯はない（最終退館者がいな

い）ことを想定しています。 

357 警備業務 60 3 6 (3) 6)    

「６）以下の業務について防

災センターの管理要員等での

対応とすること。」との記載が

ありますが、休日、夜間にお

けるＩＣカード非保持者への

対応や、電話及び来訪者への

対応が必要となっています

が、防災センターの管理要員

等は基本的に３６５日２４時

間体制で対応するとの理解で

よろしいでしょうか。 

番号１８８、３５４の回答を

参照してください。 

358 警備業務 60 3 6 (3) 6)    

記載の防災センターの管理要

員等で対応する業務項目につ

いては警備業法上に定める警

備員による対応ではなく、防

災センターに勤務する建物・

番号１８８、３５０、３５５

の回答を参照してください。 
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設備の管理要員の対応でも良

いということでしょうか。 

359 警備業務 60 3 6 (3) 6) ①   

大学で想定されている施解錠

業務の時間帯をご教示願いま

す。 

現段階では、開錠７時、施錠

１９時を予定しています。 

360 
警備業務要求

水準 
60 3 6 (3) 6) ①   

「大学で設定した時間によ

り、施錠及び開錠の業務を行

う」とありますが、大学側で

想定している本事業の施錠・

開錠箇所、また当該箇所の想

定施錠・開錠時館がありまし

たらご教示ください。 

ご質問の前段について、現段

階では、１階、４階の外部か

らの（原則としてすべての）

出入口を想定しています。 

ご質問の後段について、番号

３５９の回答を参照してくだ

さい。 

361 警備業務 60 3 6 (3) 6) 
③ 

④ 
  

休日、夜間とは具体的にいつ

のことを指すのでしょうか。

日（曜日）と時間帯をご教示

願います。 

休日とは大学の定める日（基

本的には、土、日、祝日、休

日）であり、夜間とは、現段

階では、１７時１５分から８

時３０分のことです。 

362 警備業務 60 3 6 (3) 6) ③   

休日、夜間以外（平日、昼

間）は正面玄関のエントラン

スは開放（無施錠）とし、出

入り管理等は行わなず、ＩＣ

カードを所持しない者も入館

可能と考えてよろしいでしょ

うか。 

現段階では、休日、夜間以外

は、１階、４階の外部からの

（原則としてすべての）出入

口を開放（無施錠）とし、出

入り管理等は行わなず、ＩＣ

カードを所持しない者も入館

可能とする予定です。 

363 
警備業務要求

水準 
60 3 6 (3) 6) ③   

休日、夜間の対応は頻繁に発

生しますでしょうか。また、

大学担当者様に確認いただく

必要があるとのことですが、

ご担当者様は夜間、休日もい

らっしゃるのでしょうか。 

ご質問の前段について、休

日、夜間の対応は、頻繁には

発生しません。 

ご質問の後段について、夜

間、休日においても連絡が取

れる体制としています。 

364 その他 60 3 7 (1)     

本施設の使用開始から２年目

までは、通常の建物・建築設

備保守管理業務以外に、ＬＣ

Ｃを低減するための施設運用

方法などについて、専門的な

立場から各種の支援を行う。

とありますが、具体的な支援

方法について教えてくださ

い。 

本施設の供用開始の段階にお

ける、ＬＣＣを主目的とした

設備機器等の諸設定や調整を

想定していますが、具体的に

は、入札参加者の提案による

ものとします。 

365 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3      

念のため確認させて頂きます

が、本業務の業務責任者及び

業務担当者は他の業務と兼任

で良いとの理解で宜しいでし

ょうか。 

「業務責任者」、「業務担当

者」の他業務にまたがる兼任

を妨げるものではありませ

ん。 

366 

プロジェクト

研究スペース

運営業務対象

範囲 

63 4 3 (2) 1)    

プロジェクト研究スペースの

賃貸対象件数（請求等業務の

対象件数）は最大何件でしょ

うか。 

【参考図】において水色で表

記した「プロジェクト研究ス

ペース」が対象となり、面積

（専有面積）は１,４４７㎡と

なります。 
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367 

プロジェクト

研究スペース

運営業務対象

範囲 

63 4 3 (2) 1)    

参考図ではプロジェクト研究

スペースの実験室は研究室よ

り少ないですが、実験室の一

部は各入居団体との共用とい

うことでしょうか。 

「プロジェクト研究スペー

ス」を借りるのは、原則とし

て、千葉大学医学部の各領域

（の教員）です。「プロジェク

ト研究スペース」以外で割り

振られている研究室、実験室

等で不足する場合などにおい

て、「プロジェクト研究スペー

ス」を借りるものであり、必

ずしも、研究室３スパン、実

験室２スパン（又は３スパ

ン）のセットとは限りませ

ん。最小の貸出し単位は、１

室からとなります。 

368 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3 (2) 2)    

業務量に影響しますので、プ

ロジェクト研究スペース利用

者の入れ替え頻度の想定をご

教示ください。 

原則として、５年間隔での見

直し（入替え）を行う予定で

すが、その場合でも、多くが

現状での更新となることを想

定しています。 

369 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3 (2) 2)    

プロジェクト研究スペース運

営業務について、想定される

一ヶ月の各業務対応頻度があ

りましたらご教示頂けますで

しょうか。 

本施設の供用開始の段階こ

そ、一定の業務量が発生する

ことが予測されますが、通常

時における「プロジェクト研

究スペース運営業務」の業務

発生頻度は、そんなに高くな

い（ほとんど発生しない）こ

とを想定しています。なお、

具体的には、入札参加者の提

案によって変わることも考え

られます。 

370 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3 (2) 2) ①   

許可事務等の事務処理業務、

とありますが、許可基準等、

プロジェクト研究スペースの

運用規定は大学が作成するも

のと考えてよろしいでしょう

か？ 

許可基準等、「プロジェクト研

究スペース」の運用規定は、

原則として、大学が作成する

ものとしますが、民間的な視

点からの事業者の提案につい

ても、可能な範囲で反映させ

る予定です。 

371 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3 (2) 2) ①   

プロジェクト研究スペース運

営業務に「許可事務等の事務

処理業務」がありますが、当

該許可や許可変更、更新、解

除を実施する大学の共通シス

テム等の整備はありますでし

ょうか。本許可など業務は当

該システムを使用し対応する

という理解で宜しいでしょう

か。 

番号３６９の回答にもあるよ

うに、通常時における「プロ

ジェクト研究スペース運営業

務」の業務発生頻度は、そん

なに高くない（ほとんど発生

しない）ことから、紙ベース

とともに、ＰＣの既成アプリ

ケーション（ＥＸＣＥＬ等）

を活用する程度であり、専用

のシステムはありません。 

372 

プロジェクト

研究スペース

運営業務 

63 4 3 (2) 2) ③   

業務量に影響しますので、プ

ロジェクト研究スペースの現

在の利用者対応業務の具体的

番号３６７の回答を参照して

ください。 
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な内容をご教示ください。 

373 

プロジェクト

研究スペース

運営業務要求

水準 

63 4 3 (5)     

本業務に従事する体制を検討

するため、より具体的な業務

内容や業務発生頻度等をご教

示いただけないでしょうか。

大学内で現在同様の業務を行

っているようでしたら、現体

制（従事者数、勤務体制等）

もご教示いただけないでしょ

うか。 

番号３６６～３７１の回答を

参照してください。 

374 
職員駐車場運

営業務 
63 4 5 (2) 2)    

業務量に影響しますので、職

員駐車場利用者の入れ替え頻

度の想定をご教示ください。 

許可（更新を含む。）は、原則

として年度単位としますが、

使用者の異動や本人都合等に

より、年度途中での新規使用

や解除もあり、その場合は、

月割りでの許可（精算）とし

ます。なお、現段階では、使

用者からの徴収は現金とし、

大学への入金は、徴収の翌月

末までに、大学が指定する口

座に振り込むものとする予定

です。 

375 
職員駐車場運

営業務 
63 4 5 (2) 2) ③   

業務量に影響しますので、職

員駐車場の現在の利用者対応

業務の具体的な内容をご教示

ください。 

番号３７４の回答を参照して

ください。 

376 
福利厚生施設

運営業務 
64 4 4 (4) 4)    

福利厚生施設の運営業務につ

いて、社会環境の変化等が生

じた場合には、要求水準の内

容変更に係る協議に応じてい

ただけませんでしょうか？ 

基本的には、ご質問箇所の

「4) 運営内容の変更」の規定

に基づくものとしますが、供

用開始から３年以内であって

も、主として利用者のニーズ

に配慮する観点（現状とニー

ズが合っていないなど）か

ら、大学が、運営内容の変更

等を促すとともに、このこと

について、大学と事業者が協

議のうえ方針を定めることも

あり得ます。 

377 
福利厚生施設

運営業務 
64 4 4 (4) 4)    

福利厚生施設の運営業務につ

いて、将来的に学生数の大幅

減少等により事業が成立しな

くなった場合には、中止の協

議に応じていただけませんで

しょうか？ 

大学としては、事業期間内に

おける学生数の大幅な減少等

は想定していませんが、仮

に、そのような事態が発生し

た場合には、ご質問箇所の

「4) 運営内容の変更」の規定

に基づくとともに、福利厚生

施設運営業務の規模縮小や中

止についても協議できるもの

とします。 

378 費用等 65 4 4 (5)     
現時点での建物貸付料は１６,

７２１円／年・㎡とあります

大学としては、建物貸付料が

改定されたとしても、事業者
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が、貸付料が変動する場合に

は要求水準書及び事業者提案

に関して、見直しした貸付料

に合わせた事業計画に見直し

できるとの理解で宜しいでし

ょうか。基本はご提案した事

業内容の継続を前提として検

討いたします。 

の事業計画を変更しなければ

ならないほどの改定はないも

のと考えていますが、仮に、

そのような事態が発生した場

合には、ご質問箇所の「4) 運

営内容の変更」の規定に基づ

くとともに、福利厚生施設運

営業務の事業計画の見直しに

ついても協議できるものとし

ます。 

379 
職員駐車場運

営業務 
66 4 5      

念のため確認させて頂きます

が、本業務の業務責任者及び

業務担当者は他の業務と兼任

で良いとの理解で宜しいでし

ょうか。 

番号３６５の回答を参照して

ください。 

380 
職員駐車場運

営業務 
66 4 5 (2) 2)    

職員駐車場の運用方法につい

て、現在の運用方法（料金徴

収方法・頻度、利用許可管理

方法・頻度、利用者対応の実

施方法・過去の事例・想定さ

れる対応・頻度）をご教示頂

けますでしょうか。 

番号３７４の回答を参照して

ください。なお、内容が定期

契約での駐車場であること、

対象が学内の教職員等である

ことから、利用者対応はほと

んどありません。 

381 
職員駐車場運

営業務 
66 4 5 (2) 2) ①   

許可事務等の事務処理業務、

とありますが、許可基準等、

職員駐車場の運用規定は大学

が作成するものと考えてよろ

しいでしょうか？ 

許可基準等、「職員駐車場」の

運用規定は、原則として、大

学が作成するものとします

が、民間的な視点からの事業

者の提案についても、可能な

範囲で反映させる予定です。 

382 
職員駐車場運

営業務 
66 4 5 (2) 2) ②   

職員駐車場の一ヶ月の想定徴

収額がありましたらご教示頂

けますでしょうか。 

年間で約６万円を想定してい

ますが、変更はあり得ます。 

383 

職員駐車場運

営業務要求水

準 

66 4 5 (4)     

本業務に従事する体制を検討

するため、大学内で現在同様

の業務を行っているようでし

たら、現体制（従事者数、勤

務体制等）もご教示いただけ

ないでしょうか。 

番号３７４、３８０～３８２

の回答を参照してください。 

384 

事業者提案に

よる運営業務

（任意） 

67 4 6      

本施設に関し、大学が別途独

自に提案した業務を公募する

ことはない、との認識でよろ

しいでしょうか？ 

ご質問の趣旨が分かりかねま

すが、原則として、事業者提

案による運営業務（任意）と

競合する業務を、大学が本事

業とは別途に発注することは

ないとしても、その他の運営

業務については、教職員等の

ニーズに合わせて、大学が本

事業とは別途に発注すること

はあり得ます。 

385 
業務内容の変

更 
67 4 6 (3) 3)    

事業者提案による運営業務の

開始３年を経過した４年目以

ご質問の前段について、基本

的には、ご質問箇所の「3) 運



 (７２) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

降であれば、「業務内容及び業

務時間の変更について大学と

協議できるものとする」とあ

りますが、例えば事業者の業

績不振等の理由で事業者側よ

り退去の申し立を行う事は可

能でしょうか。 

またその場合、次の入店先は

事業者側で調達してくる理解

でよろしいでしょうか。 

営内容の変更」の規定に基づ

くものとしますが、供用開始

から３年以内であっても、主

として利用者のニーズに配慮

する観点（現状とニーズが合

っていないなど）から、大学

が、運営内容の変更等を促す

とともに、このことについ

て、大学と事業者が協議のう

え方針を定めることもあり得

ます。 

ご質問の後段について、番号

２２の回答を参照してくださ

い。 

386 
民間付帯施設

（任意）事業 
68 5 2 (1)     

借地面積は資料３で示された

範囲の一部でもよろしいでし

ょうか？ 

「入札説明書」第１章６(4) 

2) ②アａの「ⅱ 民間付帯施

設（任意）」の規定（…なお、

大学が提示する事業場所につ

いて、選定事業者は自らの提

案内容に応じて、そのすべて

か一部かを選択できるものと

する。）の規定が適用されま

す。なお、当該地形（土地の

形状）については、大学と事

業者で協議のうえ決定するも

のとします。 

387 事業の範囲 68 5 3      

民間付帯施設（任意）に事業

範囲（１）から（４）まで記

載されていますが、各業務に

ついてはＳＰＣが直接行うの

ではなく、ＳＰＣから各業務

を主なう企業に業務委託（請

負）するとの理解でよろしい

でしょうか。 

ご質問箇所の(1)、(2)、(4)の

業務を実際に実施する者につ

いては、大学の業務等に影響

を与えないことを条件に、事

業者の判断によるものとしま

す。なお、(3)については、民

間付帯施設（任意）事業に当

たる者が実施する必要があり

ます。番号２２の回答を参照

してください。 

388 
民間付帯施設

（任意）事業 
68 5 3      

民間付帯施設（任意）事業に

おいて、事業場所のインフラ

整備内容（給排水、ガス等）

と、地盤調査内容の詳細が分

かる資料をご開示いただけま

せんでしょうか。 

番号１２の回答を参照してく

ださい。 

389 事業の範囲 68 5 3 (1)     

民間付帯施設（任意）の設計

において、本施設は通常の確

認申請との理解でよろしいで

しょうか。この場合、大学キ

ャンパス内にＳＰＣが所有す

る施設の設計、建設する場合

の注意点（特別な手続き、許

認可等）がございましたらご

ご質問の前段について、番号

１５８の回答を参照してくだ

さい。なお、建築基準法上の

手続は、確認申請になるもの

と理解していますが、具体的

には、特定業政庁との協議に

よるものとします。 

ご質問の後段について、ご質



 (７３) 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質問 回答 

教示ください。 問箇所の「３ 事業の範囲」の

「※ 民間付帯施設（任意）の

施設整備業務、維持管理業

務、運営業務、解体撤去業務

に当たっては、関連法令等を

遵守するとともに、大学担当

者と十分に協議の上、大学の

確認を得た上で実施するこ

と。」の規定に基づくことにな

ります。なお、当該協議は、

事業者の提案及び自主性を尊

重することを前提とし、必要

な範囲に限るものとします。 

390 民間付帯施設 68 5 5 (1)     

例えば、千葉大学のマスコッ

トキャラクターを使用したグ

ッズの販売を計画した場合 

使用許可及び販売許可は無償

提供でしょうか。 

また、すべての売上は、事業

者収入という理解でよろしい

でしょうか。 

ご質問の「千葉大学のマスコ

ットキャラクターを使用した

グッズの販売」について、類

似の先行事例では、ロイヤル

ティーを徴収していますが、

個別の事案に応じて判断する

こととなります。 

391 
運営内容の変

更 
69 5 5 (3)     

運営内容の変更についての記

載がありますが、どうしても

収支が合わず事業継続が困難

な場合、本事業の契約解除を

事業者側から申し入れる場合

の 違 約 金 は 、 事 業 契 約 書

（案）第８６条２項の事業者

の債務不履行とみなされる場

合の違約金の適用がなされる

との理解でよろしいでしょう

か。 

民間付帯施設事業における事

業者の債務不履行で、本契約

のうち民間付帯施設事業に関

する部分の全部又は一部が解

除された場合の違約金として

は、「事業契約書（案）」第８

６条第２項の規定が適用され

ます。番号６６５、６６６の

回答を参照してください。 

392 

＜民間付帯施

設（任意）事

業＞ 

69 5 6      

民間付帯施設の土地の貸付料

は２,１０１円（消費税を含ま

ない）／年・ｍ２とあります

が、提案施設の建築面積が対

象となるという理解でよろし

いでしょうか。 

事業者が専有する土地の面積

を対象とします。 

393 費用等 69 5 6      

現時点での建物貸付料は２,１

０１円／年・㎡とあります

が、貸付料が変動する場合に

は要求水準書及び事業者提案

に関して、見直しした貸付料

に合わせた事業計画に見直し

できるとの理解で宜しいでし

ょうか。基本はご提案した事

業内容の継続を前提として検

討いたします。 

大学としては、土地貸付料が

改定されたとしても、事業者

の事業計画を変更しなければ

ならないほどの改定はないも

のと考えていますが、仮に、

そのような事態が発生した場

合には、ご質問箇所の「4) 運

営内容の変更」の規定の基づ

くとともに、民間付帯施設

（任意）事業の事業計画の見

直しについても協議できるも

のとします。 
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＜④要求水準書／別表・資料等に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

394 
自然採光につ

いて 
別1      

自然採光が必要な室が記載さ

れていますが、参考図のプラ

ンでは下層のメカニカルバル

コニーに面した室は建築基準

法上では採光無窓の居室とな

っていると見受けられます。 

自然採光とは建築基準法上の

採光とは別と考えてよろしい

でしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「自然採光」は、

建築基準法上の採光とは別の

ものです。 

395 
１０階代謝生

理学領域 
別1      

別表１１０階４３代謝生理学

実験室：１９㎡、実験室（Ｐ

１）：７１㎡と記載があります

が、参考図では、実験室：７

１㎡、実験室（Ｐ１）：１９㎡

と読み取れます。参考図を正

と考えてよろしいでしょう

か。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「１０階４３代謝

生理学 実験室：１９㎡、実験

室（Ｐ１）：７１㎡」を「１０

階４３代謝生理学 実験室：７

１㎡、実験室（Ｐ１）：１９

㎡」に修正します。 

396 
１０階粘膜免

疫学領域 
別1      

別表１１０階４７粘膜免疫学

に７１㎡の実験室が２室記載

されていますが、参考図には

１室のみ計画されています。

参考図を正と考えてよろしい

でしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「１０階４７粘膜

免疫学 実験室７１㎡×２室」

を「１０階４７粘膜免疫学 実

験室７１㎡×１室」に修正し

ます。 

397 
１１階免疫細

胞医学領域 
別1      

別表１１１階３７免疫細胞医

学分子生物学実験室（Ｐ２）

について、参考図では分子生

物学実験室（Ｐ１Ａ）と記載

されております。ＢＨＬはど

ちらが正とすればよいでしょ

うか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「１１階３７免疫

細胞医学 分子生物学実験室

（Ｐ２）」を「１１階３７免疫

細胞医学 分子生物学実験室

（Ｐ１Ａ）」に修正します。 

398 
１１階腎臓内

科学領域 
別1      

参考図１１階平面図１８腎臓

内科学のエリアに、医学部管

理室（実験室）の記載があり

ますが、別表１には記載があ

りません。計画は任意と考え

てよろしいでしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】に「１１階 医学部管

理室（実験室）」を追記しま

す。各項目の要求水準は、他

の階の「医学部管理室（実験

室）」と同じです。 

399 

別 表 １ 各 室

（エリア）の

要求水準 

別1      

各室（エリア）の要求水準に

は、ＳＰＣが使用できる諸室

がないように思われますが、

ＳＰＣ業務従事者の更衣室、

休憩室あるいは事務室（運営

業務を行う人員等を配置する

スペース）はどの諸室を利用

可能なのかご教示ください。

あるいは、ＳＰＣとして必要

「要求水準書」の第２章４(5) 

1) ④を参照してください。な

お、これ以外にも必要な諸室

を提案することも可能です。 
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番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

な諸室を加えることが可能で

しょうか。 

400 

別 表 １ 各 室

（エリア）の

要求水準 

別1      

ＳＰＣ業務にて必要な諸室を

設置する場合、家具・備品を

除き本施設として大学の費用

にて整備していただけるもの

との理解でよろしいでしょう

か。 

番号３９９の回答を参照して

ください。なお、当該諸室の

光熱水費は大学の負担とし、

什器備品等、通信費は、事業

者の業務範囲です。 

401 

別 表 １ 各 室

（エリア）の

要求水準 

別1      

ＳＰＣ業務にて必要な諸室を

設置する場合、使用料の支払

いはあるのでしょうか。ご教

示ください。 

番号３９９、４００の回答を

参照してください。 

402 

各 室 （ エ リ

ア）の要求水

準凡例 

別1      

（ａ）一般事項７.清掃の有無 

記載に従い、【別表１】各室

（エリア）の要求水準を確認

しましたが、当該記載が見当

たりませんでした。清掃対象

範囲は別表１のどの部分を確

認すれば良いのでしょうか。

清掃対象箇所の分かる資料を

ご教示ください。 

番号３３８の回答を参照して

ください。 

403 【別表１】 別1      

放射線遮蔽の必要な諸室があ

るようでしたらご提示くださ

い。 

「１階６２ＲＩ室関連」、「１

階６４法医解剖室関連 ＣＴ

室、ＣＴ操作室」が該当しま

す。 

404 【別表１】 別1      

防液堤を必要とする諸室等が

ありましたらご提示くださ

い。 

該当する部屋はありません。 

405 【別表１】 別1      

要求水準凡例における床荷重

の解説で説明のある「集密書

架」の荷重は、どの程度の物

かをお示しいただけますでし

ょうか。 

「建築構造設計指針」（文科省

大臣官房文教施設企画部平成

２１年版）の表４.２積載荷重

「可動書架を設ける書庫」を

適用します。番号１５６の回

答を参照してください。 

406 【別表１】 別1      

「機器類」「実験器具類」の積

載荷重への均し方、また床

用、小梁用、架構用、地震用

積載荷重への展開方法につい

てはどのように考えれば宜し

いでしょうか。 

建築構造設計指針（文科省大

臣官房文教施設企画部平成２

１年版）の表４.２実験室にな

らうものとします。ただし、

【別表３ 各室（エリア）に設

置する機器・備品等】に重量

記載のある特殊な実験器具

は、必要に応じて補強を行う

ものとします。 

407 
【別表１】凡

例 
別1      

Ｆ２（ＯＡフロア）の高さを

ご提示ください。 

Ｆ２（ＯＡフロア）の高さ

は、通常の（一般的な）事務

室等として特段問題がないも

のとし、具体的には、事業者

の提案によるものとします。 
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番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

408 
【別表１】凡

例 
別1      

Ｆ３（フリーアクセス）の高

さをご提示ください。 

Ｆ３（ＯＡフロア）の高さは

２００mm程度とします。 

409 維持管理業務 別1      

実施方針に関する質問回答の

番号２６に研究室、実験室、

事務室等は清掃衛生管理業務

の対象外の旨の回答がござい

ますが、【別表１】１Ｆ６２Ｒ

Ｉ室関連の第１～３実験室は

「清掃の有無」に○が記載さ

れています。定期清掃は実施

するとのお考えでしょうか。 

清掃衛生管理業務の対象は

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】によるものとしま

す。番号３３８の回答を参照

してください。 

410 
ドラフトチャ

ンバー数量 

別1 

別5 
     

【別表１】各室の要求水準の

ＤＣ設置対象室（５５室）と

【別表５】備品等調達業務対

象什器備品等一覧表のＤＣ数

量（４９台）が異なります

が、６台は引越什器備品に含

まれる理解で宜しいでしょう

か。 

ドラフトチャンバーの設置数

量は【別表１ 各室（エリア）

の要求水準（５５台）】による

ものとします。 

411 

安全キャビネ

ット、クリー

ンベンチの所

掌 

別1 

別7 
     

【別表７】工事区分表におい

て【別表１】各室の要求水準

に記載の安全キャビネットお

よびクリーンベンチの所掌の

記載がありませんが、引越什

器備品に含まれる理解で宜し

いでしょうか。またその場合

各機器の仕様をご教示下さ

い。 

ご質問の「安全キャビネッ

ト」、「クリーンベンチ」は、

大学の負担とします。なお、

当該「安全キャビネット」、

「クリーンベンチ」が、事業

者の業務範囲の引越業務に含

まれている場合は、当然に、

当該引越業務は事業者の業務

範囲となります。 

412 実験排水 別1    上段  

（ｅ）給排水衛生設備に実験

排水の項目がありますが，要

求水準書ｐ.８第２章２（３）

５）②に記載の「その他実験

排水」にあたる項目がありま

せん。排水管にて改修し排水

処理を行う実験排水系統は無

く、実験排水は全て利用者に

よる原液及び二次洗浄までの

廃液回収と考えてよろしいで

しょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「排水欄」の「実

験欄」と「要求水準書」第２

章２(3) 5)の「② …その他実

験排水…」は、同一のもの

（内容）です。 

413 

１ＦＣＡＬ手

術室間仕切に

ついて 

別1   1   

別表１のＣＡＬ手術室１と２

には移動間仕切りで２分割と

記載があります。 

参考図では壁による間仕切り

のような表記ですが、該当部

分を移動間仕切とし、壁によ

る間仕切りは不要と考えてよ

ろしいでしょうか。 

ご質問の箇所について、【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件

等】、【参考図】のとおりとし

ます。【別表１ 各室（エリ

ア）の要求水準】の「１階６

３Ａ ＣＡＬ手術室１、ＣＡＬ

手術室２」の「移動間仕切

欄」にある「２分割」を削除

します。 

414 各 室 （ エ リ 別1   1 下段  ＣＡＬ解剖室から解剖実習 「ＤＦ」は、ダウンフローと



 (７７) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

ア）の要求水

準 

室、及び解剖室１、解剖室２

の換気階数欄に（ＤＦ）と記

載されていますが、括弧書き

とされている理由をご教示く

ださい。 

いう意味です。換気回数では

ないため括弧書きとしていま

す。 

415 

各 室 （ エ リ

ア）の要求水

準 

別1   1 下段  

解剖室１、解剖室２のＢＳＬ

欄に（Ｐ３）と記載されてい

ますが、それぞれ括弧書きと

されている理由をご教示くだ

さい。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「１階５４法医解

剖室関連 解剖室１、解剖室

２」の「ＢＳＬ欄」にある

「（Ｐ３）」を削除します。 

416 

各 室 （ エ リ

ア）の要求水

準 

別1   1 中段  

ＲＩ室関連の実験排水で黒丸

●になっている欄があります

が、これは全てＲＩ管理エリ

アの排水と言う意味でしょう

か。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の【１階６２ＲＩ室

関連】の「排水欄」の「実験

欄」にある「●」はすべてＲ

Ｉ管理エリアの排水というこ

とです。 

417 
低温室の湿度

条件 
別1   13   

低温室の湿度条件は「成行

き」と考えて宜しいでしょう

か。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の【１１階４８免疫

発 生 学 】 の 「 空 調 欄 」 の

「４℃」を「－(非空調室)」

に変更します。 

418 

ラウンジ、セ

ミナー室の要

求面積につい

て 

別1   14 下段  

別表１に記載のラウンジ、セ

ミナー室の要求部屋面積と参

考図を照らし合わせると、基

準階のみに設置されていて、

面積は複数ある室の合計であ

るように見受けられます。 

上述見込みのとおり計画して

よろしいでしょうか。 

ご質問の「ラウンジ（給湯コ

ーナー含む。）」は、２８㎡／

１箇所とし、「セミナー室」

は、３６㎡／１箇所としてく

ださい。 

419 
給湯室につい

て 
別1   14 下段  

別表１に記載の給湯室は適宜

設置ですが、ラウンジなどに

給湯コーナーを設置する場

合、その階にはそれ以上は不

要と考えてよろしいでしょう

か。 

研究室及び実験室内部には飲

用の給湯を設けないことを考

慮し、各階各領域の近傍にバ

ランスよく配置してくださ

い。ちなみに、【参考図】で

は、各階４箇所の設置として

います。 

420 給湯方式 別1   17   

給湯の凡例に「給湯方式は局

所給湯（貯湯式電気温水器）

とする」とありますが，シャ

ワーの給湯についてはヒート

ポンプ給湯器やガス瞬間湯沸

器を使用してもよろしいでし

ょうか。 

原則として、給湯方式は局所

給湯（貯湯式電気温水器）と

しますが、要求される機能や

性能によっては、貯湯式電気

温水器以外を採用することも

可能とし、具体的には、入札

参加者の提案によるものとし

ます。 

421 

低層階特殊諸

室の留意事項

等 

別1   17 中段  

バイオハザードエリアの異常

事態措置は維持管理業務外と

し、大学側にてご対応頂ける

と考えてよろしいでしょう

か。 

バイオハザードエリアにおけ

る異常事態時の緊急措置等

は、大学が行うものとしま

す。ただし、事業者の業務範

囲として整備した「設備機器



 (７８) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

等」の維持管理業務は、事業

者の業務範囲であることに留

意してください。 

422 
空気調和設備

の清浄度 
別1   17 中段  

空気調和設備に記載のある室

内の清浄度の測定（ＪＩＳＢ

９９２０、ＩＳＯ１４６４４

－１に準拠する）は維持管理

業務外と考えてよろしいでし

ょうか。 

ご質問の「室内の清浄度の測

定」は、大学が行うものと

し、事業者の業務範囲外とし

ます。 

423 

２Ｆプロジェ

クト研究スペ

ースについて 

別1   2 下段  

別表１に記載されている２Ｆ

のプロジェクト研究スペース

の要求面積・参考図面積に比

べ参考図記載の室が大きく計

画されていると見受けられま

す。 

どちらを正とすればよろしい

でしょうか。 

【参考図】によるものとし、

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】のご質問箇所（２階

プロジェクト研究スペース）

の「２１」を「４２」に修正

します。 

424 
各室の温湿度

条件 
別1   3   

「空調「一般」：建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する

法律を満たす条件とする」と

ありますが、空調方式や室内

負荷および外気条件により法

律に定める相対湿度４０％以

上７０％以下を満足できない

ことが考えられます。条件

「一般」については夏期２

６℃／湿度成行き、冬期２

２℃／湿度成行きと読み替え

てよろしいでしょうか。 

温度条件は、ご質問のとおり

でよいものとします。湿度に

ついては、「建築物における衛

生的環境の確保に関する法

律」を満たすものとします。 

425 
各室の温湿度

条件 
別1   3   

「空調「冷専」：室内環境につ

いては「一般」と同等とす

る。」とありますが、夏期・冬

期とも２８℃以下／湿度成行

きと読み替えてよろしいでし

ょうか。 

「冷専」の室内環境は、２

６℃以下／湿度成り行きとし

ます。 

426 
学生保管庫面

積について 
別1   3 中段  

別表１に記載されている３Ｆ

の学籍保管庫の要求面積・参

考図面積に比べ参考図記載の

室が小さく計画されていると

見受けられます。 

参考図記載の大きさを正とし

てよろしいでしょうか。 

【参考図】によるものとし、

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】のご質問箇所（３階 

学籍保管庫）の「３４５」を

「９１」に修正します。 

427 
各室の温湿度

条件 
別1   

4 

~ 
  

各室の温湿度条件で範囲の記

載のない室については記載の

数値を目標値とし、上下限の

幅の指定はないものと考えて

よろしいでしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「空調欄」の「－」

は、非空調箇所です。 

428 
冷凍庫・冷蔵

庫の温度条件 
別1   

4 

~ 
  

各室の温湿度条件で冷凍庫・

冷蔵庫が「一般」あるいは

番号４２４，４２５の回答を

参照してください。 



 (７９) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

「冷専」とありますが、温度

条件をご教示いただけないで

しょうか。 

429 

自然採光を満

たしていない

室について 

別1   
4 

他 
下段  

別表１に記載の５Ｆ－１５麻

酔科学領域の秘書室のように

別表では自然採光が必要と記

載がされているのに対し、参

考図では自然採光を満たして

いない配置となっている室が

いくつか見受けられます。参

考図の配置を正として、該当

の部屋の採光は提案によると

考えてよろしいでしょうか。 

ご質問の箇所は、大半が「秘

書室」と考えられますが、こ

の部分に限り【参考図】によ

るものとします。 

430 

医学部管理室

（研究室）に

ついて 

別1   5 中段  

参考図５階に記載の医学部管

理室（研究室）は、別表１に

記載がありませんが、任意と

考えてよろしいでしょうか。 

【別表１ 各室（エリア）の要

求水準】の「５階 医学部管理

室（実験室）」は記載があり、

「１１階 医学部管理室（実験

室）」は記載がなかったため追

記します。各項目の要求水準

は、他の階の「医学部管理室

（実験室）」と同じです。 

431 

各 室 （ エ リ

ア）の要求水

準 

別1   9 中段  

診断病理学の出入り口扉の形

状、実験室がＤ３でそれ以外

はＤ１になっていますが、別

表２の領域１０の図では冷凍

庫保管室、培養室、実験室

（Ｐ２）の出入り口の表現が

Ｄ２となっています。どちら

が正しいでしょうか。他にも

扉の形状に食い違いがあった

場合どちらが正しいでしょう

か。 

ご質問の箇所について、【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件

等】によるものとします。な

お、他の同様箇所についても、

【別表２ 各室（エリア）の特

殊条件等】によるものとしま

す。 

432 
別表２の位置

づけについて 
別2      

別表２記載の什器レイアウト

や平面詳細図では、什器備品

が納まっていない部屋が見受

けられます（領域４の準教

授・医局長室等）。 

上記レイアウト・平面詳細図

は参考とみなし、要求水準面

積以上２＋％以内、要求部屋

面積の増減５％以内の範囲で

計画することを必須と考えて

よろしいでしょうか。 

お考えのとおりですが、レイ

アウトが厳しい部屋にあって

は、±５％以内の範囲であっ

たとしても、可能な限り減

（マイナス）にはならないよ

うに調整してください。 

433 【別表２】 別2      

貴学もしくは各研究室にて調

達設置する実験器具類につい

て、コンクリート基礎が必要

な場合は別途貴学にて整備す

るとの理解で宜しいでしょう

か。 

コンクリート基礎が必要な実

験機器等はありません。 



 (８０) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

434 【別表２】 別2      

貴学もしくは各研究室にて調

達設置する実験器具類につい

て重量をお教えください。 

番号４０６の回答を参照して

ください。【別表３ 各室（エ

リア）に設置する機器・備品

等】には、原則として、本事

業での調達によるもの、引越

によるもの、大学の別途の調

達によるもの、すべての実験

機器等が含まれています。 

435 
実験室の出入

り口 
別2   2   

実験室のうちＹ３－Ｙ４通り

とＸ１－Ｘ２通りにある３室

は、実験室の出入り口の条件

を満たしていないように思わ

れます。条件が緩和される場

合がどのような場合かご教示

ください。 

ご質問箇所について、【別表２ 

各室（エリア）の特殊条件

等】のとおりとします。 

436 
実験室の出入

り口 
別2   20   

実験室のうちＸ１３－Ｘ１４

通りとＹ３－Ｙ４通りにある

実験室は、実験室の出入り口

の条件を満たしていないよう

に思われます。設備点検歩廊

側の開口が、２つ目の出入り

口と考えておられるのでしょ

うか。設備点検歩廊側の開口

には実験台などが置かれてい

ますが、設備点検歩廊側の開

口は実験台などがあっても避

難上有効と考えられますでし

ょうか。 

ご質問箇所のＸ１３、Ｙ３-４

の壁に、扉（片開き）を追加

してください。 

437 
研究室廊下側

の扉 
別2   26   

秘書室の廊下側の扉が１か所

になっていますが、研究室の

廊下側の扉は１スパンに２か

所が原則になっていると思わ

れます。扉を２か所設置し１

か所を締め切りにする必要は

無いでしょうか。他にも同様

な箇所がありますが同じよう

に考えて宜しいでしょうか。 

ご質問の箇所について、【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件

等】のとおりとします。 

438 
備品などのレ

イアウト 
別2   42   

秘書室の備品レイアウトは、

一部、備品が重なっているよ

うに思われますが、レイアウ

トはこれが正しいでしょう

か。 

ご質問箇所の部屋の大きさ・

形状について、【別表２ 各室

（エリア）の特殊条件等】の

とおりとし、什器備品等につ

いては、事業の実施段階で調

整するものとします。 

439 締め切りの扉 別2   50   

教授室、低温室、実験室の廊

下側の扉が締め切りになって

いますが、これが正しいでし

ょうか。 

ご質問の箇所について、【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件

等】のとおりとします。 

440 締め切りの扉 別2   52   
学生室の廊下側の扉が１か所

締め切りになっていますが、

ご質問の箇所について、【別表

２ 各室（エリア）の特殊条件



 (８１) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

コンセントの表記がありま

す。扉を中止して壁にしなく

ても宜しいでしょうか。 

等】のとおりとします。な

お、当該箇所のコンセント

は、什器備品等に取り付ける

などの措置を行うものとしま

す。 

441 
什器備品一覧

表 

別3 

別4 

別5 

     

什器備品等一覧表に記載のあ

る特殊設備機器（ドラフトチ

ャンバー、安全キャビネッ

ト、クリーンベンチ、冷凍

庫、遠心機等）の点検や修繕

業務は、維持管理業務外と考

えてよろしいでしょうか。 

番号２２５の回答を参照して

ください。 

442 
分析装置の冷

却チラー 
別3      

実験室備品リストには、分析

装置に必要な冷却チラー装置

が見当たりませんが、冷却機

とそれに伴う室外機は考慮す

るものと考えてよろしいでし

ょうか。 

ご質問箇所には、冷却機、室

外機の設置に対応できるよ

う、スペースやスリーブ（腰

壁下部）等の確保を行うこと

とします。 

443 【別表３】 別3      

実験器具類について、コンク

リート基礎が必要な場合は基

礎サイズをお教えください。 

コンクリート基礎が必要な実

験機器等はありません。 

444 【別表３】 別3      

別表の機器重量欄が空白とな

っておりますが、既存持込み

品等それら実験器具類につい

て重量をご提示願えますでし

ょうか。合わせて別途で貴学

もしくは各研究室にて設置す

る予定の機器類についても重

量等をご提示ください。想定

重量でも結構です。 

ご質問の前段について、【別表

３ 各室（エリア）に設置する

機器・備品等】の機器重量

は、構造計画において必要と

考えられるものを記載してい

ます。その他の機器重量につ

いては、「建築構造設計指針

（文科省大臣官房文教施設企

画部平成２１年版）」の表４.

２の積載荷重表によるものと

します。 

ご質問の後段について、番号

４３４の回答を参照してくだ

さい。 

445 別表４ 別4      

ＣＴ装置の引越は本事業範囲

外との理解でよろしいでしょ

うか。 

ＣＴ装置の引越業務は、事業

者の業務範囲外です。 

446 
引越業務対象

什器備品一覧 
別4      

記載のある什器備品は、引越

し先（医学系総合研究棟内）

に全て入り切るという認識で

宜しいでしょうか。 

基本的には、記載のある什器

備品は、引越し先（医学系総

合研究棟内）にすべて入り切

るものと考えています。 

447 

別表４引越業

務対象什器備

品等一覧一般

備品 

別4      

什器備品のリストが添付され

ておりますが、今後の医学部

本館内での貴学における移動

等があり同一部屋、同一寸法

の備品がリストと一致しない

場合の確認は、引越し業務の

直前等に再確認する事がある

実際の引越時点でのリストの

見直し等は、大学と事業者が

協働して行うものとし、具体

的な協働については、事業者

の提案によるものとします。 

同様に、備品等調達業務にお

いて、実際の調達時点でのリ



 (８２) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

のでしょうか。お教えくださ

い。また、諸室の引っ越しに

関して貴学で各室の責任者等

が同一同型備品の通し番号等

の添付等の確認を行うものと

して考えて宜しいでしょう

か。 

ストの見直し等は、大学と事

業者が協働して行うものと

し、具体的な協働について

は、事業者の提案によるもの

とします。 

448 

別表４引越業

務対象什器備

品等一覧一般

備品 

別4      

引越し元の図面（詳細図）を

開示いただけますか。 

（引越し元の通路幅、外構

（引越車停車場所）、階段、Ｅ

ＬＶ配置等が計画に必要と思

われます。） 

医学部本館各階平面図（平成

２４年度時点）に関する【参

考資料 医学部本館各階平面図

（平成２４年度時点）】（追加

資料）について、平成２９年

９月２１日（木）より貸与し

ます。「本質問回答書（１回

目）」の後（うしろ）に掲載し

ている「入札説明書等に関す

る追記事項」を参照してくだ

さい。 

449 【別表４】 別4      

移転３カ月ほどのスケジュー

ルでリスト内にある機器の運

転はもとより、輸送前後のユ

ーティリティーの脱着・正常

動作の調整・確認もＰＦＩ事

業者が完成させるとの認識で

良いのかをご教示ください。 

機器の運搬とともに、ユーテ

ィリティーの脱着、動作の確

認・調整も、事業者の業務範

囲となります。 

450 
ドラフトチャ

ンバー 
別5   4   

【別表１】ではＤＣが必要な

室が計５５室ありますが，本

工事となるドラフトチャンバ

ーの台数は別表５に記載の計

４９台と考えてよろしいでし

ょうか。 

番号４１０の回答を参照して

ください。 

451 

解剖関連諸室

の排気スクラ

バー 

別6      

解剖関連諸室でホルマリン対

策を必要とする排気につい

て、別途工事の解剖台排気も

含めて排気処理（スクラバ

ー）は本事業の工事範囲内と

の理解でよろしいでしょう

か。 

別途工事の解剖台排気も含め

ての排気処理（スクラバー）

は、事業者の業務範囲です。 

452 除菌システム 別6   1 中  

別表６に「酸素クラスターに

よる除菌・消臭システムを導

入すること」との記載がござ

いますが、【別表７】工事区分

表（中段）における「実験機

器」に該当し、酸素クラスタ

ー機器本体は別途事業と考え

てよろしいでしょうか。 

酸素クラスター機器本体は、

事業者の業務範囲外です。 

453 

低層階特殊諸

室の留意事項

等 

別6   4 下段  

バイオハザードエリアの排気

処理（ＨＥＰＡフィルター、

チャコールフィルターの定期

番号２２５、３３８、４２１

の回答及び【資料３５ 千葉大

学（亥鼻）医学系総合研究棟



 (８３) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

取替点検）、排水滅菌装置、臓

器保管庫等の維持管理業務は

対象外と考えてよろしいでし

ょうか。 

整備等事業保守管理業務仕様

書】（差し替え資料）を参照し

てください。 

業務仕様書に関する【資料３

５ 千葉大学（亥鼻）医学系総

合研究棟整備等事業保守管理

業務仕様書】（差し替え資料）

について、平成２９年９月２

１日（木）より貸与します。

「本質問回答書（１回目）」の

後（うしろ）に掲載している

「入札説明書等に関する追記

事項」を参照してください。 

454 

追加：各室内

間仕切・建具

について 

別7   1 下段  

別表７に記載の「追加：各室

内間仕切・建具」について、

別途事業との記載があります

が、要求水準書、参考図の内

どの部分が該当するのかご教

示いただけますでしょうか。 

「プロジェクト研究スペー

ス」など、新たな入居者が決

定したことにより、大学の事

由で【参考図】には含まれな

い間仕切等が必要になった場

合を想定していますが、これ

に限るものではありません。 

455 

施設整備事業

開始時の事業

用地の状態に

ついて 

 資1     

施設整備事業開始時の本施

設、民間付帯施設の事業用地

の状態は現状のままの引渡し

という認識で宜しいでしょう

か。 

本施設事業場所については、

各種の【資料】、【参考図】な

どによるほか、番号７５の回

答（別途工事の工事仮設等が

追加されます。）を参照してく

ださい。 

民間付帯施設（任意）事業場

所については、現状のままと

なります。 

456 

工事に使用す

る道路に係る

規制について 

 資1  1 上段  

施設整備業務で使用する、市

道（本町２号線）及び市道か

ら工事エリアに通じる構内道

路の工事車両の通行に規制は

あるのでしょうか。（スクール

ゾーン、時間別通行規制等） 

構内道路については、番号７

５の回答を参照してくださ

い。 

市道については、事業者での

調査をお願いします。 

457 
事業場所につ

いて 
 資2     

資料２に記載の事業場所（本

施設）区域外の部分は、本Ｐ

ＦＩ事業から外れると考えて

よろしいでしょうか。 

特記がない限りは、そのとお

りですが、インフラ関係、工

事用地関係、同復旧関係、渡

廊下関係、連絡通路関係、門

衛所関係、その他特記にある

事項は、事業者の業務範囲に

なりますので留意してくださ

い。 

458 
有料駐車場ゲ

ートについて 
 資3  1 下段  

民間付帯施設の入り口には、

有料駐車場ゲートがあります

が、民間付帯施設利用者で駐

車場利用者からも駐車料金を

徴収するということでしょう

か。あるいは、民間付帯施設

ご質問のゲートは看護師駐車

場専用です。なお、民間付帯

施設（任意）事業における業

務用の車両については、無償

とする予定です。客用の車両

については、特別扱いはでき



 (８４) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

利用者は駐車料金を無料にす

る等の優遇策は可能でしょう

か。 

ませんので、有償（有償で構

内の駐車場を利用している車

両と同じ扱い）となります。 

459 
測量図の座標

について 
 資4     

資料４にて現況の測量図をご

提示いただいておりますが、

建物配置等を正確に検討した

いため測量座標位置の分かる

ものをご提示いただけないで

しょうか？もしくは、対象図

のＣＡＤデータを貸与いただ

けないでしょうか。 

【資料４ 事業場所周辺現況測

量図（平面、高低、工作物）】

（ＤＸＦデータ）について、

平成２９年９月２１日（木）

より貸与します。「本質問回答

書（１回目）」の後（うしろ）

に掲載している「入札説明書

等に関する追記事項」を参照

してください。 

460 資料４  資4     

設計検討に必要であるため、

【資料４】事業場所周辺現況

測量図のＣＡＤデータを早期

に開示いただくようお願い致

します。（希望日：９月７日ま

で） 

番号４５９の回答を参照して

ください。 

461 
野球場の既存

物について他 
 資4  1 下段  

①野球場の南側法面に階段ら

しき表記がありますが、これ

はミスプリントと考えてよろ

しいでしょうか。 

②現地説明会では、西側法面

にスタンドや雨水桝様のもの

がありましたが、表記があり

ません。図示いただくと共に

他にもそのようなものがあり

ましたら、図示願います。 

ご質問の「階段らしき表記」

はミスプリントであり、削除

します。 

ご質問の「スタンド」、「雨水

桝」については、【資料】など

から読み取っていただくとと

もに、目視が可能なものにつ

いては、現地での確認をお願

いします。 

462 
資料７～資料

２５ 
 

資7 

~ 

資25 

    

設計検討に必要であるため、

【資料７】～【資料２５】の

ＣＡＤデータを早期に開示い

ただくようお願い致します。

（希望日：９月７日まで） 

ご請求の資料のＣＡＤデータ

の貸与は予定していません。 

463 
光ファイバー

切廻しルート 
 資11     

【資料１１】電気インフラ整

備状況（情報）には，北側グ

ラウンド、および南側道路に

埋設配管を敷設し、外来Ｂ棟

へ接続するようになっていま

すが、要求水準書本文、およ

び、５）－６【参考図】Ｐ１

には北側共同溝との接続が示

されています。共同溝のみ計

画としてよろしいでしょう

か。 

北（グランド）側については

共同溝利用とし、南（道路）

側については新設埋設配管と

してください。【資料１１ 事

業場所周辺電気設備インフラ

整備状況（情報）】（変更資

料）、【資料１４ 亥鼻キャンパ

ス構内新設光ケーブル配線構

成図】（変更資料）について、

平成２９年９月２１日（木）

より貸与します。「本質問回答

書（１回目）」の後（うしろ）

に掲載している「入札説明書

等に関する追記事項」を参照

してください。 

464 井水配管  資23     凡例では井水配管が二点鎖線 図中に記載のある紫色の一点
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番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

で示されていますが，図中に

記載の紫色の一点鎖線も井水

配管と考えてよろしいでしょ

うか。 

鎖線も「井水配管」です。 

465 
設計ＧＬレベ

ル 
 資29     

設計ＧＬと地盤調査レベルと

の関係をお教えください。 

ボーリング地点の標高はＴ.

Ｐ.表示となっています。な

お、設計ＧＬは、事業者の計

画によるものとします。 

466 

一般共通事項

受注者の負担

の範囲 

 資35     

Ⅱ－２.受注者の負担の範囲に

停電時の作業に使用する電

力・用水は、事業者が準備し

負担する。とございますが、

停電時とは、受変電設備の年

次点検等、外部電力を遮断し

て何かを行なう時のこととの

認識でよろしいでしょうか。 

ご質問の「停電時」とは、受

変電設備の年次点検等、外部

電力を遮断しているときに、

何らかの業務を実施しようと

する場合のことです。 

467 
定期点検及び

保守自動扉 
 資35     

Ⅲ－１.３－（２）点検項目

は、外部用自動ドアとする。

とございますが、本施設の内

部用自動ドアも外部用自動ド

アの点検項目により点検す

る、との認識でよろしいでし

ょうか。 

建物内部用自動ドアの維持管

理も事業者の業務範囲となり

ます。 

468 
定期点検及び

保守搬送設備 
 資35     

Ⅲ－６－（７）メーカーある

いはメーカー系メンテナンス

会社に実施させるということ

でしょうか。 

ご質問箇所の「点検は製造者

に実施させること」を「点検

は製造者もしくは製造者の指

定するメンテナンス事業者に

実施させること」に変更しま

す。 

業務仕様書に関する【資料３

５ 千葉大学（亥鼻）医学系総

合研究棟整備等事業保守管理

業務仕様書】（差し替え資料）

について、平成２９年９月２

１日（木）より貸与します。

「本質問回答書（１回目）」の

後（うしろ）に掲載している

「入札説明書等に関する追記

事項」を参照してください。 

469 

運転・監視及

び日常点検・

保守業務の条

件 

 資35     

Ⅳ－１－（２）要員を２４時

間３６５日本施設に常駐させ

て運転・監視を行なうという

ことでしょうか。 

運転・監視要員（監視要員）

を２４時間・３６５日、本施

設に常駐させる必要はありま

せん。番号１８８、３５４の

回答を参照してください。 

470 

室内環境測定

他業務対象の

概要 

 資35     

Ⅴ－１－（１）管理技術者委

託業務のうち、別業務の書類

確認とは具体的にどのような

業務でしょうか。 

給水元である受水槽の清掃・

管理記録／給水元である受水

槽の水質検査記録／別途発注

された清掃業務の記録等のこ

とです。 
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番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

471 

建物・建築設

備保守管理業

務仕様書／業

務概要 

 資35  1   

Ⅰ.業務概要４.業務仕様 

「この保全業務（以下「業

務」という。）の事業者は、

「保守管理業務特記仕様書」

（以下「特記仕様書」とい

う。）、別添の…（中略）…に

基づき次の業務履行する。」 

と記載がありますが、「別添の

…（中略）…のうち、保安規

定以外を参考とし、次の業務

を履行する。」と変更すること

はできないでしょうか。 

原案のままとします。 

472 電気設備点検  資35  11   

Ⅲ.定期点検等及び保守２.電

気設備２.１受変電・電力設備

（２） 

「定期点検の内容は、共通仕

様書による」と記載がありま

すが、「保安規定による」の誤

りではないでしょうか。 

ご質問箇所の「共通仕様書に

よる」を「保安規程による」

に変更します。 

業務仕様書に関する【資料３

５ 千葉大学（亥鼻）医学系総

合研究棟整備等事業保守管理

業務仕様書】（差し替え資料）

について、平成２９年９月２

１日（木）より貸与します。

「本質問回答書（１回目）」の

後（うしろ）に掲載している

「入札説明書等に関する追記

事項」を参照してください。 

473 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  15 上段  

空調機のフィルター清掃対象

に、清掃対象部屋とあります

が、清掃対象部屋とは「別表

１」に記載している日常清掃

の対象となる部屋（◎印）を

指すのでしょうか。 

番号４５３の回答を参照して

ください。 

474 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  15 上段  

空調機のフィルター清掃対象

に、清掃対象部屋とあります

が、清掃対象部屋以外の部屋

については使用者にて実施と

いうことでしょうか。 

番号４５３の回答を参照して

ください。 

475 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  15 上段  

空調機のフィルター清掃対象

以外の部屋について、フィル

ターの劣化による交換や空調

機の点検、修繕等のメンテナ

ンスは維持管理業務の範囲内

ということでしょうか。 

番号４５３の回答を参照して

ください。 

476 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  3 中段  

常駐者で行う業務の人員配置

については別表にて記載する

とありますが、別表とはどこ

に添付されているのでしょう

か。 

本事業がＰＦＩ事業であると

いう趣旨から、人員配置につ

いては、事業者の提案による

ものとします。 

477 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  7 上段  

建築基準法第１２条第１項の

規定による特定建物定期調査

関連法令の規定に基づくもの

とします。 
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図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

報告の実施周期をご教示願い

ます。 

478 
保守管理業務

特記仕様書 
 資35  7 上段  

建築基準法第１２条第３項の

規定による建築設備定期調査

報告は不要でよろしでしょう

か。 

関連法令の規定（特定行政庁

との協議を含む。）に基づくも

のとします。 

479 外部階段   参    

平面図の北東及び南西の角に

ある屋外階段は、利便性のた

めに設置しているのか、避難

のために設置しているのかど

ちらでしょうか。また、この

外部階段及び外部廊下は日常

動線として使用することを想

定していますか。 

当該屋外階段（及び外部廊

下）は利便性や安全性の向上

のために設置していますが、

日常動線としては考えていま

せん。設置するかどうかにつ

いては入札参加者の提案によ

るものとします。 

480 

各階の領域、

間取りについ

て 

  参    

各階の領域、間取りは、既に

学内で調整されたものであ

り、原則、変更はできないと

考えてよろしいでしょうか。

また、上下方向の階数設定も

同様と考えてよろしいでしょ

うか。 

番号１５７、１９２の回答を

参照してください。 

481 

別途工事との

関係性につい

て 

  参 1   

配置図に、当該事業で整備す

る施設以外の別途工事（中央

診療棟、リニアック棟、基盤

整備道路等）で整備される施

設についても合わせて記載し

てありますが、それぞれの工

事の工期をご教示いただけな

いでしょうか。また施設整備

や運営・維持管理の期間が重

なる場合、事業者が集まる連

絡調整会議等の会議は実施さ

れるのでしょうか。 

ご質問の前段について、番号

７５の回答を参照してくださ

い。 

ご質問の後段について、施設

整備に関しては、関連工事を

施工する当事者間の協議の場

を想定しています。 

482 リニアック棟   参 1   

リニアック棟の将来機器更新

のための搬入口の位置をご教

示ください。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

483 
渡り廊下の範

囲 
  参 1   

事業場所（本施設）区域外の

部分に当たる渡り廊下の分解

線をご指示いただけますでし

ょうか。 

ご質問の「渡り廊下」のすべ

ての部分が事業者の業務範囲

です。番号１９８、４５７の

回答を参照してください。 

484 
屋根付き連絡

通路の範囲 
  参 1   

事業場所（本施設）区域外の

部分の当たる屋根付き連絡通

路の分解線をご指示いただけ

ますでしょうか。 

番号１８７、４５７の回答を

参照してください。 

485 
参考図の配置

図について 
  参 1   

参考図１枚目の配置図につい

て、周辺との取り合いについ

て既存データを利用したくＣ

ＡＤデータを頂けないでしょ

うか。 

番号４５９の回答を参照して

ください。 



 (８８) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

486 参考図   参 
1 

3 
  

本施設は共同溝と接続するこ

とになっておりますが、施工

計画の検討のため、現時点の

共同溝の図面を開示いただけ

ませんでしょうか？ 

ご質問の共同溝は今後整備す

るものであり、概略寸法しか

決まっていません。「要求水準

書」第２章２(3)の「1) 共同

溝」を参照してください。 

487 
斜面の階段に

ついて 
  参 1 下段  

野球場から連絡道路に向かう

斜面の既存階段に、一部重ね

合わせる形でまっすぐの階段

が表記されていますが、既存

階段を遣り替えると考えてよ

ろしいでしょうか。 

「要求水準書」第２章４(3) 

8)の「⑧ 擁壁、法面保護、階

段等」の規定（…階段（本施

設の南西側の既存階段で４階

レベルから１階レベルをつな

ぐ）…）に基づくものとしま

す。 

488 

連絡道路の工

事利用につい

て 

  参 
1 

6 
下段  

４階の車寄せ設置工事や法面

の新規擁壁工事において、連

絡道路を工事利用することが

可能でしょうか。可能な場

合、規制範囲及び規制時間を

ご指示願います。 

常時歩行者の通路（現状幅程

度）を確保することを条件と

し、車道については、工事用

として使用することができる

ものとします。 

489 
旧ポンプ室に

ついて 
  参 1 上段  

アクセス道路の出入り口付近

にある旧ポンプ室は、本事業

で解体撤去すると考えてよろ

しいでしょうか。また、解体

撤去することで他に影響はな

いと考えてよろしいでしょう

か。 

事業者の業務範囲で解体撤去

してください。なお、解体撤

去による他への設備的な影響

はありません。 

490 
別途工事につ

いて 
  参 1 中段  

中央診療棟、リニアック棟、

基盤整備車路及び共同溝が別

途工事となっていますが、こ

れらの工事概要、工事時期な

らびに本施設着工前にこれら

は竣工していると考えてよろ

しいでしょうか。 

中央診療棟、リニアック棟に

ついては、番号７５の回答を

参照してください。 

基盤整備車路については、番

号１８７の回答を参照してく

ださい。 

共同溝については、番号４８

６の回答を参照してくださ

い。 

491 

構内道路を横

切る共同溝に

ついて 

  参 1 中段  

構内道路を横切る共同溝は、

本施設整備の中で設置すると

考えてよろしいでしょうか。

その場合、具体的な図面等を

お示しください。 

番号４８６の回答を参照して

ください。 

492 
アクセス道路

について 
  参 1 中段  

アクセス道路がテニスコート

や多目的グラウンド内に入り

込んでいますが、工事完了時

にテニスコート等を原状復旧

し、アクセス道路の位置も若

干変更すると考えてよろしい

でしょうか。 

「要求水準書」第２章４(3) 

8)の「⑫ 多目的グラウンドと

テニスコート」の規定に基づ

いてください。なお、アクセ

ス道路の線形は変更しないも

のとし、アクセス道路が現状

のテニスコートや多目的グラ

ウンド内に入り込んでも問題

ありません。 

493 ８階助講師室   参 10   参考図８階助講師室が２室に ご質問箇所の間仕切り壁は、



 (８９) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

分かれていますが、別途工事

と考えてよろしいでしょう

か。 

事業者の業務範囲です。 

494 廃棄物置場   参 3   

建物北側の廃棄物置場が破線

で記載されておりますが、事

業範囲内との理解でよろしい

でしょうか。 

廃棄物置場に設置する上部構

造物は大学にて設置するもの

とし、事業者の業務範囲はそ

の下部のコンクリート舗装ま

でとします。大学が、現段階

で想定している上部構造物は、

「ボンベ庫」、「危険物保管

庫」、「産業廃棄物（感染廃棄

物）保管庫」、「産業廃棄物

（廃プラスチック類）保管

庫」、「一般廃棄物保管庫」、

「古紙類保管庫」、「資源物保

管庫」です。 

495 
参考図（１階

平面図） 
  参 3   

リニアック棟南側にある単線

表現（１０,５００×３,００

０）の位置・大きさ等は調整

できるものとの理解でよろし

いでしょうか。 

当該位置は、基盤整備車路の

柱脚を示したものであり、今

後の設計であることから、可

能な範囲内であれば、調整は

可能です。 

496 
参考図（１階

平面図） 
  参 3   

参考図１階平面図右下に「搬

入用（新中央診療棟）」との記

載がありますが、人のみの出

入りと考えてよろしいでしょ

うか。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

497 
参考図（１階

平面図） 
  参 3   

参考図１階平面図右下に「搬

入用（新中央診療棟）」との記

載がありますが、車両は黒の

三角形▼印のところまでの寄

り付きと考えてよろしいでし

ょうか。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

498 
斜面の階段に

ついて 
  参 

3 

6 
下段  

斜面の階段が１階と４階に表

記されていますが、行き先は

同じ場所なのでしょうか。違

う場合は図示願います。ま

た、４階部分は本施設側から

バルコニー等で繋がっている

と考えてよろしいでしょう

か。 

ご質問の階段は、４階にはあ

りません。番号４８７の回答

を参照してください。 

499 
４階知財相談

教員室 
  参 6   

参考図４階知財相談教員室に

間仕切りの記載があります

が、別途工事と考えてよろし

いでしょうか。 

ご質問箇所の間仕切り壁は、

事業者の業務範囲です。 

500 
開発行為につ

いて 
 資2 参 1 中段  

本施設の東・南・西面で既存

法面に大きく掛かっており、

開発行為に該当すると考えま

すが、開発許可を含めて、施

設整備期間約３年は厳しいと

ご質問の前段（設計業務の前

倒し）について、「基本協定書

（案）」の第７条を適用するも

のとします。 

ご質問の後段（引越業務の前



 (９０) 

番号 質問項目 別表 資料 参考 
図等 

枚目 上中 
下段 

- 質問 回答 

思われます。そこで、運営開

始時期は変えずに、設計開始

を落札者決定直後からとした

り、引越時期を前倒ししたり

する等の工夫は認められると

考えてよろしいでしょうか。 

倒し）について、「事業契約書

（案）」の第２７条、第２８

条、第２９条とともに、特定

行政庁等の諸検査等に問題が

なければ可能とします。 

 

 

＜⑤落札者決定基準に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 頁 1 (1) 1) ① ｱ a - 質問 回答 

501 

再入札に際し

ての提案内容

の変更につい

て 

4 5 (1)      

「再入札に際して提案内容の

変更を行うことは許されるも

のとする。」とありますが、予

め再入札金額に符合する技術

提案書を用意しておくという

ことでしょうか。 

もしくは、後日技術提案書の

修正版を再提出させて頂ける

のでしょうか。 

再入札の期日は、当初入札の

期日から一定の期日後に実施

するものとします。なお、あ

らかじめ、再入札を想定した

「提案書」の準備は、入札参

加者の判断によるものとしま

す。 

502 
個別提案の評

価について 
8 5 (3) 2) ①    

「本加点項目では優れた個別

提案を行ったことのみを評価

し、他の加点項目では提案の

内容そのものを評価する。」と

ありますが、点数はどのよう

なつけ方になるのでしょう

か。 

個別提案に関する「審査基

準」に基づいて審査委員会で

評価することとなります。な

お、番号１４５の回答を参照

してください。 

503 

工程管理にお

ける別途発注

工事の工期他

条件提示につ

いて 

11 5 (3) 2) ② ｲ b  

大学が別途発注する中央診療

棟、リニアック棟、基盤整備

等の各工事の工期、仮設計画

について工程管理の提案を行

う前提条件としてご提示願い

ます。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

504 

施工計画ウの

記載様式につ

いて 

12 5 (3) 2) ② ｳ   

様式５１に記載するようござ

いますが、様式集の様式５１

において記載となっておりま

せん。様式集と落札者決定基

準に不整合があるように思わ

れ、対応についてご指示くだ

さい。 

番号１４６の回答を参照して

ください。 

 

 

＜ ⑥ 基本協定書（案）に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質  問 回  答 

505 協力企業 1 前       

協力企業が含まれていないよ

うですが、含めなくてよろし

いでしょうか？ 

原案のとおりとします。協力

会社は基本協定の当事者とな

るものではありません。 



 (９１) 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質  問 回  答 

506 当事者の義務 1 2 2      

「乙は、事業契約締結のため

の協議においては、本事業の

事業者決定手続きにおける

「国立大学法人千葉大学運営

基盤機構キャンパス整備企画

部門ＰＰＰ／ＰＦＩ事業審査

委員会」及び甲の要望事項を

尊重しなければならない」と

ありますが、当該要望が、「工

期及び費用の変更を伴う設計

の変更」に当たる場合、事業

契約書（案）第１３条第２

項、第３項に準じて、追加的

な費用が生じたときは、大学

が当該費用を負担するものと

理解してよろしいでしょう

か？ 

「基本協定書（案）」第２条第

２項の趣旨は、「入札説明

書」、「要求水準書」、「基本協

定書（案）」、「事業契約書

（案）」及び「事業者提案」等

では事業者が履行義務を負っ

ていない事項についても、「国

立大学法人千葉大学運営基盤

機構キャンパス整備企画部門

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業審査委員

会」及び大学が当該事項を要

望した場合には、事業者にお

いて当該要望を尊重し前向き

に検討を行うという努力義務

を定めたものであり、追加費

用が生じた場合の負担方法等

を定めるものではありませ

ん。 

507 当事者の義務 1 2 2      

「乙は、事業契約締結のため

の、、、「国立大学法人千葉大学

運営基盤機構キャンパス整備

企画部門ＰＰＰ／ＰＦＩ事業

審査委員会」及び甲の要望事

項を尊重しなければならな

い。」との記載がございます

が、本事業の入札説明書、要

求水準書、事業契約書の趣旨

や事業者の提案内容を逸脱し

ない範囲での要望事項との理

解でよろしいでしょうか。 

番号５０６の回答を参照して

ください。 

508 事業契約 2 6       

事業契約の締結時期が変動す

る場合、事業契約期間や事業

日程は、協議の上、調整され

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

事業契約期間及び事業日程

は、原則として、「入札説明

書」、「要求水準書」、「基本協

定書（案）」及び「事業契約書

（案）」記載のとおりとしま

す。仮に、事業契約の締結時

期が著しく変動した場合に

は、大学が、そのときの個別

事情に応じて、事業契約期間

及び事業日程等につき判断を

行うものとします。 

509 
事業契約不調

の場合の処理 
2 8       

事業予定者側の責による事業

契約の不調については、事業

者側に違約罰が課されるにも

かかわらず、貴学の責による

場合に貴学が何ら責任を負わ

ないのは不合理であると考え

ます。貴学の帰責による事業

契約不調の場合は、事業者側

に生じた実損の賠償をお願い

いたします。 

「基本協定書（案）」第８条第

１項但書第２文として、「ま

た、甲の帰責事由により事業

契約の締結に至らなかった場

合は、甲は、乙が落札者とし

て決定されて以降に本事業の

準備のために支出した費用を

合理的な範囲で負担するもの

とする。」を追加します。 



 (９２) 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質  問 回  答 

510 
事業契約不調

の場合の処理 
2 8 1      

本項は、基本協定書締結後に

発生した費用（例えば、事業

予定者の設立費用等）につい

ても、たとえ、甲（大学）に

事業契約不調の帰責事由があ

ったとしても、甲（大学）

は、乙への損害賠償義務を負

わない旨を定めているもの

と、理解してよろしいでしょ

うか？ 

番号５０９の回答を参照して

ください。 

511 
事業契約不調

の場合の処理 
2 8 1      

乙帰責の場合の違約金が規定

されておりますが、甲帰責の

場合も同様に甲の乙に対する

違約金が発生すると考えてよ

ろしいでしょうか？ 

番号５０９の回答を参照して

ください。 

512 
事業契約不調

の場合の処理 
2 8 1      

事業予定者又は乙の帰責事由

により事業契約の締結に至ら

なかった場合、乙は違約金と

して提案書記載の事業費の１

００分の５に相当する違約金

を大学に支払うとあります

が、この違約金とは入札説明

書１章１７（１）入札保証金

のただし書き以降にある違約

金と同一のものであり、二重

で科せられることはないとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

513 

事業契約不調

の場合の違約

金 

2 8 1      

事業予定者の帰責事由による

違約金として「提案書記載の

事業費の１００分の５」相当

額が示されていますが、この

「事業費」は、入札説明書

Ｐ．３９（別紙）にお示しさ

れている入札金額（＝提案金

額、消費税を除く額）か落札

金額（＝契約金額、消費税を

含む額）のいずれとなります

でしょうか。ご教示くださ

い。 

「基本協定書（案）」第８条第

１項但書の「提案書記載の事

業費」は、「入札説明書」３９

頁記載の「落札金額（＝契約

金額）」、すなわち、入札金額

（入札書に記載された金額）

に、入札金額から金利支払額

を控除した金額の１００分の

８に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をいう

ものとします。 

514 秘密保持 3 9       

本事業上の設計、建設、引越

し、備品調達、維持管理、運

営等の業務遂行に際し、再委

託先等への情報開示が必要と

なる部分が多々想定されます

が、このような必要最低限度

の情報開示については、事前

承諾の対象外になるという理

解でよろしいでしょうか。 

「基本協定書（案）」第９条但

書中、「乙が本事業に関する資

金調達を図るために合理的に

必要なものとして開示する場

合」とあるのを、「乙が本事業

の実施に関し必要な準備行為

又は本事業に関する資金調達

を図るために合理的に必要な

ものとして開示する場合」に

変更します。 



 (９３) 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質  問 回  答 

515 

秘密保持条項

における「第

三者」の範囲

について 

3 9       

『甲と乙は、本基本協定に関

する事項につき知りえた情報

について、相手方の事前の承

諾を得ることなく第三者に開

示しない』と記載されていま

すが、ここでいう第三者と

は、本基本協定書第５条各１

項にて述べられている事業予

定者をして本件施設の設計業

務、建設工事、工事監理業

務、維持管理業務、運営業

務、民間付帯施設事業に係る

業務を委託又は請け負わせる

者は含まれないとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

本施設のうち設計業務、建設

工事、工事監理業務、維持管

理業務、運営業務、民間付帯

施設事業に係る業務を委託又

は請け負う者のうち、民間事

業者グループの構成員である

者は、「基本協定書（案）」に

おいて当事者たる「乙」とな

りますので、第９条の「第三

者」には該当しません。一方

で、民間事業者グループの構

成員でない者は、「第三者」に

該当します。なお、秘密保持

条項については、質問番号５

１４の回答もご参照くださ

い。 

516 

情報を法令等

に基づき開示

する場合につ

いて 

3 9       

『甲が法令等に基づき開示す

る場合は、この限りではな

い。』と記載されていますが、

『甲及び乙が法令等に基づき

開示する場合は、この限りで

はない。』ではないでしょう

か？ 

「基本協定書（案）」第９条但

書中、「…裁判所により開示が

命じられた場合、乙が本事業

に関する資金調達を図るため

に合理的に必要なものとして

開示する場合及び甲が法令等

に基づき開示する場合は、こ

の限りではない。」とあるの

を、「…裁判所により開示が命

じられた場合、法令等に基づ

き開示する場合、乙が本事業

に関する資金調達を図るため

に合理的に必要なものとして

開示する場合は、この限りで

はない。」に変更します。 

517 
協定の有効期

間 
3 11 1      

第１１条第１項につきまし

て、事業契約の締結に至らな

いと貴校が判断される前に、

事業者あるいは乙の代表企業

と協議させていただき、協議

の結果、当該締結に至る可能

性がないということで合意し

た場合、乙の代表企業へ通知

するという理解でよろしいで

しょうか。 

「基本協定書（案）」第６条第

１項の事業契約締結予定時期

を過ぎてもなお事業契約が締

結されない場合には、第１１

条第１項記載のとおり、大学

が自ら「締結に至る可能性が

ない」と判断して、事業者グ

ループの代表企業に通知した

ときに、基本協定が終了する

こととなります。 

518 
協定の有効期

間 
3 11 2      

「本基本協定の有効期間の終

了にかかわらず」との記載が

ございますが、条文のままで

すと、秘密保持義務がほぼ全

ての事項について永遠に存続

することになりますので、秘

密保持義務を課す秘密の定義

と期限について、現実的な内

容への修正あるいは運用をご

協議願います。 

原案のとおりとします。大学

と し て は 、「 基 本 協 定 書

（案）」第９条が定める「本基

本協定に関する事項につき知

りえた情報」について、基本

協定終了後も秘密保持義務を

課されることにより、民間事

業者グループが具体的な不利

益を受けるとは考えておりま

せん。 



 (９４) 

番号 質問項目 頁 条 項 号 別紙 - - - 質  問 回  答 

519 
事業予定者の

存続について 
3 11 3      

『本事業の終了日以降も事業

者予定者を存続させるものと

する。』とありますが、事業予

定者が設立されていない場合

においては、この限りではな

いとの理解でよろしいでしょ

うか？事業契約の締結に至ら

なかった場合においては、事

業予定者が設立されていない

ことがあるかと存じます。 

「基本協定書（案）」第１１条

第３項は、「事業契約に規定す

る事業予定者の義務の履行が

終了するまでの間」につい

て、事業者グループが事業予

定者を存続させる義務を負う

という規定ですので、ご質問

のように事業契約の締結に至

っていない場合には適用があ

りません。なお、同項中「事

業者予定者」とあるのを、「事

業予定者」に変更します。 

 

 

＜ ⑦ 事業契約書（案）に関する質問 ＞ 

 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

520 
定義「応募者

提案」 
3 1  1 1 (6)   

（６）の「応募者提案」に

「大学からの質問に対する回

答書及び基本協定書までに締

結までに提出したその他の一

切の書類」とありますが、担

当者間において口頭ベースで

なされた質問回答や担当者間

において交わされたメモ等ま

で含まないという理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

521 
定義「応募者

提案」 
3 1  1 1 (6)   

（６）の「応募者提案」に

「基本協定書までに締結まで

に提出したその他の一切の書

類」とありますが、本定義に

おいて「大学からの質問に対

する回答書」として特定され

るための要件等（所定の手続

き、書式等）をお示しいただ

けないでしょうか。 

例えば、入札参加者の提出し

た提案書のうち、不整合な箇

所、不明確な箇所等につい

て、大学が文書で確認をし、

入札参加者あるいは落札者か

ら文書で回答をいただくよう

な場合を想定していますが、

これに限るものではありませ

ん。 

522 
定義「入札説

明書等」 
5 1  1 1 (27)   

事業契約書（案）に係る質問

回答は、将来において事業契

約を解釈するに当たっての参

考指針となる内容が含まれて

おります。したがって、これ

を除外せずに、含めていただ

けませんでしょうか。 

原案のとおりとします。「事業

契約書（案）」に係る質問回答

は、当然に「事業契約書」を

解釈するに当たっての参考指

針となります。 

523 用語の定義 5 1  1 1 (27)   

「入札説明書等」の定義から

要求水準書及び事業契約書

（案）が除外されております

が、入札説明書Ｐ１の「入札

説明書等」の定義ではすべて

含まれております。すべて含

原案のとおりとします。「要求

水準書」に関する質問回答は、

「事業契約書（案）」第１条第

３９号に定める「要求水準

書」の定義に含まれています。

「事業契約書（案）」について



 (９５) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

まれる方が理解しやすいと思

われますが、いかがでしょう

か？ 

は、番号５２２の回答を参照

してください。 

524 
定義「不可抗

力」 
5 1  1 1 (29)   

「通常の予見可能な範囲外の

ものあって」とありますが、

たとえ予見可能であっても避

けることのできないものにつ

いては、不可抗力としてお認

めいただけませんでしょう

か。 

事業者が善良な管理者の注意

義務を尽くしていても避ける

ことができなかったものにつ

いては、不可抗力として取り

扱うものとします。 

525 

事業契約書に

係る質問回答

書の取り扱い 

6 2  5 4    

第１条（２７）で、「入札説明

書等」に含まれる「質問回答

書」から、事業契約書（案）

に係る質問回答は除外されて

いますが、その意図は、事業

契約書（案）に係る質問回答

書の内容は、「本契約（事業契

約書）」の内容に反映されるた

め、と理解してよろしいでし

ょうか。 

番号５２２の回答を参照して

ください。 

526 本事業の概要 6 2  5 4    

第１条（定義）（２７）「入札

説明書等」の定義に、「要求水

準書及び事業契約書（案）に

係る質問回答を除く。」との記

載がございます。また、「入札

説明書」Ｐ．１においては、

「本入札説明書等と入札説明

書等に関する質問回答等とに

相違がある場合は、入札説明

書等に関する質問回答等を優

先する」との記載がございま

す。 

各書式の質問回答は各々の書

式に優先と考え、優先順位

は、以下と考えてよろしいで

しょうか。 

１ 事業契約書（案）に関する

質問回答書 

２ 事業契約書（案） 

３ 入札説明書等に関する質問

回答書 

４ 入札説明書 

５ 要求水準書に関する質問回

答書 

６ 要求水準書 

７ 応募者提案に関する質問回

答書 

８ 応募者提案 

なお、質疑回答後は質疑回答

書の内容が契約書に反映され

ると理解してよろしいでしょ

「事業契約書」の締結前につ

いては，ご理解のとおりです。

「事業契約書」の締結後は、

以下のとおりとなります。 

１「事業契約書」（質問回答書

の変更・修正箇所を反映

済） 

２「事業契約書（案）」に関す

る質問回答書（解釈用） 

３ （以下質問と同じ） 



 (９６) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

うか。 

527 
許認可及び届

出等 
7 2  7 1    

「事業契約書（案）」第７条に

記載される「但し、大学が自

己の責任で申請すべきものに

ついては、大学が自己の費用

において許認可を取得する」

との記載がございますが、「自

己の費用」とは、建築確認申

請料など建物使用開始までに

要するすべての審査料、申請

料、検査料と考えてよろしい

でしょうか。 

大学は、自己の責任で申請す

べき許認可の手続において当

局に対して支払う必要のある

審査料・申請料・検査料を支

払うものとします。ただし、

ご質問の「建築確認申請料な

ど」は、番号２０１の回答に

あるように、事業者の業務範

囲となります。 

528 

履行保証保険

の金額につい

て 

7 2  9 1    

「施設整備費相当（消費税を

含み、金利支払額を含まない

ものとする。以下、本条にお

いて同じ。）の１００分の３０

以上について、大学又は事業

者を被保険者とする履行保証

保険契約を締結し、」とありま

すが、一般的なＰＦＩ事業の

履行保証保険に比べて、施設

整備費相当額に対する割合が

高いかと存じます。履行保証

保険の保険料低減及び事業者

の参加条件の緩和の為にも、

１００分の１０程度に下げて

いただけませんでしょうか。 

番号４９の回答を参照してく

ださい。 

529 
履行保証保険

契約 
7 2  9 1    

入札説明書４２頁（２）サー

ビス購入費の支払方法１）支

払方法②施設整備費相当に係

る消費税及び地方消費税相当

額の支払方法において、「当該

消費税及び地方消費税相当額

については、原則として、消

費税及び地方消費税率の改正

があっても変更しないものと

する」と記載があることか

ら、契約保証金納付後に消費

税及び地方消費税が増税とな

った場合にも追加納付は必要

ないとの理解でよろしいでし

ょうか？ 

番号８８の回答にあるよう

に、税率引上げ時における経

過措置の適用が受けられない

ことにより消費税及び地方消

費税が増額となった場合は、

履行保証保険契約の負保額も

増額することになります。 

530 
履行保証保険

契約 
7 2  9 1    

施設整備費相当（消費税を含

み、金利支払額を含まないも

のとする。以下、「本条におい

て同じ。）の１００分の３０以

上について、大学又は事業者

を被保険者とする履行保証保

険契約を締結し」と規定され

ておりますが、他の自治体事

番号４９の回答を参照してく

ださい。 



 (９７) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

例の場合、１００分１０以上

が一般的です。コストの増加

にもなりますので、軽減のご

検討をお願い致します。 

531 関係者協議会 7 2  10     

現時点において、関係者協議

会への出席が想定される貴学

の方々（役職・部署等）に関

してご教示ください。 

現段階では、大学から関係者

協議会へ参加する者につい

て、決定していません。 

532 関係者協議会 7 2  10     

関係者協議会に伴い、事業者

の責によらない事由により、

事業者の契約金額、契約期間

に影響が生じる場合は、変更

契約についてご協議いただき

たくお願いいたします。 

契約金額、契約期間等の契約

内容の変更は、「事業契約書

（案）」の規定に従って行うこ

ととなります。 

533 関係者協議会 7 2  10 1    

関係者協議会に関し、貴学と

事業者以外に、当事業者に融

資を行う金融機関が参加を望

んだ場合、検討していただく

ことは可能でしょうか？ 

「事業契約書（案）」第１０条

第１項後段に基づいて協議の

上決定することになります。 

534 関係者協議会 7 2  10 2    

関係者協議会に要する費用が

事業者負担とされております

が、大学側で発生する経費

（人件費・交通費・諸経費

等）は大学負担と考えてよろ

しいでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

535 設計の変更 8 3  13     

設計変更の請求から変更契約

締結に至るまで、貴学所定の

手続きについてご教示いただ

きますようお願いいたしま

す。 

設計の変更の手続は、「事業契

約書（案）」第１３条の規定に

従って行います。 

536 設計の変更 8 3  13 1    

「工期及び費用の変更を伴わ

ず、～」とありますが、事業

者と事前の協議なしに工期及

び費用の変更が伴わないこと

が判断できるのでしょうか。

軽微な設計変更だと貴学が判

断された場合でも、事前の協

議なしに設計変更を要求され

ることは許容いたしかねま

す。協議をしてから設計変更

の可否を決定させていただき

たく宜しくお願い致します。 

ご質問のような（事業者が工

期及び費用の変更が伴うと判

断する）場合は、大学に対し

て、「事業契約書（案）」第１

３条第２項を適用すべきであ

る旨を主張してください。 

537 設計の変更 8 3  13 2    

「１５日以内に」との記載が

ございますが、変更内容によ

っては、検討に時間を要する

ものも発生すると予想されま

すので、期限につきまして

は、別途協議させていただき

ますようお願いいたします。 

ご質問のような場合には、事

業者は、大学に対し、１５日

以内に検討した結果を通知す

るとともに、詳細な検討には

更なる時間を要する旨を追記

してください。 



 (９８) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

538 設計の変更 8 3  13 2    

「協議が整わなかった場合、

大学の通知内容に従う」とあ

りますが、通知による設計変

更に伴い増加費用が発生した

場合、貴学にご負担いただけ

るとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご質問のように、大学の通知

による設計変更に伴い追加費

用が発生した場合には、「事業

契約書（案）」第１３条第３項

の規定により追加費用の負担

方法を決定することとなりま

す。 

539 設計の変更 8 3  13 2    

第１３条第２項につきまして、

「～事業者は…大学に対して

１５日以内にその結果を通知

しなければならない。」とあり

ますが、この日数の起算日に

ついては口頭の指示のみでな

く、本事業契約第１１１条第

１項に基づき書面をもって通

知され、その書面に明記され

た日付を起算日とする、とい

う認識でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

540 

不可抗力によ

る追加費用の

負担割合 

9 

16 

16 

34 

46 

3 

4 

4 

11 

 

 

5 

5 

 

 

13 

35 

37 

93 

 

5 

1 

3 

2 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

別紙８において，施設整備期

間中に不可抗力が生じ、損害

又は追加費用が発生した場

合、損害及び追加費用が施設

整備期間中に累計で施設整備

費相当（但し、本項におい

て、金利支払額を含まず、消

費税を含むものとする。）の１

００分の１に至るまでは事業

者が負担するものとし、これ

を超える額は大学が負担す

る。」との記載がありますが，

「施設整備費相当」ではなく，

「不可抗力の影響を受けた業

務に関する業務費相当」とさ

せていただくことは可能でし

ょうか。 

原案のとおりとします。 

541 設計の変更 9 3  13 7    

「土地の瑕疵」とあります

が、これには土壌汚染、地中

内空洞、陥没、地下埋設物、

軟弱地盤、硬性地盤、地層の

断裂、ひび割れ、地盤沈下、

地下水の異常出水等々、土地

の性状、形状及び態様に係る

あらゆる瑕疵が含まれるとい

う理解でよろしいでしょう

か。 

実際に「土地の瑕疵」に該当

するか否かは、個別の事情に

応じて判断することとなりま

す。 

542 設計の変更 9 3  13 9    

第５項に定める不可抗力に起

因する設計変更の場合も、本

項に基づき引渡日及び供用開

始日を変更することができる

「事業契約書（案）」第１３条

第９項中「第６項又は第７項

に基づく変更に起因して」と

あるのを、「第６項若しくは第



 (９９) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

という理解でよろしいでしょ

うか。 

７項に基づく変更又は不可抗

力に起因する変更によって」

に変更します。 

543 設計の完了 9 3  14 1    

基本設計図書及び実施設計図

書を貴学に提出して確認を受

けるとありますが、受領証等

の貴学が当該資料を受け取っ

たことを証する資料について

はご提出いただけますでしょ

うか？また適合確認後の通知

については原則文書でＳＰＣ

にご提出くださいますでしょ

うか？ 

大学は、事業者から基本設計

図書及び実施設計図書の提出

を受けた場合において、事業

者から受領書等の大学が当該

資料を受け取ったことを証す

る書面の交付を求められた場

合には、当該求めに応じるこ

ととします。ただし、大学

は、当該書面の交付により、

設計業務に関する責任の全部

又は一部を負担するものでは

ありません。 

544 設計の完了 9 3  14 2    

「大学は、提示された設計図

書等が本契約、入札説明書

等、要求水準書、応募者提案

若しくは大学と事業者の協議

において合意された事項に従

っておらず、又は提示された

設計図書等では本契約、入札

説明書等、要求水準書及び応

募者提案において要求される

仕様を満たさないと判断する

場合には、事業者に対し、設

計図書等の修正を求めること

ができる。」との記載がありま

すが、「提示された設計図書等

では本契約、入札説明書等、

要求水準書及び応募者提案に

おいて要求される仕様を満た

さないと判断する場合」と

は、客観的に要求された仕様

を満たさないと認められる場

合との理解でよろしいでしょ

うか。 

「事業契約書（案）」第１４条

第２項に記載のとおり、大学

は、仕様を満たさないと自ら

が判断する場合に、修正を求

めることができます。 

545 設計の完了 9 3  14 3    

第１４条第３項につきまし

て、大学からの指摘により設

計の不備・不都合を修正する

期間に関して、本事業契約第

４１条の本施設及び本施設内

に設置した備品等に対する瑕

疵担保期間と同様の期間とさ

せていただけませんでしょう

か。 

原案のとおりとします。 

546 
建設場所の管

理 
11 4 1 20 3    

「建設工事の施工に関し、労

働者が災害を被り又は建設機

械器具等必要な設備の盗難又

は損傷等により追加の費用が

「不可抗力事由に起因する追

加費用として大学が負担する

場合」とは、「事業契約書

（案）」の規定により、大学が



 (１００) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

生じた場合、不可抗力事由に

起因する追加費用として大学

が負担する場合を除き、当該

追加費用は事業者が負担す

る。」との記載がありますが，

大学が負担する場合の判断基

準については，文部科学省の

「工事請負契約基準」第二十

九（不可抗力による損害）の

規定に準拠するとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

不可抗力事由に起因する追加

費用を負担する場合のことを

いいます。 

547 
建設に伴う各

種調査 
11 4 2 21     

事業者の責によらず、各種調

査では判明しなかった工事施

工上の障害や貴学が行った測

量及び地質調査の結果との差

異等が生じた場合、第１３条

９項に準じて工期の変更、引

渡日、供用開始日等が変更さ

れるという理解でよろしいで

しょうか。 

ご質問のような場合には、大

学及び事業者は、「事業契約書

（案）」第２１条第５項第１文

の「本事業の内容変更」とし

て、工期、引渡日、供用開始

日の変更についても協議する

ことができます。 

548 
建設に伴う各

種調査 
11 4 2 21 5    

「地中障害物又は文化財等が

出土した場合」に限定されて

いますが、広く本件土地の瑕

疵が認められた場合を含むと

いう理解でよろしいでしょう

か。 

「事業契約書（案）」第２１条

第５項中、「通常予期し得ない

地中障害物又は文化財等が出

土した場合」とあるのを、「通

常予期し得ない瑕疵が認めら

れた場合又は地中障害物若し

くは文化財等が出土した場

合」に変更します。 

549 
建設に伴う各

種調査 
11 4 2 21 5    

「大学が本事業の事業者選定

手続において提供した本件土

地に関する調査資料から確認

されないもので通常予期し得

ない地中障害物又は文化財等

が出土した場合、事業者及び

大学は本事業の内容変更につ

いて協議するものとする。な

お、本事業の内容変更により

事業者の本事業実施の費用に

増減が生ずる場合には、第１

３条第８項に準じてサービス

購入費の調整を行うものとす

る。」との記載がありますが，

地中障害物又は文化財等の処

理について協議するものであ

り，費用の増減のみではな

く，工期の変更も必要になっ

た場合には，文部科学省の

「工事請負契約基準」第二十

一（受注者の請求による工期

の延長），第二十三（工期の変

更方法）の規定に準拠して対

番号５４７の回答を参照して

ください。 



 (１０１) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

処するとの理解でよろしいで

しょうか。 

550 

各種調査にか

かる費用増減

について 

11 4 2 21 5    

当該項末尾に「なお、本事業

の～第１３条第８項に準じて

サービス購入費の調整を行う

ものとする。」とありますが、

これは「“建設に伴う各種調

査”の内容変更により事業者

の本事業実施の費用に増減が

生じる場合、事業者に生じた

合理的な追加費用は大学が負

担し、減少が生じた場合は協

議によりサービス費を減額す

る」という認識で宜しいでし

ょうか。 

「事業契約書（案）」第２１条

第５項第２文は、同項第１文

の規定によって「本事業の内

容変更」が行われた場合につ

いて、当該「本事業の内容変

更」により事業者の本事業実

施の費用に増減が生ずる場合

に、第１３条第８項に準じて

サービス購入費の調整を行う

旨定めたものです。 

551 近隣対策等 12 4 2 22     

近隣調整に関しては合理的な

範囲において貴学のご協力を

いただけるとの理解で宜しい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、

「事業契約書（案）」第２２条

第２項のとおり、事業者は自

己の責任及び負担において合

理的に要求される範囲の近隣

調整を実施するものですの

で、仮に大学が協力を行った

場合であっても、大学は、近

隣調整に関する責任及び費用

の全部又は一部を負担するも

のではありません。 

552 

本施設の建設

に伴う近隣対

策等 

12 4 2 22     

近隣から本事業自体に対する

反対運動等がある場合は、貴

学にて処理解決され、第３３

条により工期の変更、引渡

日、供用開始日等が変更され

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご質問のように近隣から本事

業自体に対する反対運動があ

る場合であっても「事業契約

書（案）」第２２条第２項のと

おり、事業者は自己の責任及

び負担において合理的に要求

される範囲の近隣調整を実施

する必要があります。なお、

本事業自体に対する反対運動

は、同条第５項但書にいう

「大学が設定した条件に直接

起因するもの」に該当するた

め、その費用負担について

は、同項の規定を適用するこ

ととなります。また、近隣調

整の結果、事業者の責めに帰

すことのできない事由によっ

て工期、引渡日及び供用開始

日等を変更する必要が生じた

場合には、大学と事業者で協

議するものとします。 

553 

本施設の建設

に伴う近隣対

策等 

12 4 2 22     

ご予定されている近隣説明会

がございましたら、スケジュ

ール・規模等をご教示願いま

現段階で、大学として予定し

ている近隣説明会はありませ

ん。 



 (１０２) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

す。 

554 

本施設の建設

に伴う近隣対

策等 

12 4 2 22 1    

本事業の実施自体に関する内

容で近隣対策が必要とされた

場合は、貴学の責任及び費用

負担においてご対応いただけ

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

番号５５２の回答を参照して

ください。 

555 

本施設の建設

に伴う近隣対

策等 

12 4 2 22 2    

近隣からの要望や協定、既に

制約を受けている内容等、現

時点で把握しておくべき情報

がございましたら、ご教示願

います。 

現段階で、ご質問のようなも

のはありません。 

556 

本施設の建設

に伴う近隣対

策等 

12 4 2 22 5    

本事業の実施自体に関する内

容に関して近隣対策を余儀な

くされたときは、それによっ

て事業者に生じた費用は貴学

にご負担いただけるという理

解でよろしいでしょうか。 

番号５５２の回答を参照して

ください。 

557 引越業務 12 4 2 23 3    

大学が別途発注する備品等の

搬入作業に起因して事業者が

損害等を被ったときは貴学に

賠償していただけるという理

解でよろしいでしょうか。 

大学の責めに帰すべき事由に

より事業者が損害を被ったと

きは、大学は事業者が被った

損害を賠償するものとしま

す。 

558 引越業務 12 4 2 23 
3 

4 
   

貴学が別途発注する備品等の

搬入作業において、事業者が

協力する際の費用は事業者負

担とありますが、具体的な想

定業務をお教えください。 

事業者による主な協力の範囲

は、事業者が進めている施設

整備とのスケジュール及びス

ペース調整等になります。大

学が別途発注する備品等の搬

入作業そのものへの直接的な

協力（養生、誘導、移転、搬

入、設置等）を求めているも

のではありません。 

559 引越業務 12 4 2 23 4    

大学が別途発注する備品等の

搬入作業に協力するのですか

ら、それに伴い事業者に生じ

た費用は貴学にご負担いただ

けないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

560 
別途発注業務

への協力 
12 4 2 23 4    

大学が別途発注する搬入作業

への協力費用が事業者負担と

されておりますが、搬入に必

要となる養生や誘導員等、搬

入作業そのものに関する費用

は事業者負担とはならないと

の理解でよろしいでしょう

か？ 

番号５５８の回答を参照して

ください。 

561 引越業務 12 4 2 23 4    

念のため確認させていただき

ますが、協力に要する費用は

過度な費用負担は求められな

いとの理解で宜しいでしょう

番号５５８の回答を参照して

ください。 



 (１０３) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

か。貴学において現時点で想

定される費用負担はどのよう

なものがございますでしょう

か。 

562 引越業務 12 4 2 23 4    

貴学が別途発注する備品等の

搬入作業の内容が明らかでは

ない中で全ての費用を見込む

ものは不可能であると考えま

す。事業者への費用・契約期

間等の観点から影響が大きい

場合は、別途ご協議いただき

たくお願いいたします。 

番号３１５前段、５５８の回

答を参照してください。 

563 

・引越業務・

備品等調達業

務・維持管理

業務及び運営

業務に必要な

備品の整備・

搬入 

12 

13 

13 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

23 

24 

25 

4 

4 

3 

   

「事業者が前項の規定により

行う協力に要する費用は、事

業者の負担とする。」との記載

がございますが，事業者の負

担が過大になる場合は，かか

る費用の負担については、ご

協議いただけるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

番号５６２の回答を参照して

ください。 

564 

第三者に損害

を及ぼした際

の責任につい

て 

12 4 2 23 5    

貴学が負担を負うべき合理的

理由がある場合は、「この限り

ではない。」とありますが、

「大学が当該損害を賠償する

ものとする。」に修文していた

だけないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

565 
備品等調達業

務 
12 4 2 24 3    

大学が別途発注する備品等の

搬入作業に起因して事業者が

損害等を被ったときは貴学に

賠償していただけるという理

解でよろしいでしょうか。 

番号５５７の回答を参照して

ください。 

566 備品調達業務 12 4 2 24 
3 

4 
   

貴学が別途発注する備品等の

搬入作業において、事業者が

協力する際の費用は事業者負

担とありますが、具体的な想

定業務をお教えください。 

番号５５８の回答を参照して

ください。 

567 
別途発注業務

への協力 
13 4 2 24 4    

大学が別途発注する搬入作業

への協力費用が事業者負担と

されておりますが、搬入に必

要となる養生や誘導員等、搬

入作業そのものに関する費用

は事業者負担とはならないと

の理解でよろしいでしょう

か？ 

番号５５８の回答を参照して

ください。 

568 
備品等調達業

務 
13 4 2 24 4    

貴学が別途発注する備品等の

搬入作業の内容が明らかでは

ない中で全ての費用を見込む

ものは不可能であると考えま

す。事業者への費用・契約期

番号３１５前段、５５８の回

答を参照してください。 



 (１０４) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

間等の観点から影響が大きい

場合は、別途ご協議いただき

たくお願いいたします。 

569 
備品等調達業

務 
13 4 2 24 4    

大学が別途発注する備品等の

搬入作業に協力するのですか

ら、それに伴い事業者に生じ

た費用は貴学にご負担いただ

けないでしょうか。 

原案のとおりとします。当該

協力に必要な費用は、本事業

のサービス購入費に含めて提

案してください。 

570 維持管理業務 13 4 2 25 
2 

3 
   

大学が別途発注する備品等の

搬入作業において、事業者が

協力する際の費用は事業者負

担とありますが、具体的な想

定業務をお教えください。 

維持管理及び運営において、

大学が別途発注する備品等の

搬入は極めて限定的（例え

ば、自動販売機等）なものと

なります。番号５５８の回答

を参照してください。 

571 

維持管理業務

及び運営業務

に必要な備品

の整備・搬入 

13 4 2 25 2    

貴学が別途発注する備品等の

搬入作業の内容が明らかでは

ない中で全ての費用を見込む

ものは不可能であると考えま

す。事業者への費用・契約期

間等の観点から影響が大きい

場合は、別途ご協議いただき

たくお願いいたします。 

番号５７０の回答を参照して

ください。 

572 
別途発注業務

への協力 
13 4 2 25 3    

大学が別途発注する搬入作業

への協力費用が事業者負担と

されておりますが、搬入に必

要となる養生や誘導員等、搬

入作業そのものに関する費用

は事業者負担とはならないと

の理解でよろしいでしょう

か？ 

番号５７０の回答を参照して

ください。 

573 

維持管理業務

及び運営業務

に必要な備品

の整備・搬入 

13 4 2 25 3    

大学が別途発注する備品等の

搬入作業に協力するのですか

ら、それに伴い事業者に生じ

た費用は貴学にご負担いただ

けないでしょうか。 

原案のとおりとします。当該

協力に必要な費用は、本事業

のサービス購入費に含めて提

案してください。 

574 
大学による中

間確認等 
13 4 3 27     

貴学における中間確認は事業

者側でポイント毎に提案する

との理解で宜しいでしょう

か。もし想定されている回数

等がございましたらご教示く

ださい。 

大学と事業者で協議のうえ、

大学が定めるものとします。 

575 
大学による中

間確認等 
13 4 3 27 1    

貴学にて中間確認を実施され

た場合、事業者に対し中間確

認完了書などの書面にて通知

する形式でお願いできません

でしょうか？ 

大学は、建設工事の中間確認

を実施した場合において、事

業者から中間確認を完了した

ことを証する書面の交付を求

められた場合には、当該求め

に応じることとします。ただ

し、大学は、当該書面の交付

により、建設工事に関する責



 (１０５) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

任の全部又は一部を負担する

ものではありません。 

576 

大学による本

施設の完成確

認 

14 4 4 29     

貴学の完成確認は引渡し前の

何時までに実施しなければな

らない等の規定はないとの理

解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおり完成確認の実

施自体には期限はありません

が、「事業契約書（案）」第３

９条第１項のとおり、事業者

は、別紙１に定める引渡日ま

でに、完成確認書の交付を受

けたうえで、本施設の引渡し

を行う義務を負います。 

577 完成確認通知 15 4 4 32 1    

引渡日遵守については、地下

埋設物・土壌・埋文リスクに

加え、高度な機器・専門性の

高い備品・研究室固有のレイ

アウト希望等の要因により、

設計建設段階で内容・スケジ

ュール調整が予想されます。 

反面、第３２条１項の規定全

てを満たさなければ、完成確

認通知書が発行されず引渡し

されない規定になっておりま

す。大学様のスケジュール遵

守の協力がなければ引渡日遵

守は不可能と考えます。この

意味で、事業者の引渡日遵守

の責任は限定的な面があると

考えておりますが、この点ご

理解いただけますでしょう

か。 

「事業契約書（案）」第３９条

第１項のとおり、事業者は、

別紙１に定める引渡日までに

完成確認書の交付を受けたう

えで、本施設の引渡しを行う

義務を負います。ご質問のよ

うに、設計業務や建設工事の

段階で事業内容や事業日程を

変更する必要が生じた場合に

は、「事業契約書（案）」の規

定に従って、変更の協議等を

行うこととなります。 

578 

工期又は施設

整備期間の変

更 

15 4 5 33 2    

「当該変更の当否」とありま

すが、当該変更を行うことを

前提に、「当該変更の期間」を

定めるという理解でよろしい

でしょうか。 

「協議により当該変更の当否

を定める」という表現は、工

期の変更を行うか否かを決定

することも含むものであり、

工期の変更を行うことが前提

となっているものではありま

せん。 

579 
工事の一時中

止 
15 4 5 34     

事業者の責によらず、工事続

行した場合に事業者に損害発

生するような事由が発生した

場合は、工事中止をお認めい

ただけるという理解でよろし

いでしょうか。 

ご質問のような場合には、大

学と事業者で協議のうえ、大

学が工事を一時中止する必要

があると認める場合には、建

設工事の一時中止を認めるも

のとします。 

580 
工事の一時中

止 
15 4 5 34     

「大学は、必要があると認め

る場合、その理由を事業者に

通知した上で、本施設の建設

工事の全部又は一部の施工を

一時中止させることができ

る。 

２ 大学は、前項に従い工事の

施工を一時中止させた場合、

建設工事の一時中止について

は、「事業契約書（案）」第３

４条の規定が適用されます。 



 (１０６) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

必要があると認めるときは工

期を変更することができる。」

との記載がありますが，一時

中止については，文部科学省

の「工事請負契約基準」第二

十（工事の中止）の規定に準

拠して対処されるとの理解で

よろしいでしょうか。 

581 
大学による工

期の変更 
15 4 5 34 2    

「必要があると認めるときは

工期を変更することができ

る。但し、引渡日及び供用開

始日が変更された場合でも、

第７１条第１項に定める本契

約の終期は変更しない」とあ

りますが、当該工期の変更が、

「大学の責めに帰すべき事

由、不可抗力、法令変更又は

事業者の責めに帰すことので

きない事由」に当たる場合、

第４０条に従い、維持管理に

係る費用を含めて、引渡しの

遅延及び引渡しの遅延に伴い

維持管理期間が短縮されるこ

とによる増加費用があれば、

大学から、増加費用相当額の

支払いを受けることができる

と考えてよろしいでしょう

か？ 

「事業契約書（案）」第３４条

第２項の規定により工期が変

更された場合の追加費用の負

担については、第３５条の規

定が適用されます。 

582 
工事の一時中

止 
15 4 5 34 2    

「大学は、～必要があると認

めるときは工期を変更するこ

とができる。」とありますが、

変更期間については事業者と

協議していただけるという理

解でよろしいでしょうか。 

工期を変更する場合の変更後

の期間について、大学は事業

者と協議を行うものとします

が、当該協議が整わなかった

場合には、大学が自らの判断

によって期間を決定するもの

とします。 

583 

工期変更等の

場合の費用負

担 

16 4 5 35     

不可抗力により施工が一時中

止された場合は、施工の一時

中止に伴う増加費用等を大学

様にご負担いただいたうえ

で、不可抗力に伴う損害及び

追加費用を別紙８に基づき処

理解決されるとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご質問のような場合には、施

工の一時中止に伴う追加費用

も含む、不可抗力に伴う損害

及び追加費用全てにつき、第

３５条第３号の規定によって

負担割合を決定することとな

ります。 

584 

工期変更にか

かる費用負担

について 

16 4 5 35 1    

貴学の責めに帰すべき事由に

よる場合は、同（２）に準じ

て“合理的”ではなく“全

て”貴学の負担とさせていた

だけないでしょうか。（第４０

条１項についても同様） 

原案のとおりとします。 

585 工期変更等の 16 4 5 35 1 (1)   「合理的な範囲」の定義をご 工期変更等によって事業者に



 (１０７) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

場合の費用負

担 

教示いただけませんでしょう

か。 

生じる必要かつ最小限の範囲

の費用を想定しており、事業

者から請求を受けた増加費

用・追加費用が適切なもの

か、不必要な費用が含まれて

いないかという観点から判断

することとなります。 

586 建物の登記 17 4 6 39 2    

建物の登記費用は大学の負担

であり、事業者の協力は資料

提供・登記のための測量等に

対する協力程度と考えてよろ

しいでしょうか？ 

ご理解のとおり、大学が負担

すべき登記費用（登録免許

税）については大学の負担と

しますが、事業者は、「事業契

約書（案）」第３９条第２項に

基づき、必要図書の作成など

について協力を行う義務があ

ります。 

587 

本施設の引渡

し遅延による

費用負担 

17 4 6 40 2    

遅延損害金は、民法４２０条

の「損害賠償の予定」の考え

方に基づき、貴学に発生する

損害の大小に拘らず、本損害

金を支払う定めであると思い

ますが、貴学の損害が本損害

金の金額より大きいときのみ

実損害の賠償義務が生じるの

は、公平な定めでないと考え

ます。公共工事標準約款に準

じて、超過分を請求する定め

については、削除をお願いし

ます。 

原案のとおりとします。 

588 

本施設の引渡

し遅延による

費用負担 

17 4 6 40 2    

事業者の責めに帰すべき事由

により本施設の引渡が遅延し

た場合の施設整備費相当額に

乗じる遅延利息率は何％を想

定されておりますでしょうか。

（別紙１６「定期建物賃貸借

契約書の書式」第８条及び別

紙１７「設置場所賃貸借契約

書の書式」第８条ではそれぞ

れ遅延損害金を年５％で算定

するとされております。） 

「遅延利息率」の定義につき

ま し て は 、「 事 業 契 約 書

（案）」第１条第２４号をご参

照ください。 

589 

本施設の引渡

し遅延による

費用負担 

17 4 6 40 2    

「事業者の責めに帰すべき事

由により本施設の引渡が遅延

した場合、事業者は、本施設

の引渡日の翌日から実際に本

施設が事業者から大学に対し

て引き渡された日までの期間

について、施設整備費相当額

（但し、本項において、金利

支払額を含まず、消費税を含

むものとする。）に対し、本施

設が引き渡された日における

原案のとおりとします。 



 (１０８) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

遅延利息率を乗じて計算した

額の遅延損害金を支払うもの

とし、当該遅延損害金を超え

る損害があるときは、その損

害額を支払わなければならな

い。」との記載がありますが，

文部科学省の「工事請負契約

基準」第四十（履行遅滞の場

合における損害金等）の規定

に準拠することとさせていた

だくことは可能でしょうか。 

590 

本施設の引渡

し遅延による

費用負担 

17 4 6 40 2    

「事業者の責めに帰すべき事

由により本施設の引渡が遅延

した場合、事業者は、本施設

の引渡日の翌日から実際に本

施設が事業者から大学に対し

て引き渡された日までの期間

について、施設整備費相当額

（但し、本項において、金利

支払額を含まず、消費税を含

むものとする。）に対し、本施

設が引き渡された日における

遅延利息率を乗じて計算した

額の遅延損害金を支払うもの

とし」との記載がありますが，

「施設整備費相当額」の部分

を「建設工事及びこれらを実

施する上で必要となる関連業

務にかかる費用に相当する

額」に変更させていただくこ

とは可能でしょうか。 

原案のとおりとします。 

591 
備品等に係る

瑕疵担保責任 
17 4 6 41 1    

『本施設内に設置された備品

等に瑕疵があるときは、』とあ

りますが、ここでいう備品等

は、第２４条に基づき調達し

た備品等に限られ、大学が別

途発注した備品等や、引越業

務の対象としての什器備品等

は含まれないとの認識でよろ

しいでしょうか。 

「事業契約書（案）」第４１条

の「本施設内に設置された備

品等」とは、事業者が第２３

条に基づき引越した備品等並

びに第２４条及び第２５条に

基づき設置した備品等をいう

ものとし、大学が別途発注し

搬入した備品等は含まないも

のとします。 

592 瑕疵担保責任 17 4 6 41 2    

「本施設に設置された備品

等」には、設備機器も含まれ

るとの理解でよろしいでしょ

うか。 

設備機器は、「本施設」に含ま

れます。そのため、「本施設に

設置された備品等」には含ま

れません。 

593 瑕疵担保責任 17 4 6 41 2    

「前項の規定による瑕疵の修

補又は損害賠償の請求は、本

施設は引渡日から２年以内

に、本施設内に設置された備

品等は引渡日から１年以内

に、それぞれ行わなければな

原案のとおりとします。 



 (１０９) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

らない。但し、当該瑕疵が事

業者の故意又は重大な過失に

より生じた場合、又は構造耐

力上主要な部分若しくは雨水

の浸入を防止する部分につい

て生じた場合（構造耐力又は

雨水の浸入に影響のないもの

を除く。）には、当該請求をす

ることができる期間は、１０

年間とする。」との記載があり

ますが，本施設は住宅ではあ

りませんので，「又は構造耐力

上主要な部分若しくは雨水の

浸入を防止する部分について

生じた場合（構造耐力又は雨

水の浸入に影響のないものを

除く。）」という部分について

は削除させていただくことは

可能でしょうか。 

594 瑕疵担保責任 17 4 6 41 4    

「大学は、本施設又は本施設

内に設置された備品等が第１

項の瑕疵により滅失又は毀損

したときは、第２項で定めた

期間内で、かつ、その滅失又

は毀損を大学が知った日から

１年以内に第１項の権利を行

使しなければならない。」との

記載がありますが，瑕疵担保

については，文部科学省の

「工事請負契約基準」第三十

九（瑕疵担保）の規定に準拠

し，「その滅失又は毀損を大学

が知った日から１年以内に」

という部分を「その滅失又は

毀損の日から１年以内に」と

修正させていただくことは可

能でしょうか。 

原案のとおりとします。 

595 
従事職員名簿

の提出等 
19 5 1 46 2    

事業者に対して従事職員の交

替を請求できるとあります

が、業務の不適性に関わる措

置は、あくまでも第４８条及

び別紙１０に基づくモニタリ

ング措置に一本化、収斂して

いただけませんでしょうか。

個人の雇用に関わる重大事案

であり、係争を含む混乱を生

じかねません。 

原案のとおりとします。 

「事業契約書（案）」第４８条

及び別紙１０は、維持管理業

務及び運営業務を実施する企

業（事業者、維持管理企業及

び運営企業）の不履行に対し

て、サービス購入費の減額や

業務に関する指導等の措置を

行うことを目的とするもので

す。 

一方で、第４６条第２項は、

維持管理業務及び運営業務に

従事する一職員について、不

適当な点が認められる場合の



 (１１０) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

措置を定めたものであり、第

４８条及び別紙１０とは対象

が異なっていますので、一本

化・収斂を行うことはできま

せん。 

596 
モニタリング

の実施 
19 5 1 48     

任意事業とは他業務と異なり

絶対的必要性は認められてい

ないものであり、モニタリン

グリスクを負ってまで任意事

業を行う必要性が無いため、

任意事業に関しては、モニタ

リングの対象外としていただ

けないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

もっとも、運営業務のうち福

利厚生施設運営業務及び事業

者提案による運営業務（任

意）については、独立採算業

務であることに鑑み、事業者

の提案及び自主性を尊重して

必要な範囲に限りモニタリン

グを行うものとします。 

また、運営業務のうち福利厚

生施設運営業務及び事業者提

案による運営業務（任意）に

つ い て は 、「 事 業 契 約 書

（案）」別紙１０によるモニタ

リングの対象となるものの、

サービス購入費の減額は行わ

ないこととしています（別紙

１０「※」）。 

597 
第三者に及ぼ

した損害等 
20 5 1 52 

1 

2 
   

事業者の責めに帰すべき事由

及び通常避けることのできな

騒音等の理由による第三者へ

の損害以外の第三者への損害

は貴学にご負担いただけると

の理解でよろしいでしょう

か。 

事業者の責めに帰すべき事由

及び通常避けることのできな

騒音等以外の理由による第三

者への損害についても、原則

として事業者の負担とします

が、大学の責めに帰すべき事

由による第三者への損害につ

いては、大学が負担するもの

とします。 

598 

騒音等の理由

による第三者

への損害につ

いて 

20 5 1 52 2    

通常避けることができない騒

音等の理由により第三者に損

害賠償の負担先が事業者にな

っていますが、第３６条２項

では貴学の負担となっており

ます。いずれの場合も貴学の

負担としていただけないでし

ょうか。 

原案のとおりとします。 

維持管理業務及び運営業務に

おいては、通常避けることが

できない騒音等により第三者

に損害を及ぼす事態が生じる

可能性は低く、応募者提案な

いしは設計の段階で、事業者

において、具体的な想定及び

対策を行うことが可能である

と考えられます。 

一方、「事業契約書（案）」第

３６条第２項但書が定める

「工事の施工」に伴う騒音等

は、維持管理業務及び運営業

務に伴って生じる騒音等より

も相当程度影響の大きなもの

となることが想定され、応募

者提案ないし設計等における

工夫によって対策を行うこと
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は容易ではありません。 

したがって、前者についての

み、事業者においてリスクを

負担するものとしています。 

599 
第三者に及ぼ

した損害等 
20 5 1 52 2    

通常避けることができない騒

音等の理由により第三者に損

害を及ぼした場合でも、事業

者がその損害を賠償しなけれ

ばならない。とございます

が、第３６条２項（施設整備

業務中に事業者が第三者に及

ぼした損害）では、通常避け

ることのできない理由により

生じた損害については大学負

担とされています。５２条と

３６条で類似した事象の扱い

が異なるのはなぜでしょう

か。５２条においても通常避

けることのできない理由によ

り生じた損害については大学

負担としていただけないでし

ょうか。 

番号５９８の回答を参照して

ください。 

600 施設管理台帳 21 5 2 56     

施設管理台帳とは、建築部

位、各種設備機器、備品の台

帳と考えてよろしいでしょう

か。 

施設管理台帳とは、本施設の

設備機器、什器備品、調達備

品等の維持管理を行うための

台帳を想定しています。な

お、当該台帳は、大学と協議

の上、作成するものとしま

す。 

601 施設管理台帳 21 5 2 56     

施設管理台帳は、千葉大学様

の指定の様式・データ形式等

がございますでしょうか？事

業者側の任意で構わないでし

ょうか？ 

番号６００の回答にあるとお

り、当該台帳は、大学と協議

の上、作成するものとしま

す。 

602 
非常時・緊急

時の対応 
21 5 2 57 2    

災害・事故等への対応費用が

サービス購入費に含まれる、

とのことですが、これは一次

対応までで、一次対応以降の

緊急時対応として必要となる

費用は含まれていない、との

理解でよろしいでしょうか？ 

非常時、緊急時の対応は、「事

業契約書（案）」第５７条第１

項のとおりとします。 

603 
非常時、緊急

時の対応 
21 5 2 57 2    

本項に基づく事業者の費用負

担（サービス購入費に含まれ

る分）と第９３条に定める不

可抗力に起因して事業者に生

じた増加費用との区別が不明

ですのでご教示いただけませ

んでしょうか。 

「事業契約書（案）」第５７条

第１項の規定により、災害・

事故等の発生時に、事業者が

計画書に基づいて行う業務

（措置及び報告等）に要する

費用は、同条第２項によりサ

ービス購入費に含まれます。

不可抗力によって、上記業務

に要する費用以外の費用が事
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業者に生じた場合には、「事業

契約書（案）」第１１章の規定

によって処理することとなり

ます。 

604 本施設の修繕 21 5 2 58     

事業期間中の修繕に関し、修

繕計画（時期）を立案し予算

化提案を行いますが、運転時

間や劣化度の違い等の要因に

より、維持管理・運営業務開

始後に立案した修繕時期の変

更は可能でしょうか 

事 業 者 は 、「 事 業 契 約 書

（案）」第４４条第３項の規定

により、あらかじめ大学の承

諾を得た場合には、大学に提

出した維持管理業務計画書の

内容を変更することができま

す。 

605 本施設の修繕 21 5 2 58 1    

本項は、事業者が自己の責任

と費用において行うことを前

提としていることから、「年間

維持管理業務計画書に記載の

ない」は「模様替え」と「本

施設に重大な影響を及ぼす修

繕」の両方にかかる文節と考

えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

606 本施設の修繕 21 5 2 58 3    

「本施設の事業者の責めによ

らない事故若しくは火災等に

よる損傷」とありますが、広

く不可抗力事由全般に起因す

る損傷が含まれるという理解

でよろしいでしょうか。 

「不可抗力」の定義は「事業

契約書（案）」第１条第２９号

のとおりであり、「事業者の責

めによらない事故若しくは火

災等」とは異なります。 

607 
民間付帯施設

事業 
22 6  62     

民間付帯施設に関しては事業

性も考慮して建物仕様等を決

定しますが、本施設との仕様

の違い等によって貴学の承認

を得られないことはないとの

理解で宜しいでしょうか。 

番号３８９の回答後段を参照

してください。 

608 
民間付帯施設

事業 
22 6  62     

民間付帯施設事業に関しては

民間による独立採算事業であ

るため、貴学への日報や月報

の提出は不要と考えて宜しい

でしょうか。当然ながら法令

等に定められた対応は行いま

す。 

「事業契約書（案）」第６２条

第４項は、民間付帯施設事業

の維持管理及び運営に係る業

務について、本施設の維持管

理業務及び運営業務の業務報

告書に関する規定である第５

０条を準用しています。ま

た、番号６１０の回答を参照

してください。 

609 

民間付帯施設

事業に準用す

る各規定 

22 6  62 3    

民間付帯施設事業の施設整備

に係る業務について準用する

規定が列挙されていますが、

「第２１条」についても含ま

れるのではないでしょうか。 

「事業契約書（案）」第６２条

第３項中、「第１１条、第１４

条、第１５条、第１６条、第

１７条、第１９条、第２０条

（但し、同条第３項は除く）、

第２２条、第２６条、第２８

条、第２９条、第３０条、第

３３条、第３４条、第３６条

の各規定」とあるのを、「第１

１条、第１４条、第１５条、
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第１６条、第１７条、第２０

条（但し、同条第３項は除

く）、第２１条、第２２条、第

２６条、第２８条、第２９

条、第３０条、第３３条、第

３４条、第３６条（但し、同

条第２項但書は除く）の各規

定」に変更します。 

610 
民間付帯施設

事業の要件 
22 6  62 3    

事業契約案の施設整備に関す

る各規定が準用される旨の記

載がありますが、例えば設計

完了時、施設完成時の提出書

類などは、本施設と同じもの

を提出する必要はないと考え

られます。民間付帯施設が独

立採算で実施されることなど

をご勘案頂き、各規定がその

まま準用されず、適宜提出書

類等は簡素化・省略されると

考えてよろしいでしょうか？ 

「事業契約書（案）」第６２条

第９項として、以下の規定を

追加します。 

「大学は、第３項及び第４項

によって民間付帯施設事業に

準用される規定において、事

業者に大学への説明・報告若

しくは書類の提出を求める

旨、又は、大学が事業者に対

しモニタリングを行う旨が定

められている場合には、民間

付帯施設事業が事業者の独立

採算事業である点に鑑み、事

業者の提案及び自主性を尊重

して、説明・報告等の対象と

なる事項、提出すべき書類の

種類及び記載事項又はモニタ

リングの対象となる事項等

を、事業者と協議のうえ、減

少又は簡略化させることがで

きるものとする。但し、大学

が関連法令等を遵守するため

に必要となる事項はこの限り

ではない。」 

611 
民間付帯施設

事業 
22 6  62 3    

民間付帯施設の建設は全て事

業者の責任及び費用負担にお

いて実施するため、第１４

条、第１５条、第１９条、第

２６条、第２８条、第２９

条、第３０条、第３３条、第

３４条は適用除外としていた

だけないでしょうか。別途、

別紙２０における定期借地契

約の制限があることもご考慮

下さい。 

番号６０８、６１０の回答を

参照してください。 

612 
民間付帯施設

事業 
23 6  62 4    

維持管理・運営における独立

採算制を阻害しないために

も、第４４条、第４６条、第

５０条は適用除外としていた

だけないでしょうか。別途、

別紙２０における定期借地契

約の制限があることもご考慮

下さい。 

番号６０８、６１０の回答を

参照してください。 
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613 

民間付帯施設

事業の増加費

用の負担につ

いて 

23 6  62 6    

大学の帰責事由により民間付

帯施設事業の実施に要する費

用が増加した場合は、大学が

増加費用を負担するという理

解でよろしいでしょうか。 

大学の責めに帰すべき事由に

より事業者が民間付帯施設事

業の実施に要する費用が増加

した場合には、大学が合理的

な範囲で当該費用を負担する

ものとします。 

614 
民間付帯施設

事業の期間 
23 6  63     

民間付帯施設事業の内容変更

は、３年目を経過した（４年

目）以降は、変更した事業内

容の経過年数に関係なく、大

学が承諾した場合には再度変

更できるとの認識でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

615 

民間付帯施設

事業の終了に

ついて 

23 6  63 1    

民間付帯施設事業は独立採算

事業ですので、赤字となり、

事業者が将来の黒字化が見込

めないと判断した場合には、

ペナルティなしで民間付帯施

設事業終了できるものと考え

てよろしいでしょうか。但書

きにおいて４年目以降の民間

付帯施設事業の内容の変更を

お認め頂いていますが、既に

不採算となっている事業の内

容を変更したとしても黒字化

が見込めないことが想定さ

れ、仮に民間付帯施設事業の

終了をお認めいただけない場

合、不採算事業を長期に亘っ

て継続することとなり、事業

者にとって大変厳しい条件と

なります。 

事業契約のうち民間付帯施設

事業に関する部分の終了につ

いては、「事業契約書（案）」

第８２条ないし第８６条の規

定が存在しますが、ご質問の

ような事情だけでは、民間付

帯施設事業を終了させること

はできません。 

616 
民間付帯施設

事業の期間 
23 6  63 1    

民間付帯施設事業の運営後３

年を経過するより前であって

も、採算性に問題が生じたと

きは、事業内容の変更をお認

めいただけませんでしょう

か。また「３年経過」という

条件を付された根拠をお示し

いただけないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

本事業の事業者選定手続にお

いては、民間付帯施設事業に

関する提案内容も審査対象と

なるため、競争の公平性等の

観 点 か ら 、「 事 業 契 約 書

（案）」第６３条において、運

営開始後３年を経過するまで

の間は民間付帯施設事業の内

容を変更する事はできない旨

規定しております。番号３７

６の回答を参照してくださ

い。 

617 
民間付帯施設

事業の期間 
23 6  63 1    

民間付帯施設事業の内容変更

に当たり貴学の承諾が求めら

れていますが、貴学は、合理

的理由なくかかる承諾を遅

延、保留し又は拒絶しないと

大学は、「事業契約書（案）」

第６３条第１項記載のとお

り、民間付帯施設事業の変更

内容が要求水準を満たすこと

等を前提条件として、当該変
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いう理解でよろしいでしょう

か。 

更内容が相当であると認める

ときに、承諾を行います。番

号３７６の回答を参照してく

ださい。 

618 

大学に責があ

る場合の損害

賠償について 

23 6  64 2    

『大学に対して、その名目に

かかわらず一切の金銭支払請

求権を有しない。』とあります

が、大学に責がある場合があ

るかもしれませんので、『大学

に責がある場合を除き』等の

追記をお願いできますでしょ

うか。 

原案のとおりとします。 

「事業契約書（案）」第６４条

第２項は、「事業者」及び「事

業者が使用する一切の第三

者」が民間付帯施設事業を行

う過程で第三者に損害を及ぼ

した場合の規定であるため、

大学の責めに帰すべき事由が

ある場合は想定できません。 

619 自己責任 23 6  64 2    

本項に定める事業者の損害賠

償義務は、あくまでも事業者

の帰責性が前提とされること

をご確認いただけませんでし

ょうか。 

番号６１８の回答のとおり、

「事業契約書（案）」第６４条

第２項が規定する場合につい

ては、大学の責めに帰すべき

事由があることは想定できま

せんので、事業者につき責め

に帰すべき事由があるか否か

を問わず、事業者は大学に対

して金銭支払請求権を有する

ものではありません。 

なお、第三者に生じた損害に

ついて事業者に帰責性がない

場合には、事業者が当該第三

者に対して損害賠償責任を負

わないことはあり得ますが、

大学はこの点につき関知する

ものではありません。 

620 
報告の頻度に

ついて 
24 6  66     

四半期毎に報告するとなって

いますが、独立採算で実施す

る事業ですので、年度毎の提

出とさせていただけないでし

ょうか。 

原案のとおりとします。 

当該報告の対象となる事項及

びその内容は、民間付帯施設

事業が事業者の独立採算事業

である点に鑑み、事業者の提

案及び自主性を尊重して、事

業者に過度の負担とならない

よう必要最小限の簡易なもの

とします。番号６１０の回答

を参照してください。 

621 
サービス購入

費の変更 
24 7  68 2    

本項に基づくサービス購入費

の変更に関して、維持管理に

係るサービス購入費のみがそ

の対象とされていますが、内

容に鑑み、運営に係るサービ

ス購入費もまたその対象とさ

れ得るという理解でよろしい

でしょうか。 

「事業契約書（案）」第６８条

第２項中、「維持管理に係るサ

ービス購入費」とあるのを、

「維持管理業務又は運営業務

に係るサービス購入費」に変

更します。 

622 
事業期間満了

時の検査 
25 8 1 72 2    

事業者は、大学からの請求が

あり次第速やかに当該箇所の

原案のとおりとします。 

ただし、大学が事業者による
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修繕等を行ない、大学の確認

を受け泣けれならない。とご

ざいますが、検査において大

学が事業者による修繕又は補

修等をすべき箇所と判断した

場合でも、その箇所の状態に

ついて事業者側の見解が異な

る可能性も考えられますので、

「当該箇所について事業者と

協議を行い、双方合意した箇

所について、事業者は、大学

からの請求があり次第速やか

に当該箇所の修繕等を行な

い、大学の確認を受けなけれ

ばならない。」としていただけ

ないでしょうか。 

修繕又は補修等をすべき箇所

であると判断し請求を行った

場合であっても、当該箇所

が、客観的には、「事業契約書

（案）」第７２条第１項が定め

る要件（「要求水準書」に示さ

れた水準を満たしており、か

つ本施設を継続して使用する

ことに支障がないこと）を満

たしていることを事業者が証

明した場合には、事業者は当

該箇所を修繕する義務を負わ

ないものとします。 

なお、この場合において、「要

求水準書」に示された水準を

満たしているか否かの判断は、

「入札説明書」第２章４(4) 

2) ⑦の記載のとおり、事業者

によって行われた維持管理業

務及び運営業務の状態が要求

水準を満たしているか否かと

いう観点から行われるもので

あり、本施設の完成確認時と

は観点が異なっていることを

念のため付言します。 

623 
事業者の債務

不履行 
27 8 2 73 2    

事業者として必要な努力を尽

くした上で、引渡日が遵守で

きない場合、引渡日変更をご

協議いただくことになると考

えます。これらのケースで

は、第７３条第２項各号の解

除（事業者帰責）に当らない

と考えて良いでしょうか。更

に、必要な協議が長引いた場

合でも、不合理で一方的な引

渡期限を大学様が決定し、第

７３条第２項各号の解除（事

業者帰責）を行うことはない

と考えて良いでしょうか。 

事業者が引渡日までに本施設

の引渡しをできなかった場合

に、「事業契約書（案）」第７

３条第２項各号に該当するこ

ととなるか否かは、個別の事

情に応じて判断することとな

ります。 

また、引渡日の変更は「事業

契約書（案）」の規定に基づい

て行われるものであり、大学

が「不合理で一方的な引渡期

限」を設定することはありま

せんが、変更後の引渡日につ

いて、事業者の責めに帰すべ

き事由により、引渡日から３

０日が経過しても本施設の引

渡しができないとき又は引渡

の見込みが明らかに存在しな

いと大学が認めたときは、当

然、同項第２号の解除事由に

該当することとなります。 

624 
事業者の債務

不履行 
27 8 2 73 3    

別紙１０のどの規定をもって

契約解除するかご教示いただ

けませんでしょうか。 

「事業契約書（案）」別紙１０

の２(3)を参照してください。 

625 
大学の債務不

履行 
27 8 2 74     

「大学が本契約上の重要な義

務（但し、民間付帯施設事業

原案のとおりとします。 



 (１１７) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

に係る義務は除く。）に違反

し、かつ、事業者による通知

の後６０日以内に当該違反を

是正しない場合、事業者は本

契約を解除することができ

る。」と記載がありますが，第

７３条 事業者の債務不履行の

場合と同様，「３０日以内に違

反を是正しない場合」に契約

を解除できると変更させてい

ただくことは可能でしょう

か。 

626 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 1    

出来高部分については、設計

費、工事監理費、会社経費

等、出来高を構築する上で必

要であった費用も含まれると

理解してもよろしいでしょう

か？ 

出来高部分の算定には、建設

工事だけでなく、事前調査業

務、設計業務、工事監理業務

等の施設整備業務に要した費

用も含まれます。 

一方、施設整備業務に要した

費用以外の会社経費等につい

ては、「事業契約書（案）」第

７９条の規定を適用するもの

とします。 

627 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 1    

本施設の引渡前の解除の場

合、出来高部分の買い取りが

規定されていますが、「出来

高」には、ＳＰＣに発生済み

の経費（金融関連費用も含

む）も含まれると考えてよろ

しいでしょうか？ 

「事業契約書（案）」第７７条

は出来高部分等に関する事項

を規定したものです。ご質問

のような金融関連費用等の経

費については、第７９条の規

定を適用するものとします。 

628 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 1    

施設整備期間に係る調査費、

設計費、工事監理費、保険

料、ＳＰＣ管理費等は買取出

来形に含まれるとの理解で宜

しいでしょうか。 

現時点で含められるもの、含

められないものと明確に決定

されておりましたらご教示の

程宜しくお願い致します。 

番号６２６、６２７の回答を

参照してください。 

629 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 
1 

2 
   

本項で定める「本施設の出来

高部分」には、入札説明書４

０ページにおけるサービス購

入費の構成等に記載された表

のうち、施設整備費相当を構

成する各内訳に相当する業務

等が含まれるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

「出来高部分」の算定方法に

ついては、番号６２６、６２

７の回答を参照してくださ

い。 

630 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 1    

第７７条につきまして、本契

約が解除された場合に本施設

が引渡前である場合の記載は

ございますが、本契約が解除

「事業契約書（案）」第７７条

第１項において、「本施設の出

来高部分（設計図書等の出来

高部分を含む。以下同じ。）」



 (１１８) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

された時点が設計業務期間中

であった場合の設計成果物に

関する記載がないように思わ

れますので、設計業務期間中

に解除となった場合の設計成

果物の取扱いについては、事

業者として選定された後に、

改めて協議させていただいて

もよろしいでしょうか。 

と規定されております。ご確

認ください。 

631 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

27 8 2 77 1    

「第７４条、第７５条、第９

１条又は第９５条の規定によ

り本契約が解除された場合

で、本施設が第３９条の引渡

前である場合、大学は自己の

責任及び費用により本施設の

出来高部分（設計図書等の出

来高部分を含む。以下同じ。）

を検査の上、当該検査に合格

した部分（以下「合格部分」

という。）を事業者より買い受

け、その引渡しを受けるもの

とする。この場合において、

大学は、必要と認めるとき

は、その理由をあらかじめ事

業者に通知の上、出来高部分

を最小限度破壊して検査する

ことができる。」との記載があ

りますが，出来高部分の検査

及び復旧に要する費用は，大

学の負担となるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

632 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 2    

出来高部分については、設計

費、工事監理費、会社経費

等、出来高を構築する上で必

要であった費用も含まれると

理解してもよろしいでしょう

か？ 

番号６２６、６２７の回答を

参照してください。 

633 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 2    

引渡し前の契約解除時におい

て、貴学が合格部分を事業者

より買受、その引渡しを受け

ることができるとあります

が、買取を行わない合理的な

理由がない限り、貴学は買取

を行うと理解してよろしいで

しょうか？ 

「事業契約書（案）」第７７条

第２項を、次のとおりに変更

します。 

「第７３条各項の規定により

本契約が解除された場合で、

本施設が第３９条の引渡前で

ある場合、大学は、事業者に

対して、本施設の出来高部分

の買取り又は本件土地の原状

回復を請求することができ

る。大学が出来高部分の買取

りを請求した場合には、大学

は、事業者の責任及び費用に

より本施設の出来高部分を検



 (１１９) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

査した上、合格部分を事業者

より買い受け、その引渡しを

受けることができるものと

し、大学が本件土地の原状回

復を請求した場合には、事業

者の責任及び費用により原状

回復を行うものとする。」 

また、同条第６項中、「この場

合において、本契約の解除が

第７４条、第７５条、第９１

条又は第９５条の規定による

ものであるときは、大学がそ

の費用を負担するものとす

る。」とあるのを、「この場合

において、原状回復に要する

費用は、大学が負担するもの

とする。」に変更し、同条第７

項中「前項の場合において、

事業者は正当な理由なく」と

あるのを、「前項又は第２項の

規定により大学が本件土地の

原状回復を請求した場合にお

いて、事業者が正当な理由な

く」に変更します。 

634 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 2    

「本施設について大学が出来

高部分を利用する場合」とあ

りますが、社会通念上、原状

回復が相当と認められる場合

を除き、貴学においてご利用

いただけるという理解でよろ

しいでしょうか。 

番号６３３の回答を参照して

ください。 

635 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 3    

利息とは、入札説明書別紙

「入札金額等の算出方法及び

サービス購入費の支払方法

等」で計算される「金利支払

額」に相当すると理解してよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、「事業契約書

（案）」第７７条第３項の「支

払日までの利息」は、当初支

払スケジュールに基づき分割

払する際に要する金利支払額

のことをいいます。 

この場合、利率については、

原則として解除前と同様の利

息の利率を適用するものとし

ますが、個別・具体的な事項

については、大学と事業者で

協議するものとします。 

636 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 4    

分割払の場合、本契約の解除

前の支払期間を超えない範囲

内で分割払いされると理解し

てよろしいでしょうか。 

原則としてはご理解のとおり

ですが、個別・具体的な事項

については、大学と事業者で

協議するものとします。 

637 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 4    

利息の計算方法をご教示いた

だけますでしょうか。 

番号６３５の回答を参照して

ください。 



 (１２０) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

638 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 5    

分割払の場合、本契約の解除

前の支払期間を超えない範囲

内で分割払いされると理解し

てよろしいでしょうか。 

原則としてはご理解のとおり

ですが、個別・具体的な事項

については、大学と事業者で

協議するものとします。 

639 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 5    

利息の計算方法をご教示いた

だけますでしょうか。 

番号６３５の回答を参照して

ください。 

640 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 5    

本項で定める「事業者が本契

約に基づく業務を終了させる

ために要する費用」には、融

資金融機関に支払わなければ

ならないブレークファンディ

ングコスト等の金融費用も含

まれるという理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。ただ

し、大学が負担する金融費用

については、合理的な範囲に

限られることに留意してくだ

さい。番号６４６の回答を参

照してください。 

641 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 6    

「大学は、建設工事の進捗状

況を考慮して、本件土地の原

状回復が社会通念上合理的で

あると判断した場合、合格部

分の買取りを行わず、事業者

に対して本件土地の原状回復

を請求することができ、事業

者はこれに従わなければなら

ない。この場合において、本

契約の解除が第７４条、第７

５条、第９１条又は第９５条

の規定によるものであるとき

は、大学がその費用を負担す

るものとする」とあります

が、この場合、大学が負担す

る費用には、解体費等の原状

回復に要する費用だけでな

く、合格部分の買い取り費用

相当額を含むものと考えてよ

ろしいでしょうか？ 

「事業契約書（案）」第７７条

第６項後段の規定により大学

が負担する費用は、解体費

等、原状回復に要する合理的

な範囲の費用をいい、本施設

の出来高部分相当額は含みま

せん。 

事業者が出来高部分の作成・

建設等に要した費用の負担に

ついては、第７９条の規定を

適用するものとします。 

なお、第７７条につきまして

は、番号６３３の回答を参照

してください。 

642 

引渡前の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 77 6    

第７４条、第７５条、第９１

条又は第９５条の規定による

契約解除の場合は、事業者に

帰責性がありませんので、本

件土地の原状回復費用に加

え、出来高部分に要した費用

をご負担いただきますようお

願いします。 

番号６４１の回答を参照して

ください。 

643 

引渡後の施設

に関する解除

の効力 

28 8 2 78 3    

当該検査により、本施設に事

業者の責めに帰すべき事由に

よる損傷等（但し、通常の劣

化、損傷等を除く。）があると

きは、とございますが、検査

において大学が事業者の責め

に帰すべき事由による損傷等

原案のとおりとします。 

ただし、大学が事業者の責め

に帰すべき事由による損傷等

であると判断して請求を行っ

た場合であっても、当該箇所

が、客観的には、損傷に該当

しないこと、通常の劣化・損



 (１２１) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

と判断した場合でも、その箇

所の状態について事業者側の

見解が異なる可能性も考えら

れます。「大学は、当該箇所に

ついて事業者と協議を行い、

双方合意した箇所について、

事業者に対してその修繕、補

修等を求めることができる。」

としていただけないでしょう

か。 

傷等に該当すること又は事業

者の責めに帰すべき事由によ

るものでないことを、事業者

が証明した場合には、事業者

は当該箇所を修繕・補修する

義務を負わないものとしま

す。 

644 

引渡後の施設

に関する解除

の効力 

29 8 2 78 6    

第７４条又は第７５条の規定

により解除された場合は、貴

学の帰責又は事情に基づく解

除ですから、貴学の所定の支

払に当たり、維持管理業務及

び運営業務の引継ぎを条件と

することはご遠慮願えません

か。 

原案のとおりとします。 

645 

引渡後の施設

に関する解除

の効力 

29 8 2 78 
6 

7 
   

本項による解除の場合、ＳＰ

Ｃは施設整備費相当の残額受

入のみのために当初想定の残

期間、会社を存続しなくては

なりませんが、その期間の会

社維持管理費については、第

７９条第３項の規定に該当

し、大学に請求できると考え

てよろしいでしょうか。 

ご質問のように、事業者にお

いて特別目的会社を施設整備

費相当の残額の受領のためだ

けに存続させなくてはならな

い場合、その期間の会社維持

管理費については、「事業契約

書（案）」第７９条第３項ない

し第５項を適用するものとし

ます。 

646 

引渡後の施設

に関する解除

の効力 

29 8 2 78 7    

本項においても、第７７条第

５項と同様に、「事業者が本契

約に基づく業務を終了させる

ために要する費用」をご負担

いただけるという理解でよろ

しいでしょうか。 

「事業契約書（案）」第９１条

又は第９５条の規定により本

契約が解除された場合、事業

者が本契約に基づく業務を終

了させるために要する費用に

ついては、第７９条第４項又

は第５項を適用するものとし

ます。かかる趣旨から、第７

７条第５項第２文「また、大

学は、事業者が本契約に基づ

く業務を終了させるために要

する費用を事業者に対して支

払うものとする。」を削除しま

す。 

647 違約金等 29 8 2 79     

第７９条における「本契約が

解除された場合」とは、「本契

約の全部が解除された場合」

を意味すると理解してよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

648 違約金等 29 8 2 79     

「（１）解除時点で、本施設に

つき第３９条による大学への

引渡しを経ていない場合に

は、施設整備費相当（但し、

ご質問の前段（引渡しを経て

いない場合）について、番号

４９の回答を参照してくださ

い。 



 (１２２) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

本号において、金利支払額を

含まず、消費税を含むものと

する。）の１００分の３０に相

当する額。 

（２）解除時点で、本施設に

つき第３９条による大学への

引渡しを経ている場合には、

次のア及びイに掲げる金額の

合計額。 

ア 維持管理費相当（但し、本

号において、その他の費用を

含まず、消費税を含むものと

する。）の当該年度総額の１０

０分の２０に相当する額。 

イ 運営費相当（但し、本号に

おいて、その他の費用を含ま

ず、消費税を含むものとす

る。）の当該年度総額の１００

分の２０に相当する額。 

２ 前項の場合において事業者

は、解除に起因して大学が被

った損害額が違約金の額を上

回るときは、その差額を大学

の請求に基づき、支払わなけ

ればならない。」との記載があ

りますが，第７９条第１項各

号に定める違約金を損害賠償

の予定とし，第２項について

は削除させていただくことは

可能でしょうか。 

ご質問の後段（引渡しを経て

いる場合）について、原案の

とおりとします。 

649 違約金 29 8 2 79 1    

事業者が７９条（１）の違約

金を支払う場合、第９条の履

行保証保険により支払われた

保険金が充当できることを確

認させてください。 

ご理解のとおりです。 

650 
違約金につい

て 
29 8 2 79 1 (1)   

引渡しを経ていない時点での

違約金として施設整備費相当

の１００分の３０に相当する

額が設定されていますが、契

約に関する内閣府のガイドラ

イン５－５には、施設完工前

の違約金は１００分の１０

（場合によっては１００分の

２０）が相当する額とありま

す。金額割合に関する条文を

修正していただけないでしょ

うか。 

番号４９の回答を参照してく

ださい。 

651 

違 約 金 請 求

（引渡前）に

ついて 

29 8 2 79 1 (1)   

違 約 金 額 （ 施 設 整 備 費 ３

０％）は、他事例から見て過

大である上、第７３条に該当

すれば、自動的に違約金債務

原案どおり、大学が第７３条

各項の規定に該当する判断し

た場合には、本契約の全部又

は一部を解除することができ



 (１２３) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

が発生する仕組みになってお

ります。事業者として必要な

努力を行い、引渡日変更の協

議をお願いする場合でも、一

方的な決定により高額な違約

金を課されるリスクがあるな

らば、事業の参画可非に係る

と考えます（第７３条第２

項、第７９条第１項第（１）

号）。これらの場合は、違約金

が課されることがないと考え

て良いでしょうか。 

るものとします。番号４９の

回答を参照してください。 

652 違約金等 29 8 2 79 1 (1)   

「施設整備費相当（但し、本

号において、金利支払額を含

まず、消費税を含むものとす

る。）の１００分の３０に相当

する額。」とありますが、一般

的なＰＦＩ事業の違約金に比

べて、施設整備費相当額に対

する割合が高いかと存じま

す。事業者の参加条件の緩和

の為にも、１００分の１０程

度に下げていただけませんで

しょうか。 

番号４９の回答を参照してく

ださい。 

653 違約金等 29 8 2 79 1 (1)   

「解除時点で、本施設につき

第３９条による大学への引渡

しを経ていない場合には、施

設整備費相当（但し、本号に

おいて、金利支払額を含ま

ず、消費税を含むものとす

る。）の１００分の３０に相当

する額。」との記載があります

が，「施設整備費相当」ではな

く「施設整備業務のうち解除

時点において遂行中の業務に

関する業務費相当」とさせて

いただくことは可能でしょう

か。 

原案のとおりとします。番号

４９の回答を参照してくださ

い。 

654 違約金等 29 8 2 79 1 (2)   

「維持管理費相当（但し、本

号において、その他の費用を

含まず、消費税を含むものと

する。）の当該年度総額の１０

０分の２０に相当する額。」、

「運営費相当（但し、本号に

おいて、その他の費用を含ま

ず、消費税を含むものとす

る。）の当該年度総額の１００

分の２０に相当する額。」とあ

りますが、一般的なＰＦＩ事

業の違約金に比べて、維持管

理費相当及び運営費相当に対

原案のとおりとします。 



 (１２４) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

する割合が高いかと存じま

す。事業者の参加条件の緩和

の為にも、１００分の１０程

度に下げていただけませんで

しょうか。 

655 違約金等 29 8 2 79 3    

本項に基づき貴学にご負担い

ただける損害賠償額には、融

資金融機関に支払わなければ

ならないブレークファンディ

ングコスト等の金融費用も含

まれるという理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。ただ

し、大学が負担する金融費用

については、合理的な範囲に

限られることに留意してくだ

さい。 

656 違約金等 30 8 2 79 
4 

5 
   

本項で定める「事業者が本契

約に基づく業務の履行を終了

するために必要な費用」に

は、融資金融機関に支払わな

ければならないブレークファ

ンディングコスト等の金融費

用も含まれるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。ただ

し、大学が負担する金融費用

については、合理的な範囲に

限られることに留意してくだ

さい。 

657 
関係書類の引

渡し等 
30 8 2 81 2    

第７４条の規定により解除さ

れた場合は、貴学の帰責に基

づく解除ですから、本項の適

用除外としていただけません

でしょうか。 

原案のとおりとします。 

なお、「事業契約書（案）」第

８１条第１項中「第７７条第

１項の規定による」とあるの

を、「第７７条第１項若しくは

第２項の規定による」に変更

します。 

658 
関係書類の引

渡し等 
30 8 2 81 2    

「大学は、前項の規定により

引渡しを受けた書類につい

て、本施設の施設整備業務、

維持管理業務及び運営業務の

ために無償で自由な使用（複

製、頒布、改変及び翻訳を含

む。次項において同じ。）に供

することができるものとす

る。」と記載がありますが，第

１０２条第３項に定めに従っ

て書類を利用するとの理解で

よろしいでしょうか。 

「事業契約書（案）」第８１条

第２項に規定する「無償で自

由な使用」には、第１０２条

第３項各号に定めるような使

用方法も含みますが、これら

に限られるものではありませ

ん。 

659 
事業者の債務

不履行 
30 8 3 82 2    

本契約のうち民間付帯施設事

業に関する部分の全部または

一部を解除することができる

とありますが、この場合対象

となるのは、民間付帯施設事

業であって、本施設事業への

影響（本施設事業に関する部

分の一部解除など）はないと

理解してよろしいでしょう

か？ 

ご理解のとおりです。 

660 大学の債務不 31 8 3 83     本契約のうち民間付帯施設事 ご理解のとおりです。 



 (１２５) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

履行 業に関する部分の全部または

一部を解除することができる

とありますが、この場合対象

となるのは、民間付帯施設事

業であって、本施設事業への

影響（本施設事業に関する部

分の一部解除など）はないと

理解してよろしいでしょう

か？ 

661 
大学による任

意解除 
31 8 3 84     

本契約のうち民間付帯施設事

業に関する部分の全部または

一部を解除することができる

とありますが、この場合対象

となるのは、民間付帯施設事

業であって、本施設事業への

影響（本施設事業に関する部

分の一部解除など）はないと

理解してよろしいでしょう

か？ 

ご理解のとおりです。 

662 

法令変更又は

不可抗力等に

よる解除 

31 8 3 85     

本契約のうち民間付帯施設事

業に関する部分の全部または

一部を解除することができる

とありますが、この場合対象

となるのは、民間付帯施設事

業であって、本施設事業への

影響（本施設事業に関する部

分の一部解除など）はないと

理解してよろしいでしょう

か？ 

ご理解のとおりです。 

663 

民間付帯施設

事業の終了時

の取扱い 

31 8 3 85     

法令変更又は不可抗力により

民間付帯施設事業の全部又は

一部を終了させる場合の追加

費用は、大学負担との認識で

よろしいでしょうか。 

民間付帯施設事業に要する費

用は、原則として、全て事業

者が自ら負担することと規定

されていますので（「事業契約

書（案）」第６２条）、ご質問

のように法令変更又は不可抗

力により民間付帯施設事業の

全部又は一部を終了させる場

合には、その追加費用も事業

者が自ら負担することとなり

ます。 

664 

民間付帯施設

事業の終了時

の取扱い 

31 8 3 86 1    

民間付帯施設を撤去せず、大

学又は第三者に無償譲渡する

のは、期間満了により終了し

た場合、又は事業者帰責によ

り中途解約された場合に限定

いただけないでしょうか。そ

の他の解除の場合は、時価に

基づく有償譲渡としていただ

けないでしょうか。 

「事業契約書（案）」第８６条

第１項但書を、次のとおりに

変更します。 

「但し、大学の承諾があった

場合には、民間付帯施設を解

体撤去せず、民間付帯施設及

び当該土地を、本契約の終了

又は解除時の現状にて、大学

又は第三者に譲渡し、引き渡

すことができる。この場合に



 (１２６) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

おいて、譲渡及び引渡しに要

する一切の費用は事業者の負

担とし、譲渡の対価は、第７

４条、第７５条、第８３条又

は第８４条の規定により本契

約又は本契約のうち民間付帯

施設事業に関する範囲が解除

された場合には有償又は無償

とし、それ以外の事由により

終了、解除又は解約された場

合には無償とする。」 

665 

民間付帯施設

事業の違約金

の決定方法に

ついて 

31 8 3 86 2    

民間付帯事業の違約金の上限

額はどのように決定するので

しょうか。 

「事業契約書（案）」第８６条

第２項の「●円を上限とし」

を「民間付帯施設（任意）事

業における年度売上計画総額

の１００分の２０に相当する

額を上限とし」に変更しま

す。 

666 

民間付帯施設

事業の終了時

の取扱い 

31 8 3 86 2    

本条本項の違約金支払い義務

は、定期借地契約書第１５条

の違約金支払い義務と一体、

同義であり、定期借地権契約

書上の違約金を支払えば、本

条本項の違約金の支払い義務

を履行したことになると理解

してよろしいでしょうか。 

「事業契約書（案）」第８６条

第２項が定める違約金と、別

紙２０「定期借地契約書」第

１５条が定める違約金は、別

のものですので、後者を支払

ったとしても前者の支払義務

が履行されたことにはなりま

せん。 

667 

民間付帯施設

事業の終了時

の取扱い 

31 8 3 86 2    

本条本項の●には、事業契約

締結時に、定期借地契約書第

１５条の違約金の最大金額と

なる貸付料年額の３倍の金額

が記載されると理解してよろ

しいでしょうか。 

番号６６５、６６６の回答を

参照してください。 

668 
民間付帯事業

の違約金 
31 8 3 86 2    

ここで想定されている違約金

は、別紙２０「定期借地契約

書」第１５条に定められてい

る違約金を指すものと考えて

よろしいでしょうか・ 

番号６６５、６６６の回答を

参照してください。 

669 
民間付帯施設

事業 
31 8 3 86 2    

事業者の債務不履行により契

約解除となった場合、貴学へ

対して指定された違約金を支

払うとありますが、金額につ

いては別紙２０定期借地契約

書書式の第１５条に記載され

た金額との理解で宜しいでし

ょうか。異なる場合には、各

種リスク分担、事業収支計算

等の安定した事業計画及び各

資金調達計画のため、明確な

金額（もしくは算定根拠）を

ご提示ください。 

番号６６５、６６６の回答を

参照してください。 



 (１２７) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

670 第８６条 31 8 3 86 2    

民間付帯施設事業の終了時の

取り扱い第８６条２項におい

て、●印の金額についてご教

示ください。 

番号６６５の回答を参照して

ください。 

671 

民間付帯施設

事業の終了時

の取扱い 

31 8 3 86 2    

大学の指定する金額の違約金

上限額が●円となっておりま

すが、具体的な算出方法は

「別紙２０ 定期借地契約書の

書式」第１５条第３項に記載

されている第４条に規定する

貸付期間満了までの期間分に

係る貸付料相当額との認識で

よろしいでしょうか。 

番号６６５、６６６の回答を

参照してください。 

672 通知の付与 33 10  89     

事業者の提案内容は、入札日

時点で確定しておりますので、

「本契約の締結日の後に法令

が変更されたことにより」を

「本契約の入札日の後に法令

が変更されたことにより」に

修文いただきますようお願い

します。 

原案のとおりとします。 

入札日の後、事業契約の締結

日の前に法令が変更されたこ

と に よ り 、「 事 業 契 約 書

（案）」第８９条第１項が定め

るような事態が生じた場合に

は、事業契約の締結に際し

て、大学と事業者との間で協

議を行うこととなります。 

なお、入札日の時点では未施

行である法令の変更であって

も、同時点で既に変更の内容

が公表されている場合には、

入札参加者は、当該法令変更

の内容を踏まえて入札を行う

ことが可能であるため、入札

日の後に法令が変更された場

合には該当しません。 

673 

協議及び追加

費 用 の 負 担

（法令変更） 

33 10  90 2    

「大学が法令変更に対する対

応方法を事業者に通知し」と

ありますが、あくまでも合理

的基準に従いご判断いただけ

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

674 

協議及び追加

費 用 の 負 担

（不可抗力） 

34 11  93 2    

「大学が不可抗力に対する対

応方法を事業者に通知し」と

ありますが、あくまでも合理

的基準に従いご判断いただけ

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

675 
財務書類の提

出 
35 12  99     

「公認会計士又は監査法人に

よる監査報告及び年間業務報

告」とありますが、年間業務

報告は、月次・四半期ごとに

の報告されることから、公認

会計士又は監査法人の監査は

不要と考えてよろしいでしょ

原案のとおりとします。 

「事業契約書（案）」第９９条

にいう「年間業務報告」と

は、事業者の業務状況を報告

する、会社法第４３５条第２

項の事業報告のことをいい

（「事業契約書（案）」第５０



 (１２８) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

うか？（年間業務報告の監査

を必要とするとコストもかさ

むため、不要として頂きたい

と考えております。） 

条が定める維持管理業務及び

運営業務に関する月報、四半

期報告書等とは別のもので

す。）、「監査報告」とは、当該

事業報告についての監査報告

のことをいいますので、事業

者に過剰な負担とはならない

ものと想定しております。 

なお、第９９条中、「公認会計

士又は監査法人による監査報

告」とあるのを、「公認会計士

による監査報告」に変更しま

す。 

676 
財務書類の提

出 
35 12  99     

監査報告書につきましては一

般的でございますが、「年間業

務報告」の書類がどのような

ものであるかご教示ください

ます様宜しくお願い致します。

（年間業務報告はＳＰＣの業

務履行状況を報告するもの、

若しくは会計士の業務の履行

状況を示すもの等） 

番号６７５の回答を参照して

ください。 

677 
年間業務報告

について 
35 12  99     

『年間業務報告』とは、どの

ようなものを指していますで

しょうか。 

番号６７５の回答を参照して

ください。 

678 
監査報告の公

開について 
35 12  99     

『なお、大学は、当該監査報

告及び年間業務報告を公開す

ることができる。』とあります

が、監査報告には構成企業宛

ての支払金額等、民間のノウ

ハウに係る情報が含まれてい

ることがありますので、監査

報告の公開前に事業者による

確認をさせていただき、範囲

を限定して公開することとし

ていただけませんでしょう

か。 

「事業契約書（案）」第９９条

第２文（なお書き）を、次の

とおりに変更します。「なお、

大学は、事業者と協議の上、

当該監査報告及び年間業務報

告を公開することができる。」 

679 秘密保持 35 12  100     

本事業上の設計、建設、引越

し、備品調達、維持管理、運

営等の業務遂行に際し、再委

託先等への情報開示が必要と

なる部分が多々想定されます

が、このような必要最低限度

の情報開示は可能であるとい

う理解でよろしいでしょう

か。 

「事業契約書（案）」第１００

条第１項中、「自己の役員及び

従業員、自己の代理人・コン

サルタント、民間事業者グル

ープ又は出資者以外の第三

者」とあるのを、「自己の役員

及び従業員、自己の代理人・

コンサルタント、民間事業者

グループ、本契約に基づき事

業者から本事業の一部を委託

若しくは請け負う者又は出資

者以外の第三者」に変更しま

す。 



 (１２９) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

680 秘密保持 35 12  100 1    

「大学及び事業者は、互いに

本事業に関して知り得た相手

方の秘密情報を、本契約の履

行以外の目的に使用してはな

らない。事業者は、当該秘密

情報を自己の役員及び従業

員、自己の代理人・コンサル

タント、民間事業者グループ

又は出資者以外の第三者に提

供してはならず、また、秘密

情報の提供を受けた者（当該

秘密情報について法令上秘密

保持義務を負う者を除く。）に

対し、当該秘密情報を本契約

の履行以外の目的に使用せ

ず、かつ、本事業と関係のな

い第三者に開示しないよう義

務付けなければならない。」と

の記載がありますが，「関係の

ない第三者」とは，「事業者か

ら本施設業務に関する業務を

受託又は請け負う者及びそれ

らの再受託者又は再下請業者

等」は含まれないとの理解で

よろしいでしょうか。 

番号６７９の回答を参照して

ください。 

681 
著作権等の利

用等 
36 12  102 1    

第１０２条第１項につきまし

て、「大学は、成果物…及び本

施設について、大学の裁量に

より利用する権利及び権限を

有するものとし…」とありま

すが、貴校の裁量により利用

する範囲としては、本条第３

項に規定する内容の範囲に限

定されるものという認識でよ

ろしいでしょうか。その他の

場合を想定されていましたら

ご教示ください。 

「事業契約書（案）」第１０２

条第１項に規定する「大学の

裁量」による「利用」には、

同条第３項各号に定めるよう

な使用方法を含みますが、こ

れらに限られるものではな

く、本施設の施設整備業務、

維持管理業務及び運営業務の

ための利用を広く含みます。 

682 

株式、新株予

約権又は新株

予約権付社債

の発行 

37 12  106     

ＳＰＣの構成員への発行につ

いては、代表企業が最大出資

者ではなくなるような場合に

おいても、特段問題ないとい

う認識で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

683 
支払遅延時の

遅延損害金 
37 12  108     

大学又は事業者が事業契約に

基づいて行なうべき支払の遅

延損害金の計算で使用する遅

延利息率は何％を想定されて

おりますでしょうか。 

「遅延利息率」の定義につき

ま し て は 、「 事 業 契 約 書

（案）」第１条第２４号をご参

照ください。 

684 遅延損害金 37 12  108 2    

第１０８条第２項につきまし

て，事業者が貴校に遅延損害

金をお支払するのは，事業者

「事業契約書（案）」第１０８

条第２項は、金銭債務の履行

遅滞に基づく遅延損害金につ



 (１３０) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

の責に帰すべき事由により遅

延が起こった場合に限るもの

との理解でよろしいでしょう

か。 

いて定めた規定ですので、事

業者が金銭債務を履行すべき

時期までに履行しない場合に

は、当然に遅延損害金が発生

することとなります（民法第

４１９条第３項）。 

685 解釈 37 12  110     

建設工事に関する規定につい

て疑義が生じた場合について

は，文部科学省の「工事請負

契約基準」の規定に準拠して

対処するとの理解でよろしい

でしょうか。 

「事業契約書（案）」第１１０

条のとおり、本契約の解釈に

関して疑義が生じた場合は、

その都度、大学及び事業者が

誠実に協議の上、これを定め

るものとします。 

686 その他 38 12  111 8    

「本契約の終了にかかわら

ず」との記載がございます

が、条文のままですと、秘密

保持義務がほぼ全ての事項に

ついて永遠に存続することに

なりますので、秘密保持義務

を課す秘密の定義と期限につ

いて、現実的な内容への修正

あるいは運用をご協議願いま

す。 

原案のとおりとします。 

大学としては、「事業契約書

（案）」第１００条が定める

「本事業に関して知り得た相

手方の秘密情報」について、

事業契約終了後も秘密保持義

務を課されることにより、事

業者が具体的な不利益を受け

るとは考えておりません。 

687 保険 44      6  

貴大学はどのような保険に加

入されますでしょうか。加入

される保険の種類と補償内容

をご教示ください。 

大学は、当該施設について

「国立大学法人総合保険」に

加入する予定ですが、詳細に

ついては、未定です。 

688 
大学が付保す

る保険 
46      8  

維持管理・運営期間に大学が

付保する火災保険の保険金額

等付保条件をご教示くださ

い。 

番号６８７の回答を参照して

ください。 

689 

不可抗力によ

る追加費用の

負担割合 

46      8  

「当該損害及び追加費用につ

いて保険金が支払われる場

合、当該保険金相当額は大学

が負担すべき損害及び追加費

用額から控除する。」とありま

すが、保険金は、全体の損害

規模等を基に算定されること

から、保険金は損害額全体か

ら控除し、控除後の損害額に

ついて、官民分担基準を適用

していただけないでしょう

か。 

原案のとおりとします。 

690 

不可抗力によ

る追加費用の

負担割合 

46      8  

不可抗力による費用負担につ

いて、不可抗力発生の時期に

よって官民の費用分担基準を

異にする建付けとなっており

ますが、本来は当該不可抗力

事由によっていずれの費用が

増加したのか（設計・建設費

用が増加したのか、維持管

別紙８の「１ 施設整備期間」

を、以下のとおりに変更しま

す。 

「（１）施設整備期間中に不可

抗力が生じ、施設整備業務に

関する損害又は追加費用が発

生した場合、損害及び追加費

用が施設整備期間中に累計で



 (１３１) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

理・運営費用が増加したの

か）によって、貴学と事業者

の費用分担基準が定められる

べきかと思料致します。例え

ば、引渡し前の不可抗力によ

る設計変更により、維持管

理・運営業務費用が増加する

場合等も考えられます。その

場合は、施設引渡前の不可抗

力といえでも、維持管理・運

営費用に係る増加費用に限っ

ては維持管理・運営期間にお

ける費用分担基準を適用（な

お、施設整備費に係る増加費

用については施設整備期間に

おける費用分担基準を適用）

するべく、建付けの変更に関

してご検討いただけませんで

しょうか。 

施設整備費相当（但し、本項

において、金利支払額を含ま

ず、消費税を含むものとす

る。）の１００分の１に至るま

では事業者が負担するものと

し、これを超える額は大学が

負担する。但し、当該損害及

び追加費用について保険金

（本契約、入札説明書等及び

要求水準書によって付保すべ

きこととされている保険に係

る保険金並びに応募者提案に

付保する旨の記載がある保険

に係る保険金をいう。以下本

別紙において同じ。）が支払わ

れる場合、当該保険金額相当

額は大学が負担すべき損害及

び追加費用額から控除する。 

（２）施設整備期間中に不可

抗力が生じ、維持管理業務又

は運営業務に関する損害又は

追加費用が発生した場合、大

学と事業者は、当該損害又は

追加費用の負担方法につい

て、協議するものとする。」 

691 モニタリング 49      10  

維持管理業務と運営業務と

は、その内容が大きく異なる

ことから、モニタリングや要

求水準未達に伴うサービス購

入費の減額措置は別々に実施

して頂けませんでしょうか？ 

「事業契約書（案）」別紙１０

の３（４）第２文括弧書きに

記載のとおり、減額ポイント

は対象業務ごとに計算し、減

額も対象業務ごとに個々に行

います。 

692 

サービス購入

費の減額の基

準と方法等 

49      10  

本別紙に基づく減額ポイント

の加算、減額、業務担当企業

の交替、解除等の措置は、事

業者の帰責性に基づく債務不

履行（要求水準未達を含む。）

が前提であることをご確認願

えませんでしょうか。 

減額の対象となる事態は「事

業契約書（案）」別紙１０の３

（１）に、減額ポイントを加

算しない場合は別紙１０の３

（３）に、それぞれ規定され

ていますので、ご確認くださ

い。 

693 モニタリング 50      10  

要求水準を満たしていないと

確認された場合には、一定の

猶予（是正）期間を設けた後

に減額ポイントを加算する、

とありますが、猶予（是正）

期間中に改善が行われれば、

減額ポイントは加算されない

という理解でよろしいでしょ

うか？ 

ご理解のとおりです。 

694 

定期建物賃貸

借契約におけ

る貸付料の改

59      16 6 

別紙１６に関連して公表いた

だいた貴学「不動産貸付要

項」では、第８条（貸付料）

定期建物賃貸借契約における

貸付料の改定について、「国立

大学法人千葉大学不動産貸付



 (１３２) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

定 で「別に定める不動産貸付料

算定基準」に基づいて算定す

るとされておりますが、現時

点までに公表されております

資料の中に該当資料が見当た

りません。「別に定める不動産

貸付料算定基準」の公表をお

願い致します。 

料算定基準」では、以下のと

おりとなっています。 

【土地の継続貸付料】 

貸付料＝前回の貸付料ａ×ス

ライド率ｂ 

ａ＝前回貸付料 

ｂ＝（消費者物価指数（変動

率）＋地価変動率）÷２ 

【建物の継続貸付料】 

貸付料＝Ａ＋Ｂ 

Ａ＝（前回の貸付料ａ×消費

者物価指数（変動率）

ｂ）×経年による残価変

動率ｃ 

ａ＝建物のみ（土地を含まな

い。）の前回貸付料 

ｂ＝変動率を求める終期の属

する四半期の初月から６

か月前の指数÷変動率を

求める始期の属する四半

期の初月から６か月前の

指数 

ｃ＝１－｛（１－建物残存割

合）／建物耐用年数×前

回算定時からの経過年

数｝ 

Ｂ＝当該建物の建て面積に相

当する土地の貸付料×当

該建物のうち貸付を許可

する面積÷当該建物の延

面積 

695 権利譲渡等 59      16 10 

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、ＳＰＣに融

資を行うこととなる金融機関

より本賃貸借契約に対する質

権の設定等を依頼した場合、

合理的な理由なしに当該依頼

を拒否しないと考えてよろし

いでしょうか？ 

ご理解のとおり、事業者に資

金提供を行う金融機関から依

頼があった場合、「事業契約書

（案）」別紙１６の定期建物賃

貸借契約上の権利及び地位に

対する担保権の設定につい

て、合理的な理由がない限

り、大学はこれを拒否しない

ものとします。 

696 
定期建物賃貸

借 
59      16 11 

「甲が建物及び貸付物件の維

持保全のために行う工事」と

ありますが、事業期間中に想

定されているものがございま

すでしょうか？ 

現段階では、想定しておりま

せん。 

697 権利譲渡等 66      17 9 

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、ＳＰＣに融

資を行うこととなる金融機関

より本賃貸借契約に対する質

権の設定等を依頼した場合、

合理的な理由なしに当該依頼

ご理解のとおり、事業者に資

金提供を行う金融機関から依

頼があった場合、「事業契約書

（案）」別紙１７の設置場所賃

貸借契約上の権利及び地位に

対する担保権の設定につい



 (１３３) 

番号 質問項目 頁 章 節 条 項 号 別紙 - 質  問 回  答 

を拒否しないと考えてよろし

いでしょうか？ 

て、合理的な理由がない限

り、大学はこれを拒否しない

ものとします。 

698 

別紙２０定期

借地契約書書

式 貸付料 

73      20 6 

貸付料の改定期間は何年程度

を想定されておりますでしょ

うか。 

３年程度を想定しています。 

699 権利譲渡等 73      20 11 

貴学と事前に協議を行い、承

諾を受けた場合、ＳＰＣに融

資を行うこととなる金融機関

より本賃貸借契約に対する質

権の設定等を依頼した場合、

合理的な理由なしに当該依頼

を拒否しないと考えてよろし

いでしょうか？ 

ご理解のとおり、事業者に資

金提供を行う金融機関から依

頼があった場合、「事業契約書

（案）」別紙２０の定期借地契

約上の権利及び地位に対する

担保権の設定について、合理

的な理由がない限り、大学は

これを拒否しないものとしま

す。 

700 
定期借地契約

書の書式 
75      20 15 

第１５条第３項 事業契約第７

９条第１項第１号ないし第３

号若しくは第２項とございま

すが、事業契約第８２条の誤

りではないでしょうか。 

「事業契約書（案）」別紙２０

第１５条第３項中、「事業契約

第７９条」とあるのを、「事業

契約第８２条」に変更しま

す。 

701 
「法人等」に

ついて 
75      20 16 

『（１）法人等（個人、法人又

は団体をいう。）』とあります

が、ここでいう法人等とは、

乙のことでしょうか。 

「事業契約書（案）」別紙２０

第１６条中、「法人等（個人、

法人又は団体をいう。）の役員

等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又

は支店若しくは営業所の代表

者、団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実

質的に関与している者をい

う。以下同じ。）」とあるの

を、「乙の役員等（役員又は支

店若しくは営業所の代表者、

その他経営に実質的に関与し

て い る 者 を い う 。 以 下 同

じ。）」に変更します。 

 

 

＜⑧その他に関する質問＞ 

 

番号 質問項目 － － － － 質問 回答 

702 

民間付帯施設

（任意）事業

の中止につい

て 

平成２９年５

月 ３ １ 日 付

「 千 葉 大 学

（亥鼻）医学

系総合研究棟

    

民間付帯施設事業は独立採算

事業ですので、内容の変更で

はなく、事業の中止をお認め

いただけないでしょうか。既

に不採算となっている事業の

内容を変更したとしても黒字

化が見込めないことが想定さ

れます。 

基本的には、「要求水準書」第

５章５の「(3) 運営内容の変

更」の規定に基づくものとな

りますが、供用開始から３年

以内であっても、主として利

用者のニーズに配慮する観点

（現状とニーズが合っていな

いなど）から、大学が、運営

内容の変更等を促すととも



 (１３４) 

番号 質問項目 － － － － 質問 回答 

整備等事業実

施方針に関す

る質問回答書

及び意見書」

１８頁実施方

針に関する質

問回答書番号

８５ 

に、このことについて、大学

と事業者が協議のうえ方針を

定めることもあり得ます。 

703 

隣接施設（新

中央診療棟）

の外観デザイ

ンについて 

    

隣地に建設予定の新中央診療

棟の外観デザインについて、

当該事業を検討するにあたり

景観の調和などへの重要な要

素になる為、早々に公表頂き

たくお願いします。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

704 

実施方針に関

する質問回答

書及び意見書 

    

５月３１日付の実施方針に関

する質問回答書に記載があ

り、今回の入札説明書等で反

映されているか明確に分から

ないものについて、実施方針

に関する質問回答書の記載内

容は入札説明書と一体である

と考えて宜しいでしょうか。 

「実施方針に関する質問回答

書」は、大学と事業者の協議

において参考とすることはあ

っても、本事業の入札説明書

等の解釈等にあたって有効な

ものとはしません。 

705 関連事業 - - - - 

本事業の施設整備期間中に大

学側が別途発注する中央診療

棟他の設計内容や施工方法が

本事業の施設整備に大きく影

響しますので、別途工事の内

容につき早期の開示をお願い

します。 

特に、中央診療棟のパースや

施工方法によりデザインや工

期に影響すると考えます。 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

706 
近接する別事

業の情報開示 
    

設計検討に必要であるため、

近接する新中央診療棟及びリ

ニアック棟の図面情報、基盤

整備車路の図面情報を早期に

開示いただくようお願い致し

ます。（希望日：９月７日ま

で） 

番号７５の回答を参照してく

ださい。 

707 
キャンパスマ

スタープラン 
    

キャンパスマスタープランに

ついて大学側と連携し、事業

者はできる限り協力するもの

と考えてよろしいでしょう

か。 

「千葉大学キャンパスマスタ

ープラン２０１７（亥鼻キャ

ンパス）」に沿った計画として

ください。 

708 一時来館人数     

実施方針に関する質問回答

書、及び意見書の番号７４に

在館人数を回答頂きました

が、この人数以外に亥鼻キャ

ンパスや大学付属病院へ一時

他学部生、ＭＲ、病院見舞客

等の来院者の統計は取ってい

ません。 



 (１３５) 

番号 質問項目 － － － － 質問 回答 

来館される方（他学部生、Ｍ

Ｒ、病院見舞客等）一日平均

人数が分かればご教示くださ

い。 

709 
アルコール販

売 
    

事業者提案による運営業務

（任意）、福利厚生施設運営業

務、民間付帯施設（任意）事

業において、アルコールの販

売は可能でしょうか。 

原則として、福利厚生施設で

のアルコール販売、提供は認

めません。民間付帯施設（任

意）でのアルコール販売、提

供は、節度のある範囲内であ

れば、認めるものとします。 

710 
現状の警報集

中管理 
    

現医学部棟は、施設の設備異

常警報や火災警報等を集中し

て受信する管理室は存在する

のでしょうか。その場所はキ

ャンパス内のどこでしょう

か。 

正面玄関の右脇の当直室にご

質問の機能を設置していま

す。 

711 現医学部棟     

現医学部棟の解体計画の期間

や、また解体後跡地利用計画

のプラン等がありましたらご

教示頂けますでしょうか。 

ご質問の計画について、公表

できる事項はありません。 

 

以上 

 



 

入札説明書等に関する追記事項 

 
１ 「都市計画千葉大学亥鼻キャンパス地区地区計画」に関する事項 

「都市計画千葉大学亥鼻キャンパス地区地区計画」（平成２９年８月８日決定 千葉市告示第６３２

号）が下記の千葉市ホームページにて公表されていますので参照してください。 

http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/tetsuduki/2017_toshikeikakukokuji.html 
 

２ 「審査委員会の委員への接触等の禁止」に関する事項 

「入札説明書」第１章８(1) 2)の⑤に以下を追記します。 

入札参加者（上記(1)1)①に示す入札参加者をいう。）又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係

において関連がある者が、本事業の落札者決定公表までの間において、審査委員会の委員への接触や

他の入札参加者への謀議などにより、審査に影響を及ぼすおそれのある不正若しくは悪質な行為を行

ったと審査委員会が判断した場合には、当該入札参加者は本事業への入札参加資格を失う。 
 

３ 「要求水準書の別表及び資料等（「要求水準書」以外の文書等を含む。）の貸与」に関する事項 

下記の文書等（以下「文書等」といい、「要求水準書の別表及び資料等の貸与請求書 兼 守秘義務

の遵守に関する誓約書」における「守秘義務対象資料」に該当する。）の貸与を「平成２９年９月 

２１日」より開始します。文書等の貸与を受けようとする場合は、＜様式１＞の脚注部分の要領に準

じて手続を行ってください。 

なお、既に＜様式１＞を提出している場合は、＜様式１＞の再度の提出は不要とします。ただし、

来学により、文書等の貸与を受けようとする場合にあっては、担当者を確認するため、代表者による

委任状（任意様式）を持参してください。 

郵送により、文書等の貸与を受けようとする場合にあっては、その手続等について、事前に本事業

に関する担当部局へ電話で問いあわせてください。 
 

記 
 
(1) 入札説明書の見消版         質問回答の反映と誤植修正等（※） 

(2) 様式集５１の２          質問回答の番号１４６による追加資料 

(3) 要求水準書／本文の見消版       質疑回答の反映と誤植修正等（※） 

(4) 要求水準書／別表・資料等 

【別表 １ 】各室（エリア）の要求水準     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【別表 ５ 】備品等調達業務対象什器備品等一覧表   差し替え資料 

【別表 ６ 】低層階特殊諸室の留意事項等     質問回答の反映と誤植修正等（※） 

【資料 ４ 】事業場所周辺現況測量図(平面､高低､工作物）ＤＸＦデータ 質問回答の番号４５９によるＤＸＦデータ 

【資料１１】事業場所周辺電気設備インフラ整備状況（情報） 質問回答の番号４６３による変更資料 

【資料１４】亥鼻キャンパス構内新設光ケーブル配線構成図） 質問回答の番号４６３による変更資料 

【資料３５】千葉大学(亥鼻)医学系総合研究棟整備等事業保守管理業務仕様書 質問回答の番号４５３､４６８､４７２による 

差し替え資料 

【参考資料】中央診療棟関係資料       質問回答の番号 ７５による追加資料 

【参考資料】資源とごみの分け方・出し方     質問回答の番号２１７による追加資料 

【参考資料】医学部本館各階平面図(平成２４年度時点)  質問回答の番号４４８による追加資料 

(5) 基本協定書（案）の見消版       質問回答の反映と誤記修正等（※） 

(6) 事業契約書（案）の見消版       質問回答の反映と誤記修正等（※） 
 
※ 上記の「見消版」、【別表１】、【別表６】のうち「質問回答（１回目）」の反映は可能な限り行ってい

ますが、反映漏れなどについては「質問回答（１回目）」を正としてください。また、「見消版」、【別

表１】、【別表６】のうち「質問回答（１回目）」に該当しない誤植修正等（追記を含む。）については

「見消版」、【別表１】、【別表６】を正としてください。 

以上 


